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内容 改定趣旨

No 1章

1 1.1.2
用語の定
義

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(ﾙ)「JASS」とは、(一社)日本建築学会が定めた「建築工事標
　準仕様書」をいう。

鉄筋工事、コンク
リート工事、鉄骨
工事、PC工事の章
において、本章に
記載がない場合は
JASSによることと
したため用語の定
義にも追加

公住仕独
自基準の
追加

2
1.1.4
(1)

工事実績
情報シス
テム（コ
リンズ）
への登録

[公住仕　R4]
1.1.4
1.1.4　工事実績情報サービス(CORINS)への登録
(1) 工事実績情報サービス（CORINS）への登録が特記された場
　合は、（中略）　行政機関の休日は含まない。
　(ｱ) 工事受注時         契約締結後10日以内
　(ｲ) 登録内容の変更時   変更契約締結後10日以内
　(ｳ) 工事完成時         工事完成後10日以内
　なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行
　う。

[公住仕　R7]
工事実績情報システム（コリンズ）への登録
(1) 工事実績情報システム（コリンズ）への登録が特記された
　場合は、（中略）　行政機関の休日は含まない。
　(ｱ) 工事受注時 　　 　　契約締結後10日以内
　(ｲ) 登録内容の変更時 　 配置技術者の変更又は変更契約締
　　　　　　　　　　　　　結後10日以内
　(ｳ) 工事完成時 　　 　　工事完成後10日以内

工事実績情報シス
テムの利用規約と
整合

標準仕の
改定に整
合

3
1.1.5
(2)

書面の書
式及び取
扱い

[公住仕　R4]
(2) 公住仕において書面により行わなければならないことと
　されている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監
　督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」
　については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法
　を用いて行うことができる。

[公住仕　R7]
(2) 公住仕において書面により行わなければならないことと
  されている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監
　督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」
　については、電子メール、情報共有システム(情報通信技術
　を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有
　することによって業務効率化を実現するシステムをいう。)等
　の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
    なお、情報共有システムの適用及び機能要件は、特記によ
　る。

情報共有システム
を特記により活用
できる旨追記

標準仕の
改定に整
合

備考
主な改定内容

令和７年度版　公共住宅建設工事共通仕様書　主な改定内容一覧　【建築編】

■一般共通事項

項目
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

4 1.1.10
工期の変
更に係る
事項等

[公住仕　R4]
1.1.10　工期の変更に係る資料の提出
契約書に　(中略）　監督職員に提出する。

[公住仕　R7]
1.1.10 工期の変更に係る事項等
(1) 次のいずれかに該当し、全体工程に影響を及ぼす場合は、
　監督職員に報告する。
　(ｱ) 設計図書の訂正又は変更による場合
　(ｲ) 工事の全部又は一部の施工の一時中止による場合
　(ｳ) 著しい悪天候や気象状況により作業不能日が多く発生し
　　た場合
　(ｴ) 資機材、労務の需給環境の変化が生じた場合
　(ｵ) 関連工事等の調整への協力による場合
　(ｶ) その他受注者の責めに帰すことができない事由が生じた
　　場合
(2) 契約書に　（中略）　監督職員に提出する。
　　なお、提出にあたっては、協議に必要な資料が、(1)によ
　り報告した書面と同一の場合は、(1)の書面に代えることが
　できる。

全体工期に影響を
及ぼす事象が生じ
た場合に、受注者
よりその要因につ
いて監督職員へ報
告することを明記

標準仕の
改定に整
合

5 1.1.14
遠隔臨場
の実施

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
　遠隔臨場（動画撮影用カメラ等とWeb会議システム等により
映像と音声を配信し、監督職員の立会い等を行うことをいう。
）の適用及び実施内容は、特記による。

生産性向上の取組
として遠隔臨場を
行う場合につい
て、適用及び実施
内容が特記による
ことを明記

標準仕の
改定に整
合

6
1.2.1
(6)

実施工程
表

[公住仕　R4]
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記
　する。

[公住仕　R7]
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表等に概成工期、
　受電日、総合試運転調整に要する工程を明記する。

月間工程表や週間
工程表に「概成工
期」の欄を設けて
いるので「実施工
程表等」に改定

標準仕の
改定に整
合

7
1.3.10
(1)

施工中の
環境保全
等

[公住仕　R4]
(1) 建築基準法、　(中略）　「資源有効利用促進法」とい
　う。)その他関係法令等に基づくほか、（後略）

[公住仕　R7]
(1) 建築基準法、　(中略）　「資源有効利用促進法」とい
　う。)、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
　（令和3年 法律第60号）、宅地造成及び特定盛土等規制法
　（昭和36年法律第191号）その他関係法令等に基づくほか、
　（後略）

「プラスチックに
係る資源循環の促
進等に関する法律
によることを追記
「宅地造成及び特
定盛土等規制法が
令和４年に改正さ
れたため追記

標準仕の
改定に整
合
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

8
1.3.11
(2)(ｴ)

発生剤の
処理等

[公住仕　R4]
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、
　建設リサイクル法、 資源有効利用促進法、廃棄物処理法そ
　の他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱
　を踏まえ、適切に処理のうえ、監督職員に報告する。

[公住仕　R7]
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは、全て工事現場外に搬出し、
　建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、宅
　地造成及び特定盛土等規制法その他関係法令等に基づくほか
　、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ
　、監督職員に報告する。

「宅地造成及び特
定盛土等規制法」
は、現場敷地内の
盛土と敷地外への
搬出の両方が考え
られるため、
1.3.10、1.3.11に
記載し、規定を明
確化

標準仕の
改定に整
合

9 1.5.7
総合試運
転調整

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
　関連工事等との総合試運転調整を行う場合は、次による。
　(ｱ) 防火設備等について関連する機器と連動させ、設計図
　　書の意図した機能を満たすことを確認する。
　(ｲ) その他の事項については、監督職員と協議する。

総合試運転調整を
実施する場合の規
定を追記

標準仕の
改定に整
合

10 1.7.3
保全に関
する資料

[公住仕　R4]
(1) 保全に関する資料は、次による。
　(ｱ) 建築物等の利用に関する説明書
　(ｲ) 機器取扱い説明書
　(ｳ) 機器性能試験成績書
　(ｴ) 官公署届出書類
(2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する
　協議を行う。

[公住仕　R7]
(1) 保全に関する資料は、次による。
　(ｱ) 建築物等の利用に関する説明書
　(ｲ) 機器取扱い説明書
　(ｳ) 機器性能試験成績書
　(ｴ) 官公署届出書類
　(ｵ) 総合試運転報告書
(2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する
　協議を行う。

総合試運転報告書
を追記

標準仕の
改定に整
合

2章

11
改定内容は公共建築工事標準仕様書に準拠する。
（公住仕の独自基準なし）

3章

12
改定内容は公共建築工事標準仕様書に準拠する。
（公住仕の独自基準なし）

■土工事

■仮設工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

4章

13 4.5.4
材料その
他

[公住仕　R4]
(c) 鉄筋かごの補強は、特記による。特記がなければ、杭径
　1.5m以下の場合は平鋼9～12×50(mm)、杭径1.5ｍを超え2.0m
　以下の場合は平鋼9～12×75(mm)、杭径2.0mを超える場合は
　平鋼12×75（mm）又は山形鋼9×75×75（mm）以上の補強リ
　ングを2～3mの間隔で配置し、主筋と補強リングとの接触部
　を溶接又は無溶接金具を用いて結合することとし、その溶接
　長さは、補強材の幅とする。
　　なお、鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある
　場合は、監督職員と協議する。

[公住仕　R7]
(c) 鉄筋かごの補強は、特記による。
　なお、鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある場
　合は、監督職員と協議する。

建築工事監理指針
（令和４年版）」
（上巻）の
P263 図4.5.12の
補強リング寸法及
びP262 (8)(ｱ)本
文中の補強間隔2
～3mを準用して改
定した項目である
が、設計図書に記
載することとして
削除

標準仕に
準拠する
こととし
て改定

14
4.5.4
(2)(ｵ)

材料その
他

[公住仕　R4]
(2) コンクリート
　(ｵ) スランプは、特記による。

[公住仕　R7]
(2) コンクリート
　(ｵ) スランプは、特記による。特記がなければ、21㎝とす
　　る。ただし、スランプフローで管理する場合は、監督職員
　　と協議する。

杭コンクリートの
スランプフロー管
理を追記

標準仕の
改定に整
合

15
4.5.4
(2)(ｸ)

材料その
他

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(2) コンクリート
　(ｸ) 単位水量の最大値は、200kg/m3 とし、単位水量は、
　　コンクリートの品質が得られる範囲内で、可能な限り小
　　さな値とする。

日本建築学会JASS
4(2022年版)に整
合

標準仕の
改定に整
合

16 4.7

地盤改良
（深層混
合処理工
法）

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
７節 地盤改良（深層混合処理工法）
4.7.1 一般事項
4.7.2 材料
4.7.3 工法
4.7.4 施工記録

地盤改良（深層混
合処理工法）を追
加

標準仕の
改定に整
合

■地業工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

17 4.8

地盤改良
（浅層混
合処理工
法）

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
８節 地盤改良（浅層混合処理工法）
4.8.1 一般事項
4.8.2 材料
4.8.3 工法
4.8.4 施工記録

地盤改良（浅層混
合処理工法）を追
加

標準仕の
改定に整
合

5章

18 5.1.1 一般事項

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(2) この章に記載なき事項は、「JASS5 鉄筋コンクリート工
　事」による。

本章に記載なき事
項はJASSによるこ
とを追記

公住仕独
自基準の
追加

19 5.4.4
圧接部の
品質

[公住仕　R4]
(ｲ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1倍以上とし、
　その形状がなだらかであること。
(ｳ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4
　以下であること。

[公住仕　R7]
(ｲ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径（径の異なる場合
　は細い方の鉄筋径）の1.1倍以上とし、その形状がなだらか
　であること。
(ｳ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径
　（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の1/4以下であること。

「径の異なる場合
の計測方法」につ
いて追記

標準仕の
改定に整
合

20
5.4.9
(1)

圧接作業

[公住仕　R4]
(1) 鉄筋に圧接器を取り付けたときの鉄筋の圧接端面間の隙間
　は2mm以下とし、かつ、偏心及び曲がりのないものとする。

[公住仕　R7]
(1) 鉄筋に圧接器を取り付けて加圧し、突き合わせた状態で
　隙間、偏心及び曲がりのないものとする。

施工実態を踏ま
え、圧接後の品質
が確保されている
状態を規定し、管
理値は規定しない

標準仕の
改定に整
合

21
5.4.10
(ｲ)

圧接完了
後の圧接
部の試験

[公住仕　R4]
(b) 引張試験の方法等は、特記による。特記がなければ、次に
　よる。
　① 1ロットは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。
　　　　　　　　　　　　　(中略）
　⑥ 不合格となったロットへの措置は、5.4.11(2)による。

[公住仕　R7]
(b) 引張試験の方法等は、特記による。

超音波探傷試験の
JIS化等により、
超音波探傷試験を
標準的に実施して
いるため、特記が
ない場合の標準仕
様は削除

標準仕の
改定に整
合

22
5.5.3
(5)

工法

[公住仕　R4]　機械式継手
記載なし

[公住仕　R7]　機械式継手
(5) 鉄筋端部の所定の位置に挿入マークを施す。挿入マークの
　位置と大きさは、各機械式継手工法の定めによる。

超音波探傷試験の
JIS化等により、
超音波探傷試験を
標準的に実施して
いるため、特記が
ない場合の標準仕
様は削除

標準仕の
改定に整
合

■鉄筋工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

23
5.5.5
(ｱ)

施工完了
後の継手
部の試験

[公住仕　R4]　機械式継手
施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。
(ｱ）外観試験は、次による。
　(a）試験対象は、全ての継手部とする。
　(b）試験項目及び試験方法は、特記による。

[公住仕　R7]　機械式継手
施工完了後の試験は、次による。
(ｱ）外観試験は、次による。
（a）試験対象は、全ての継手部とする。
（b）試験項目及び合否判定は、特記による。特記がなければ、
　種類に応じて表5.5.1から表5.5.3までによる。

　　　　　（表　省略）

施工実態を踏ま
え、外観試験は必
ず実施することと
する

(ｱ)(b)
試験項目及び合否
判定は、認定又は
認定を受けた機械
式継手の工法に応
じて規定

標準仕の
改定に整
合

24 5.5.6
不合格と
なった場
合の措置

[公住仕　R4]　機械式継手
記載なし

[公住仕　R7]　機械式継手
(1) 外観試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記によ
　る。特記がなければ、次の(ｱ）から(ｳ)までによる。
　(ｱ）ねじ節鉄筋継手の場合
　　　（後略）

施工完了後の継手
部の試験につい
て、不合格となっ
た場合の措置を新
たに規定

標準仕の
改定に整
合

25 5.6.5
施工完了
後の溶接
部の試験

[公住仕　R4]　溶接継手
施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。
(ｱ) 外観試験は、次による。
　(a）試験対象は、全ての継手部とする。
　(b）試験項目及び試験方法は、特記による。
(ｲ) 超音波探傷試験は、次による。
  (a) 試験対象は、特記による。

[公住仕　R7]　溶接継手
施工完了後の試験は、次による。
(ｱ）外観試験は、次による。
（a）試験対象は、全ての継手部とする。
（b）試験項目及び合否判定は、表5.6.1による。
(ｲ) 超音波探傷試験は、次による。
 (a) １ロットは、１組の作業班が１日に行った継手箇所と
   する。
 (b) 試験の箇所数は、１ロットに対して30 か所とし、ロッ
   トから無作為に抜き取る。

施工実態を踏ま
え、施工完了後の
試験は必ず実施す
ることとし、溶接
継手の外観試験、
超音波探傷試験に
ついて規定

標準仕の
改定に整
合

26 5.6.6

不合格と
なった場
合の溶接
部への措
置

[公住仕　R4]　溶接継手
記載なし

[公住仕　R7]　溶接継手
(1) 外観試験で不合格となった溶接部の措置
　(ｱ）不合格となった溶接部を補修又は再溶接した後、
　外観試験及び超音波探傷試験を行う。
　　　（後略）

溶接継手の試験で
不合格となった場
合の措置を新たに
規定

標準仕の
改定に整
合

6



内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

6章

27 6.1.1 一般事項

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(2) この章に記載なき事項は、「JASS5 鉄筋コンクリート工
　事」による。

本章に記載なき事
項はJASSによるこ
とを追記

公住仕独
自基準の
追加

28
6.3.2
(ｱ)

コンク
リートの
調合

[公住仕　R4]
(ｱ) 調合管理強度及び調合強度
　(c) 調合強度は、調合管理強度に、強度のばらつきを表す
　標準偏差に許容不良率に応じた正規偏差を乗じた値を加えた
　ものとする。

[公住仕　R7]
　(ｱ) 調合管理強度

施工実績を踏まえ
「調合管理強度」
を残し、「調合強
度」の規定を削除

標準仕の
改定に整
合

29
6.3.2
(ｳ)

コンク
リートの
調合

[公住仕　R4]
(ｳ) 計画調合の決定
　(b) 試し練りは、計画スランプ、計画空気量及び調合強度が
　　得られることを確認する。
　(d) 調合強度の確認は、材齢28日の圧縮強度による。ただし、
　　あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでな
　　い。

[公住仕　R7]
(ｳ) 計画調合の決定
　(b) 試し練りは、計画スランプ、計画空気量及び調合管理
　　強度が得られることを確認する。
　(d) 調合管理強度の確認は、材齢28日の圧縮強度による。
　　ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、こ
　　の限りでない。

試し練りの実施状
況を踏まえ、「調
合管理強度」とす
る

標準仕の
改定に整
合

30
6.8.2
(2)

材料

[公住仕　R4]
(2) せき板の材料として合板を用いる場合は、(ｱ)又は(ｲ)とし
　、厚さは、特記による。特記がなければ、厚さ12mmとする。
　ただし、ＭＣＲ工法の場合のせき板の材料は(ｲ)とする。
　　なお、合板に用いる樹種は、広葉樹、針葉樹又はこれらを
　複合したものとする。
　(ｱ) 「合板の日本農林規格」第５条「コンクリート型枠用合
　　板の規格」による表面加工品
　(ｲ) 「合板の日本農林規格」第５条「コンクリート型枠用合
　　板の規格」によるＢ－Ｃ

[公住仕　R7]
(2) せき板の材料として合板を用いる場合は、(ｱ)又は(ｲ)とし、
　厚さは、特記による。特記がなければ、厚さは12mmとする。
　ただし、ＭＣＲ工法の場合のせき板の材料は(ｲ)とする。
　　なお、合板に用いる樹種は、広葉樹、針葉樹又はこれらを
　複合したものとする。
　(ｱ) JAS 0233（合板）による表面加工コンクリート型枠用合
　　板
　(ｲ) JAS 0233による(ｱ)以外のコンクリート型枠用合板で板
　　面の品質Ｂ－Ｃ

日本農林規格
(JAS)の改正に整
合

標準仕の
改定に整
合

■コンクリート工事

7



内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

31
6.8.2
(9)

材料

[公住仕　R4]
(9) 型枠に設けるスリーブ（配管用等）は、次による。
　(ｲ) スリーブに用いる材料は表6.8.1により、材種、規格等
　　は、特記による。特記がなければ、次の(a)から(d)まで
　　による。
　　(a) 外壁の地中部分等水密を要する部分に用いるスリー
　　　ブは、つば付き鋼管とする。
　　(b) 地中部分で水密を要しない部分に用いるスリーブは、
　　　硬質ポリ塩化ビニル管とする。

[公住仕　R7]
(9) 型枠に設けるスリーブ（配管用等）は、次による。
　(ｲ) スリーブに用いる材料は表6.8.1により、材種、規格等
　　は、特記による。特記がなければ、次の(a)から(d)まで
　　による。
　　(a) 地中部分で水密を要する部分に用いるスリーブは、つ
　　　ば付き鋼管とする。
　　(b) 地中部分で水密を要しない部分に用いるスリーブは、
　　　硬質ポリ塩化ビニル管とする。

(b)の記載に合わ
せ、「地中部分」
に改定

公住仕独
自基準の
改定

32 6.8.4
型枠の存
置期間及
び取外し

[公住仕　R4]
(2) 型枠の存置期間は、次による。

[公住仕　R7]
(2) 型枠及び支柱の存置期間は、特記による。特記がなけれ
　ば、次による。

支柱も該当するた
め、型枠及び支柱
に改定

公住仕独
自基準の
改定

33
6.9.2

表6.9.1

フレッ
シュｺﾝｸ
ﾘｰﾄの試
験

[公住仕　R4]
表6.9.1中の塩化物量
　(財)国土開発技術研究センターの技術評価を受けた塩化物量
　測定器により、試験値は同一試料における３回の測定の平均
　値とする。

[公住仕　R7]
次のいずれかの方法による。(注)
　(1)JIS A 1144（フレッシュコンクリート中の水の塩化物イ
　　オン濃度試験方法）による。
　(2)「フレッシュコンクリートの塩化物量測定器の技術評価
　　方法」　（後略）
　(3)(財)国土開発技術研究センターの技術評価を受けた塩化
　　物量測定器により、試験値は同一試料における3 回の測定
　　の平均値とする。

塩化物量の試験方
法の規定を追加

JIS A 1144による
塩化物量試験に加
え、令和6年8月に
国土技術政策総合
研究所・建築研究
所・土木研究所か
ら公表された技術
評価方法に基づい
て技術評価を受け
た塩化物測定器に
よる試験方法を追
記

標準仕の
改定に整
合

34 6.12.2
材料及び
調合

[公住仕　R4]　暑中コンクリート
(3) 構造体強度補正値（S）は、特記による。特記がなければ、
　6N/mm2とする。

[公住仕　R7]　暑中コンクリート
　(3) スランプは、特記による。特記がなければ、21cmとす
　　る。
　(4) 構造体強度補正値（S）は、特記による。特記がなけれ
　　ば、表6.12.1による。

　　　　　　（表6.12.1　省略）

日本建築学会
JASS5(2022年版)
の規定を踏まえ、
スランプ及び構造
体強度補正値(S)
を規定

標準仕の
改定に整
合
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

35 6.16
高流動コ
ンクリー
ト

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
16 節 高流動コンクリート
6.16.1 一般事項
6.16.2 材料及び調合
6.16.3 レディーミクストコンクリート工場の選定、製造、
　　　運搬、打込み及び締固め等
6.16.4 試験

高流動コンクリー
トを追加

標準仕の
改定に整
合

7章

36 7.1.1 一般事項

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(2) この章に記載なき事項は、「JASS6 鉄骨工事」による。

本章に記載なき事
項はJASSによるこ
とを追記

公住仕独
自基準の
追加

37
7.2.3

表7.2.3

普通ボル
ト

[公住仕　R4]
ボルト
・JIS B 1180（六角ボルト）附属書JA（規定）
ナット
・JIS B 1181（六角ナット）附属書JA（規定）

[公住仕　R7]　表7.2.3に追加
ボルト
・JIS B 1180(六角ボルト)
・JIS B 1180（六角ボルト）附属書JA（規定）
ナット
・JIS B 1181(六角ナット)
・JIS B 1181（六角ナット）附属書JA（規定）

JIS B 1180及び
JIS B 1181の附属
書(（規定）の廃
止が予定されてお
り、現行の附属書
品のみを指定して
いる記載から、
JIS規格による規
定品も使用できる
規定とした

標準仕の
改定に整
合

38 7.3.3 製作精度

[公住仕　R4]
　鉄骨の製作精度は、(一社)日本建築学会「建築工事標準仕
様書6鉄骨工事」（以下「JASS 6」という。）付則6 鉄骨精
度検査基準］による。

[公住仕　R7]
　鉄骨の製作精度は、(一社)日本建築学会「建築工事標準仕
様書6 鉄骨工事」（以下「JASS 6」という。）付則6 ［鉄骨
精度検査基準］による。ただし、アンダーカット及び突合せ
継手の食違い（通しダイアフラムと梁フランジの溶接部）に
ついては、「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件」
（平成12年5月31日 建設省告示第1464号）第二号イによる。

告示と整合
標準仕の
改定に整
合

39
7.5.2
(1)(ｵ)

接合

[公住仕　R4]
(ｵ)母屋、胴縁類の取付け用ボルトは、全ねじボルト
　とする。

[公住仕　R7]
(ｵ) 母屋、胴縁類は、適切なボルトで取り付ける。

施工実績を踏ま
え、特定のボルト
の表記は取りやめ

標準仕の
改定に整
合

■鉄骨工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

40
7.3.8
(2)

ボルト孔

[公住仕　R4]
(2) 孔あけは、ドリル孔あけとする。ただし、普通ボルト、
　アンカーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が13mm以下の場合
　は、せん断孔あけとすることができる。

[公住仕　R7]
(2) 孔あけは、ドリル孔あけとする。レーザー孔あけとする
　場合は、監督職員と協議する。ただし、普通ボルト、アン
　カーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が13mm 以下の場合は、
　せん断孔あけとすることができる。

レーザー孔あけと
する場合は、十分
留意して採用する
必要があるため、
監督との協議事項
とする

標準仕の
改定に整
合

41
7.7.5
(2)

気温等に
よる措置

[公住仕　R4]
(2) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合又は溶接に影響を
　及ぼすような風が吹いている場合は、溶接を行わない。た
　だし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限りでな
　い。

[公住仕　R7]
(2) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合は、溶接を行わな
　い。ただし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限
　りでない。

施工実績を踏ま
え、不要な配慮事
項を削除

標準仕の
改定に整
合

42
7.10.3
(2)

アンカー
ボルトの
設置等

[公住仕　R4]
(2) 構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状並び
　に寸法は、特記による。

[公住仕　R7]
(2) 構造用アンカーボルトは、次による。
　(ｱ)アンカーボルトの形状及び寸法は、特記による。
　(ｲ)アンカーボルトの保持及び埋込みは、特記による。
　　特記がなければ、適切な鋼製アンカーフレーム等を設置
　して固定する方法とする。

日本建築学会JASS
6(2018年版)と整
合させ、アンカー
フレームの取扱い
について適正化

標準仕の
改定に整
合

8章

43
8.4.2
(2)(ｳ)

材料

[公住仕　R4]　ALCパネル
(ｳ) (ｲ) 以外の間仕切チャンネル、間仕切L形金物等の下地
　鋼材は、パネル製造所の仕様による。

[公住仕　R7]　ALCパネル
記載なし

施工実績を踏ま
え、Ｅ種が削除さ
れたため、(ｳ)を
削除

標準仕の
改定に整
合

44

8.4.4
(1)

表8.4.3

間仕切り
パネル構
法

[公住仕　R4]　ALCパネル
(1)の表8.4.3　構法の種別
　Ｃ種　Ｄ種　Ｅ種

[公住仕　R7]　ALCパネル
(1)の表8.4.3　構法の種別
　Ｃ種　Ｄ種

施工実績を踏ま
え、Ｅ種を削除

標準仕の
改定に整
合

■ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

45
8.4.4
(4)

間仕切り
パネル構
法

[公住仕　R4]　ALCパネル
(4) 構法がＥ種の場合、間仕切チャンネル及び間仕切L型金
　物の取付けは、あと施工アンカー、溶接等とする。
　　なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3［工法］
　(1)による。

[公住仕　R7]　ALCパネル
記載なし

施工実績を踏ま
え、Ｅ種を削除し
たため、(4)を削
除

標準仕の
改定に整
合

46
8.5.3
(9)

外壁パネ
ル工法

[公住仕　R4]　押出成形セメント板 (ＥＣＰ)
(9) パネル相互の目地幅は、特記による。
　　なお、長辺の目地幅は10mm以上、短辺の目地幅は15mm以
　上とする。

[公住仕　R7]　押出成形セメント板 (ＥＣＰ)
(9) パネル相互の目地幅は、特記による。
　　なお、パネル幅900㎜以下の場合は長辺は10㎜以上、短辺
　は15㎜以上とし、パネル幅900㎜を超える場合は長辺、短辺
　ともに15㎜以上とする。ただし、耐火構造の目地幅は、建
　築基準法に基づき国土交通大臣の認定を受けたものとする。

JIS A 5441の改正
に整合

標準仕の
改定に整
合

9章

47
9.3.4
(4)(ｱ)

施工

[公住仕　R4]　改質アスファルトシート防水
(4) 増張りは、次による。
　(ｱ) 出隅及び入隅は、改質アスファルトシート張付けに先
　　立ち、幅200mm程度の増張り用シートを張り付ける。

[公住仕　R7]　改質アスファルトシート防水
(4) 増張りは、次による。
　(ｱ) 出隅及び入隅は、改質アスファルトシート張付けに先
　　立ち、幅200mm程度の増張り用シートを張り付ける。ただ
　　し、パラペット天端の出隅は除く。

天端の出隅は増張
りしないため、規
定を明確化

標準仕の
改定に整
合

48
9.3.4
(4)(ｴ)

施工

[公住仕　R4]　改質アスファルトシート防水
記載なし

[公住仕　R7]　改質アスファルトシート防水
(ｴ) 屋根露出断熱工法の場合、(ｱ)及び(ｳ)については、断熱
　材を張り付けた後に、増張りする。

屋根露出断熱材工
法の増張りについ
て明確化

標準仕の
改定に整
合

49
9.3.4
(5)(ｳ)
(a)③

施工

[公住仕　R4]　改質アスファルトシート防水
(ｳ) 立上り部の張付けは、次による。
　(a) トーチ工法の場合は、次による。

[公住仕　R7]　改質アスファルトシート防水
(ｳ) 立上り部の張付けは、次による。
　(a) トーチ工法の場合は、次による。
　　③ 押え金物は、ステンレスビスを用いて、間隔450mm以
　　　下に留め付ける。

押え金物の規定の
明確化

標準仕の
改定に整
合

■防水工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

50
9.9.2

表9.9.1
材料

[公住仕　R4]　シーリング
　表9.9.1のコンクリートとECP（仕上げあり）及びECPとECP
　（仕上あり）のシーリング材の種別
　　　　PU-2　ポリウレタン系
[公住仕　R7]　シーリング
　表9.9.1のコンクリートとECP（仕上げあり）及びECPとECP
　（仕上あり）のシーリング材の種別
　　　　MS-2　変成シリコーン系

施工実態を踏ま
え、変成シリコー
ン系（ノンブリー
ドタイプ）に修正

標準仕の
改定に整
合

51

9.9.2

表9.9.1
注釈

材料

[公住仕　R4]　シーリング
記載なし

[公住仕　R7]　シーリング
５．可塑剤などの配合成分がシーリング材表面に発生しない
　ノンブリードタイプとする。

変成シリコーン系
（ノンブリードタ
イプ）を追加した
ので補足説明を追
加

標準仕の
改定に整
合

10章

52
10.2.2
(1)

取付け金
物

[公住仕　R4]
(1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
　(ｲ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
　　　特記がなければ、材質はステンレス(SUS304)製、寸法は
　　　Ｌ－75×75×6(mm)で、長さ100mm又は150mm程度とする。

[公住仕　R7]
(1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
　(ｲ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。

個別の強度計算が
必要であるため、
「特記がなければ
～」の規定は削除

標準仕の
改定に整
合

53
10.3.3
(5)(ｱ)
(a)

施工

[公住仕　R4]　外壁湿式工法
(5) 目地は、次による。
　(ｱ) 一般目地は、次による。
　　(a) 目地幅は、特記による。特記がなければ、6mm以上と
　　　する。

[公住仕　R7]　外壁湿式工法
(5) 目地は、次による。
　(ｱ) 一般目地は、次による。
　　(a) 目地幅は、6～10mmとし、特記による。

個別に確認が必要
であるため、「特
記がなければ～」
の規定を削除し、
表現を適正化

標準仕の
改定に整
合

54
10.5.3
(6)(ｱ)

施工

[公住仕　R4]　外壁乾式工法
(6) 目地は、次による。
　(ｱ) 目地幅は、特記による。特記がなければ、8mm以上と
　　する。

[公住仕　R7]　外壁乾式工法
　(6) 目地は、次による。
　　(ｱ) 目地幅は、8mm以上とし、特記による。

個別に確認が必要
であるため、「特
記がなければ～」
の規定を削除し、
表現を適正化

標準仕の
改定に整
合

■石工事

12



内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

11章

55
11.3.3
(2)(ｲ)

張付け用
材料

[公住仕　R4]　有機系接着剤によるタイル張り
(2) 屋外に使用する有機系接着剤は、（後略）
　(ｲ) 耐汚染性は、3か月の暴露試験において、タイルに接着
　　剤による汚染がないこと。

[公住仕　R7]　有機系接着剤によるタイル張り
(2) 屋外に使用する有機系接着剤は、（後略）
　(ｲ) 耐汚染性は、製造所において定める試験方法により汚
　　染がないこと。

施工実態による
標準仕の
改定に整
合

56 11.3.6
養生及び
清掃

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(1) 施工中及び接着剤が十分硬化しないうちは、タイル張り
　面に振動、衝撃等を与えない。

２節[11.2.7]に平
仄を整合

標準仕の
改定に整
合

12章

57 12.1.4
表面仕上
げ

[公住仕　R4]
　見え掛り面の表面仕上げ程度は、プレーナー加工のうえ、
超自動機械かんな、サンダー等により、使用箇所、樹種、仕
上げ等に適したものとする。

[公住仕　R7]
　見え掛り面の表面は、プレーナー加工仕上げ程度とする。
ただし、超自動機械かんな、サンダー等による場合は、特記
による。

仕上の程度を指定
する場合は特記事
項とする

標準仕の
改定に整
合

58
12.1.6
(1)

養生

[公住仕　R4]
(1) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙等で包
　装するなど、適切な方法で養生を行う。和室の場合は、主
　要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。

[公住仕　R7]
(1) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙で包装
　するなど、汚損等を生じないよう適切な方法で養生を行う。

表現の適正化
標準仕の
改定に整
合

59
12.2.1
(3)

材料

[公住仕　R4]
(ｱ) 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材は、次に
　よる。

[公住仕　R7]
(ｱ) JAS 1152(集成材)に基づく造作用集成材等は、次による。

日本農林規格
(JAS)の改正に伴
い整合

標準仕の
改定に整
合

60

12.2.1
(6)
(ｱ)～
(ｴ)

材料

[公住仕　R4]
(6) 合板等は次により、適用は特記による。
　　「合板の日本農林規格」

[公住仕　R7]
(6) 合板等は次により、適用は特記による。
　　JAS 0233（合板）に規定する

日本農林規格
(JAS)の改正に伴
い整合

標準仕の
改定に整
合

■木工事

■タイル工事

13



内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

61
12.2.1
(6)(ｵ)

材料

[公住仕　R4]
(ｵ) パーティクルボードはJIS A 5908(パーティクル
　ボード)に基づき、（中略）　　耐水性による区分はMR1
　（M）又はMR2（P）タイプとする。

[公住仕　R7]
(ｵ) パーティクルボードはJIS A 5908(パーティクル
　ボード)に基づき、（中略）　　耐水性による区分は耐水性
　1（Mタイプ）又は耐水性2（Pタイプ）とする。

JIS A 6908の改正
により表記を整合

標準仕の
改定に整
合

62
12.2.2
(1)

接合具等

[公住仕　R4]
(1) 釘等
　(ｱ) 　（前略）　木ねじは、1112（十字穴付き木ねじ）
　　又はJIS B 1135（すりわり付き木ねじ）に基づき、ステ
　　ンレス製とする。

[公住仕　R7]
(1) 釘等
　(ｱ) 　（前略）　木ねじは、JIS B 1112（十字穴付き木ね
　　じ）又はJIS B 1135（すりわり付き木ねじ）に基づき、
　　表面処理された鉄製又はステンレス製とする。

施工実態により追
加

標準仕の
改定に整
合

63 12.3.1
防腐・防
蟻処理

[公住仕　R4]
　木材への防腐・防蟻処理は次により、適用部材及び処理の
種類は特記による。
　なお、JAS 1083(製材)に基づく心材の耐久性区分D1の樹種
の心材のみを用いた製材は、次の(ｱ)及び(ｲ)による薬剤によ
る処理を省略できる。

[公住仕　R7]
　木材の防腐・防蟻処理は次により、適用部材及び処理の種
類は特記による。

「木造標仕」と平
仄を整合

標準仕の
改定に整
合

64 12.3.2 防虫処理

[公住仕　R4]
　防虫処理の適用は、特記による。
　なお、ラワン材等を使用する場合は、JAS1083-6（製材－
第６部：広葉樹製材）に基づく保存処理の性能区分K1の防虫
処理を行う。

[公住仕　R7]
　防虫処理の適用は、特記による。
　なお、ラワン材及びならを使用する場合は、JAS 1083-6
（製材－第６部：広葉樹製材）に基づく保存処理の性能区分
Ｋ１の防虫処理を行う。

「木造標仕」と平
仄を整合

標準仕の
改定に整
合

65 12.3.3
不燃処理
木材等

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
　不燃材料、準不燃材料又は難燃材料を使用する場合は、特
記による。

「木造標仕」と規
定を整合

標準仕の
改定に整
合

14



内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

13章

66
13.4.2
(1)(ｱ)

材料

[公住仕　R4]
(1) 粘土瓦は、JIS A 5208(粘土がわら)に基づき、次による。
　(ｱ) 種類、大きさ、産地等は、特記による。

[公住仕　R7]
(1) 粘土瓦はJIS A 5208(粘土がわら)に基づき、次による。
　(ｱ) 製法による区分、形状による区分、寸法による区分、
　　産地等は、特記による。

JIS A 5208の表記
及び「木造標仕」
に整合

標準仕の
改定に整
合

67
13.4.2
(2)(ｲ)

材料

[公住仕　R4]
(2) 瓦桟木、桟木取付け用部材等
　(ｲ) 桟木取付け用部材は、下地に適したものを使用する。

[公住仕　R7]
(2) 瓦桟木及び瓦桟木取付け用釘
　(ｲ) 瓦桟木取付けに使用する釘は、JIS A 5508（くぎ）に
　　基づき、材質はステンレス製とし長さ45㎜以上のものと
　　する。

「木造標仕」と平
仄を整合

標準仕の
改定に整
合

68
13.4.2
(6)(ｲ)

材料

[公住仕　R4]
(6) 葺土は、次による。
　(ｲ) 山砂又は真砂土と消石灰をふのりの煮汁と適量の水で
　　練ったものを使用する場合は、既調合のものを使用し、
　　その調合は製造所の仕様による。

[公住仕　R7]
(6) 葺土は、次による。
　(ｲ) 練り土とする場合は、良質の粘土にすさを混ぜた既調
　　合の練り土とし、その調合は製造所の仕様による。

施工実績による
標準仕の
改定に整
合

14章

69
14.4.4
(6)

工法

[公住仕　R4]　軽量鉄骨天井下地
(6) 野縁は、野縁受から150mm以上はね出してはならない。

[公住仕　R7]　軽量鉄骨天井下地
(6) 野縁は、野縁受けから150mm以上はね出してはならない。
　また、野縁受けは、ハンガから300mm以上はね出してはなら
　ない。

施工実態による
標準仕の
改定に整
合

70
14.5.2
(3)

材料

[公住仕　R4]
(3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜
　鉛めっき処理されたものとする。

[公住仕　R7]
(3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、防
　錆処理されたものとする。

施工実態による
標準仕の
改定に整
合

■金属工事

■屋根及びとい工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

15章

71
15.2.5
(2)(ｲ)

せっこう
ボードそ
の他の
ボード下
地

[公住仕　R4]
(2) 材料
　(ｲ) 木質系セメント板はJIS A 5404(木質系セメント板)に
　　基づき、種類及び厚さは特記による。
　　　ただし、木毛セメント板は、厚さ15mm以上のものとす
　　る。

[公住仕　R7]
(2) 材料
　(ｲ) 木質系セメント板はJIS A 5404(木質系セメント板)に
　　基づき、種類及び厚さは特記による。

JIS A 5404は、厚
さ15mm以上である
ため「ただし～」
以降は削除

標準仕の
改定に整
合

72
15.3.2
(3)(ｳ)

材料

[公住仕　R4]　モルタル塗り
記載なし

[公住仕　R7]　モルタル塗り
(ｳ) 混和剤は、JIS A 6203（セメント混和用ポリマーディス
　パージョン及び再乳化形粉末樹脂）に基づくセメント混和
　用ポリマーディスパージョンとする。

混和剤の規定を明
確化

標準仕の
改定に整
合

73
15.3.5
(1)(ｲ)
(c）

工法

[公住仕　R4]
(ｲ) むら直しは、次による。
　(c) 　（前略）
　　ただし、気象条件等によりモルタルの接着が確保できる
　場合には、放置期間を短縮することができる。

[公住仕　R7]
(ｲ) むら直しは、次による。
　(c) 　（略）

期間短縮により、
「ただし～」以降
を削除

標準仕の
改定に整
合

74
15.5.5
(5)(ｲ)

工法

[公住仕　R4]
(5) 養生は、次による。
　(ｲ) 　（前略）
　　ただし、気象条件等により、これらの期間を増減するこ
　とができる。

[公住仕　R7]
(5) 養生は、次による。
　(ｲ) 　（略）

施工実態により、
「ただし～」以降
を削除

標準仕の
改定に整
合

75
15.6.1
(2)

材料

[公住仕　R4]
(2) 下地調整塗材は、JIS A 6916(建築用下地調整塗材)によ
　る。

[公住仕　R7]
(2) 下地調整塗材は、JIS A 6916(建築用下地調整塗材)によ
　る。
　　なお、下地が押出成形セメント板の場合は、日本建築学
　会材料規格JASS 18 M－201[反応形合成樹脂シーラーおよび
　弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー]による。

押出成形セメント
板面の下地調整材
について明確化

標準仕の
改定に整
合

■左官工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

76 15.7.2
材料及び
工法

[公住仕　R4]　マスチックの種類
　マスチックＡ
　マスチックＣ

[公住仕　R7]　マスチックの種類
　マスチックＡ

マスチックＣ用
シーラー及びマス
チック塗材Ｃの製
造が中止されたた
め、Ｂ種を削除
し、表を整理

標準仕の
改定に整
合

16章

77
16.4.5
(1)(ｲ)

工法

[公住仕　R4]　鋼製建具
(1) 加工及び組立は、次による。
　(ｲ) 組立後、溶接部、隅、角等を平滑に仕上げる。

[公住仕　R7]　鋼製建具
　(1) 加工及び組立は、次による。
　(ｲ) 組立後、溶接部、隅、角等を平滑に仕上げるとともに
　、屋内に雨水浸入のおそれのある接合部には、その箇所に
　適したシーリング材又は止水材を用いて止水処理を行う。

施工実態により、
規定を明確化

標準仕の
改定に整
合

78
16.5.3
(6)

材料

[公住仕　R4]　軽量鋼製建具
(6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコ
　ア又は発泡材とする。

[公住仕　R7]　軽量鋼製建具
(6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコ
　ア又は発泡材とする。
　　なお、防音性能を求める場合、充填材はグラスウール又
　はロックウールとし、適用は特記による。

施工実態により、
防音性能の規定を
追加

標準仕の
改定に整
合

79 16.6.2 性能等

[公住仕　R4]　ステンレス製建具
記載なし

[公住仕　R7]　ステンレス製建具
(2) ステンレス製建具の性能値
　(ｱ) 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は表
　　16.4.1 により、適用は特記による。
　　　なお、外部に面するステンレス製鋼製建具の耐風圧性
　　は表16.2.1 により、等級は特記による。
　(ｲ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記
　　による。
　(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、16.2.2(2)の(ｲ)及び(ｳ)による。

具体な性能値を明
確化

標準仕の
改定に整
合

80
16.9.2
(1)

性能・機
構

[公住仕　R4]　自動ドア開閉装置
　(1) 自動ドア開閉装置の安全性全般については、JIS A
　　4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。ただ
　　し、車椅子使用者用便房出入口に設置するものを除く。

[公住仕　R7]　自動ドア開閉装置
　(1) 自動ドア開閉装置の安全性全般については、JIS A
　　4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。

JIS A 4722(2022
年9月改定)によ
り、「車椅子使用
者便房出入口」が
規定されたため、
「ただし～」以降
を削除

標準仕の
改定に整
合

■建具工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

81
16.12.2
(3)

形式及び
機構

[公住仕　R4]　軽量シャッター
(3) 安全装置は、電動式の場合、16.11.2(4)(ｲ)による。

[公住仕　R7]　軽量シャッター
(3) 安全装置
　(ｱ) 電動式シャッターに不測の落下に備えた急降下停止装
　　置を設置する場合は、特記による。
　(ｲ) 電動式シャッターは、16.11.2(4)(ｲ)による。

電動シャッターの
場合の急降下停止
装置を設置する場
合について、規定
を明確化

標準仕の
改定に整
合

17章

82
17.3.4
(4)(ｱ)

製作

[公住仕　R4]　ＰＣカーテンウォール
(4) コンクリートの養生及び脱型
　(ｱ) 所定の脱型強度が得られるよう、急激な乾燥を避けて
　　、適切な養生を行う。

[公住仕　R7]　ＰＣカーテンウォール
(4) コンクリートの養生及び脱型
　(ｱ) 所定の脱型強度が得られるよう、必要に応じて加熱養
　　生、湿潤養生等の適切な養生を行う。

施工実態による
標準仕の
改定に整
合

18章

83
18.1.3
(3)

材料

[公住仕　R4]
(3) 上塗り用の塗料は、上塗塗料の製造所において、指定さ
　れた色及びつやに調色する。ただし、少量の場合は、同一
　の上塗塗料の製造所の塗料を用いて現場調色とすることが
　できる。

[公住仕　R7]
(3) 上塗り用の塗料は、指定された色、つや等を上塗塗料の
　製造所において調合し、有効期間を経過したものは使用し
　ない。ただし、少量の場合は、同一の上塗塗料の製造所の
　塗料を用いて現場調色とすることができる。

15.6.2(1)(ｳ)と平
仄を統一

標準仕の
改定に整
合

84 18.3.1 一般事項

[公住仕　R4]　錆止め塗料塗り
　この節は、4節［合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）］
　、7節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］及び8節［つや有合成樹
　脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）］における鉄鋼
　面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。

[公住仕　R7]　錆止め塗料塗り
　この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに
適用する。

錆止め塗装のまま
の規定を追記

表現の適正化

標準仕の
改定に整
合

■塗装工事

■カーテンウォール工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

85 18.8.1 一般事項

[公住仕　R4]　つや有合成樹脂エマルションペイ
　　　　　　　ント塗り(ＥＰ－Ｇ)
　この節は、コンクリート面、モルタル面、せっこうプラス
ター面、せっこうボード面、その他ボード面等並びに屋内の
木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルシ
ョンペイント塗りに適用する。

[公住仕　R7]　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
(ＥＰ－Ｇ)
　この節は、コンクリート面、押出成形セメント板面、モル
タル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他
ボード面等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の
つや有合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。

押出成形セメント
板面の塗装も含む
規定であることを
明確化

標準仕の
改定に整
合

86 18.9.1 一般事項

[公住仕　R4]　合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ)
　この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、
せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルショ
ンペイント塗りに適用する。

[公住仕　R7]　合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ)
　この節は、コンクリート面、押出成形セメント板面、モル
タル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他
ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。

押出成形セメント
板面の塗装も含む
規定であることを
明確化

標準仕の
改定に整
合

87 18.11.1 一般事項

[公住仕　R4]　ステイン塗り
　この節は、木部のステイン塗りに適用する。

[公住仕　R7]　ピグメントステイン塗り
　この節は、屋内の木部のピグメントステイン塗りに適用す
る。

オイルステインの
削除に伴う規定の
明確化

日本建築学会JASS
18(2013年版)に整
合

標準仕の
改定に整
合

19章

88
19.7.2
(2)(ｱ)

材料

[公住仕　R4]
(2) 合板
　(ｱ)　「合板の日本農林規格」

[公住仕　R7]
(2) 合板
　(ｱ)　JAS 0233（合板）

日本農林規格
(JAS)の改正に伴
い整合

標準仕の
改定に整
合

89
19.7.2
(2)(ｳ)

材料

[公住仕　R4]
記載なし

[公住仕　R7]
(2) 合板
　(ｳ) 防虫処理を行う場合は、特記による。
　　　なお、ラワン材及びならを使用する場合は、JAS
　　1083-6（製材－第６部：　広葉樹製材）に基づく保存
　　処理の性能区分Ｋ１の防虫処理を行う。

12章の規定を記載
標準仕の
改定に整
合

■内装工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

90
19.8.2
現行(4)

材料

[公住仕　R4]　壁紙張り
(4) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地
　等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。

[公住仕　R7]　壁紙張り
記載なし

施工実態により削
除

標準仕の
改定に整
合

91
19.8.2
現行(5)
(4)

材料

[公住仕　R4]　壁紙張り
(5) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステ
　ンレス製等を除き、錆止め処理をする。

[公住仕　R7]　壁紙張り
(4) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステ
　ンレス製又は防錆処理を行ったものとする。

表現の適正化
標準仕の
改定に整
合

92
19.8.3
(1)

施工

[公住仕　R4]　壁紙張り
(1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布
　等の素地ごしらえは表18.2.4［モルタル面及びせっこうプ
　ラスター面の素地ごしらえ］により、種別は特記による。
　特記がなければ、Ｂ種とする。

[公住仕　R7]　壁紙張り
(1) モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえは
　表19.8.1により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ
　種とする。

　　　　　表19.8.1　省略

施工実態による。
表18.2.4で規定さ
れているJISの材
料は、壁紙の施工
では使用していな
いため、壁紙用の
素地ごしらえを規
定

標準仕の
改定に整
合

93
19.8.3
(2)

施工

[公住仕　R4]　壁紙張り
(2) コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは
　表18.2.5［コンクリート面及びＡＬＣパネル面の素地ごし
　らえ］により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種
　とする。

[公住仕　R7]　壁紙張り
(2) コンクリート面の素地ごしらえは表19.8.2により、種別
　は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。

　　　　　表19.8.2　省略

施工実態による。
表18.2.5で規定さ
れているJISの材
料は、壁紙の施工
では使用していな
いため、壁紙用の
素地ごしらえを規
定

標準仕の
改定に整
合

94
19.8.3
(3)

施工

[公住仕　R4]　壁紙張り
(3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム
　板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは、表18.2.7
　［せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ］
　により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。

[公住仕　R7]　壁紙張り
(3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム
　板面の素地ごしらえは、表19.8.3により、種別は特記によ
　る。特記がなければ、Ｂ種とする。

　　　　　表19.8.3　省略

施工実態による。
表18.2.7で規定さ
れているJISの材
料は、壁紙の施工
では使用していな
いため、壁紙用の
素地ごしらえを規
定

標準仕の
改定に整
合
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

95
19.9.5
(1)(a)
①

断熱材あ
と張り工
法（S1工
法等）

[公住仕　R4]
(a) 発泡プラスチック断熱材裏打ち合板（S1工法用）
　①　発泡プラスチック断熱材裏打ち合板は、「合板の日本
　　農林規格」第4条「普通合板の規格」による2類1等又は1
　　類B-C以上の合板に、発泡プラスチック断熱材を工場にお
　　いて接着剤又は自己接着により裏打ちしたものとする。

[公住仕　R7]
(a) 発泡プラスチック断熱材裏打ち合板（S1工法用）
　①　発泡プラスチック断熱材裏打ち合板は、JAS 0233
　（合板）に規定する「普通合板」とし、接着の程度及び板
　　面の品質は、広葉樹の場合は2類1等以上、針葉樹の場合
　　は1類B-C以上の合板で、発泡プラスチック断熱材を工場
　　において接着剤又は自己接着により裏打ちしたものとす
　　る。

日本農林規格
(JAS)の改正に伴
い整合

公住仕独
自基準の
改定

96 19.10.1

発泡プラ
スチック
系床下地
張り工法
材料

[公住仕　R4]
(1) 発泡プラスチック系床下地材の適用区分は、表19.10.1
　によるものとし、要求される遮音性能等に応じたものとす
　る。

　

(2) 発泡プラスチック系床下地材は、JIS A 9521（建築用断
　熱材）とし、材質は次による。ただし、ホルムアルデヒド
　放散量は、F☆☆☆☆とする。
　(ｱ) 発泡（1階タイプ）及び発泡（基準階タイプ）は、製造
　　所の仕様による。
　(ｲ) 発泡（和室タイプ）は、製造所の仕様によるものとす
　　る。

[公住仕　R7]
(1) 発泡プラスチック系床下地材の適用部位は、特記による。

　　　　　　　表19.10.1　削除

(2) 発泡プラスチック系床下地材は、JIS A 9521（発泡プラ
　ス チック保温材）のビーズ法ポリスチレンフォーム保温材
　とし、材質等は製造所の仕様による。

発泡プラスチック
系床下地張り工法
の材料を継続する
が一部改定

(1)要求する遮音
性能等が何を示す
か不明のため特記
によることとする

(1) 適用区分の表
19.10.1につい
て、適用部位は設
計図書に記載する
事項であるため表
の削除

(2)全てのタイプ
が製造所の仕様に
よるため表現の見
直し

公住仕独
自基準の
改定
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

97 19.11.1

乾式遮音
二重床下
地張り工
法
材料

[公住仕　R4]
(1) 乾式遮音二重床下地材の適用区分は、表19.11.1による
　ものとし、要求される遮音性能等に応じたものとする。
　
　

[公住仕　R7]
(1) 乾式遮音二重床下地材の適用部位は、特記による。

　　　　　　表19.11.1　削除

乾式遮音二重床下
地張り工法を継続
するが一部改定

(1)要求する遮音
性能等が何を示す
か不明のため特記
によることとする

(1) 適用区分の表
19.11.1につい
て、適用部位は設
計図書に記載する
事項であるため表
の削除

公住仕独
自基準の
改定

98 19.11.1

乾式遮音
二重床下
地張り工
法

[公住仕　R4]
(4) パーティクルボードと下張り用合板の厚さは特記による。
　　特記がなければ表19.11.2による。

[公住仕　R7]
(4) パーティクルボードと下張り用合板の厚さは特記による。
　　特記がなければ表19.11.1による。

施工実態による

パーティクルボー
ド厚さ20mm以上に
改定

公住仕独
自基準の
改定
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

20章

99
20.2.16
(3)(ｱ)(
b)②

カーテン
及びカー
テンレー
ル

[公住仕　R4]
(3) 工法は、次による。
　(ｱ) カーテンの加工仕上げは、次による。
　　(b) 幅継ぎ加工は、次による。
　　　② 暗幕カーテン、完全遮光カーテン等の特殊な生地
　　　　の幅継ぎは、袋縫い、ふせ縫い等とする。

[公住仕　R7]
(3) 工法は、次による。
　(ｱ) カーテンの加工仕上げは、次による。
　　(b) 幅継ぎ加工は、次による。
　　　② 特殊加工された生地（コーティング品、ラミネー
　　　　ト品等）の暗幕カーテン、遮光カーテンの幅継ぎは
　　　、袋縫い、ふせ縫い等とする。

施工実態による
標準仕の
改定に整
合

21章

100
21.2.1
(2)

材料

[公住仕　R4]
(2) 遠心力鉄筋コンクリート管のソケット管をゴム接合とす
　る場合のゴム輪は、JIS K 6353(水道用ゴム)に基づき、種
　類はⅣ類とする。

[公住仕　R7]
(2) 遠心力鉄筋コンクリート管のソケット管をゴム接合とす
　る場合のゴム輪はJIS K 6353(水配管接合部用ゴム)に基づ
　き、種類はＡ種Ⅳ類とする。

JIS K 6353の改正
に整合

標準仕の
改定に整
合

22章

101
22.4.3
(4)

材料

[公住仕　R4]　アスファルト舗装
(4) 石粉は、（後略）

[公住仕　R7]　アスファルト舗装
(4) フィラー
　　　　　　（後略）

用語の改定
標準仕の
改定に整
合

102
22.4.3
(7)

材料

[公住仕　R4]　アスファルト舗装
記載なし

[公住仕　R7]　アスファルト舗装
(7) 剥離対策
　　　　　　（後略）

剥離対策を規定
標準仕の
改定に整
合

23章

103
23.5.4
(1)

工法

[公住仕　R4]　屋上緑化
(1) 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造
　耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める
　件」(平成12年５月31日 建設省告示第1458号)に基づく風
　圧力に対応した工法は、特記による。

[公住仕　R7]　屋上緑化
(1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記によ
　る。

平仄の統一
標準仕の
改定に整
合

■排水工事

■植栽及び屋上緑化工事

■舗装工事

■ユニット及びその他の工事

23



内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

24章

104
24.2.3
(1)

練り混ぜ
水

[公住仕　R4]
(1) コンクリートに用いる練混ぜ水は、上水道水又は上水道
　水以外の水とする。なお、上水道水以外の水の品質は表24.
　2.1による。

[公住仕　R7]
(1) 練混ぜ水は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリー
　ト）付属書JC（規定）（レディーミクストコンクリートの
　練混ぜに用いる水）による。

JIS A 5308付属書
JCで確認できるた
め表24.1.2を削除

公住仕独
自基準の
改定

105
24.2.3
(2)

練り混ぜ
水

[公住仕　R4]
(2) 練混ぜ水にスラッジ水を使用してはならない。

[公住仕　R7]
(2) 練混ぜ水にスラッジ水を使用する場合に適用するコンク
　リートの設計基準強度は特記による。特記がなければ、
　36 N/mm2以上の場合は、スラッジ水を用いない。

JASS 5（2022）に
整合

公住仕独
自基準の
改定

106
24.2.4
(ｱ)

混和材料

[公住仕　R4]
(ｱ) AE剤、減水剤、AE減水剤、高性能減水剤、高性能AE減水
　剤及び流動化剤は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和
　剤)に、収縮低減剤はJASS5 M-401(収縮低減剤)に、防せい
　剤はJIS A 6205(鉄筋コンクリート用防せい剤)に適合する
　ものとする。

[公住仕　R7]
(ｱ) AE剤、減水剤、AE減水剤、高性能減水剤、高性能AE減水
　剤、流動化剤及び硬化促進剤は、JIS A 6204(コンクリー
　ト用化学混和剤)に、収縮低減剤はJIS A 6211（コンクリ
　ート用収縮低減剤）に、防せい剤はJIS A 6205(鉄筋コン
　クリート用防せい剤)に適合するものとする。

JASS 5（2022）に
整合

公住仕独
自基準の
改定

107
24.2.4
(ｲ)

混和材料

[公住仕　R4]
(ｲ) フライアッシュはJIS A 6201(コンクリート用フライア
　ッシュ)、高炉スラグ微粉末はJIS A 6206(コンクリート
　用高炉スラグ微粉末)、シリカフュームはJIS A 6207(コ
　ンクリート用シリカフューム)、膨張材はJIS A 6202(コ
　ンクリート用膨張材)に適合するものとする。

[公住仕　R7]
(ｲ) フライアッシュはJIS A 6201(コンクリート用フライア
　ッシュ)、高炉スラグ微粉末はJIS A 6206(コンクリート
　用高炉スラグ微粉末)、シリカフュームはJIS A 6207
　(コンクリート用シリカフューム）、火山ガラス微粉末は
　、JIS A 6209（コンクリート用火山ガラス微粉末）、膨
　張材はJIS A 6202（コンクリート用膨張材）に適合する
　ものとする。

JASS 5（2022）に
整合

公住仕独
自基準の
改定

■PC工法による工事
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内容 改定趣旨
備考

主な改定内容
項目

108
旧
24.5.5

PC部材組
立て時期

[公住仕　R4]
(1) 1階床板の組立ては、基礎コンクリートの圧縮強度が、
　10N/㎟ 以上に達した後に行う。
(2) 2階以上のPC部材の組立ては、JASS10による。

[公住仕　R7]
記載なし

JASS10に準拠する
こととして削除

公住仕独
自基準の
改定

109
24.6.2
(2)

溶接管理
技術者

[公住仕　R4]
(2) 溶接管理技術者は、(一社)プレハブ建築協会の「PC工法
　施工管理技術者資格認定規程・同細則」若しくは「PC工法
　溶接工事に関する溶接管理技術者の資格認定規程・同細則
　」に定める資格を有する者又は7.6.2[溶接作業における施
　工管理技術者]に規定する者とする。

[公住仕　R7]
(2) 溶接管理技術者は、(一社)プレハブ建築協会の「PC工法
　施工管理技術者資格認定規程・同細則」に定める資格を有
　する者又は7.6.2[溶接作業における施工管理技術者]に規
　定する者とする。

(一社)プレハブ建
築協会のPC工法溶
接管理技術者の資
格認定は廃止さ
れ、溶接管理技術
者はPC工法施工管
理技術者に一本化
されたことによる

公住仕独
自基準の
改定

110
24.6.6
(1)

添えプ
レート

[公住仕　R4]
(1) 壁板の接合部に用いる水平ドライ接合部に用いる添えプ
　レートの材質は、特記による。

[公住仕　R7]
(1) PC部材の接合部に用いる添えプレートの材質は、特記に
　よる。

セッティングベー
ス方式の接合部は
採用されないため

公住仕独
自基準の
改定

111 24.9.2 材料

[公住仕　R4]　狭小部充填コンクリート
　狭小部充填コンクリートに用いる材料は6章による。ただ
し、粗骨材の最大寸法は、原則として、15mm以下とするが、
充填部の断面形状等により、充填性が特に問題とならない箇
所については、20mm以下とすることができる。

[公住仕　R7]　狭小部充填コンクリート
　狭小部充填コンクリートに用いる材料は6章による。ただ
し、粗骨材の最大寸法は、原則として、20mmとするが、充填
部の断面形状等により、充填性に支障が生じるおそれのある
箇所については、15mmとする。

一般的なJISマー
ク表示品のレ
ディーミクストコ
ンクリートの粗骨
材の最大寸法は
20mmであるため

公住仕独
自基準の
改定

112

24.11.2
(2)
(3)
(4)

材料及び
工法

[公住仕　R4]　防水処理
(2) テープ状シール材
(3) 液状シール材
(4) 防水用グラスシート

[公住仕　R7]　防水処理
(2) プライマー
(3) バックアップ材
(4) ボンドブレーカー

現行仕様の防水処
理材が製造中止の
ため他の材料を規
定

公住仕独
自基準の
改定

25



 

２．電気編 
 



公共住宅建設工事共通仕様書（令和７年度版）（電気編）

１．改定のポイント

（１）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）等への整合
（１）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）等への整合（１）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）等への整合
（１）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）等への整合

（２）会員要望事項への対応
（２）会員要望事項への対応（２）会員要望事項への対応
（２）会員要望事項への対応

２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

（注）
（注）（注）
（注）

第１編
第１編第１編
第１編 一般共通事項

一般共通事項一般共通事項
一般共通事項

第１章　　一般事項
第１章　　一般事項第１章　　一般事項
第１章　　一般事項

第１節　　総則

P310 1.1.4

工事実績情報

システム（コ

リンズ）への

登録

以下の字句を変更、追加した。

(1)　工事実績情報システム（CORINS
CORINSCORINS
CORINSコリンズ

コリンズコリンズ
コリンズ）への登録が特

記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確

認を受けた後、次に示す期間内に登録機関への登録申請を行

う。

(ｲ)　登録内容の変更時　配置技術者の変更又は
配置技術者の変更又は配置技術者の変更又は
配置技術者の変更又は変更契約締結

後10日以内

 
  
 なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行
なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行
なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行

 
  
 う。
う。う。
う。

(2)　登録後は、 
  
 直ちに
直ちに直ちに
直ちに登録されたことを証明する資料を、監

督職員に提出する。

標準仕様書に整合

P310 1.1.5

書類の書式及

び取扱い

以下の字句を追加した。

(2)　公住仕（電気編）において書面により行わなければならな

いこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指

示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職

員に提出」については、電子メール、情報共有システム（情報
、情報共有システム（情報、情報共有システム（情報
、情報共有システム（情報

通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交
通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交
通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交

換・共有することによって業務効率化を実現するシステムを
換・共有することによって業務効率化を実現するシステムを換・共有することによって業務効率化を実現するシステムを
換・共有することによって業務効率化を実現するシステムを

いう。）
いう。）いう。）
いう。）等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこと

ができる。

なお、情報共有システムの適用及び機能要件は、特記によ
なお、情報共有システムの適用及び機能要件は、特記によなお、情報共有システムの適用及び機能要件は、特記によ
なお、情報共有システムの適用及び機能要件は、特記によ

る。
る。る。
る。

標準仕様書に整合

・太字は、改定を行った箇所を示す。
・太字は、改定を行った箇所を示す。・太字は、改定を行った箇所を示す。
・太字は、改定を行った箇所を示す。

・見え消しは、字句を削除した箇所を示す
・見え消しは、字句を削除した箇所を示す・見え消しは、字句を削除した箇所を示す
・見え消しは、字句を削除した箇所を示す

・下線部分は、字句を追加した箇所を示す。
・下線部分は、字句を追加した箇所を示す。・下線部分は、字句を追加した箇所を示す。
・下線部分は、字句を追加した箇所を示す。

　各府省庁、独立行政法人等が整備する公共住宅の統一基準として「公共住宅建設工事共通仕様書」が使用さ

れており、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（官庁営繕関係基準）（以下「標準仕様書」とい

う。）との整合を図りつつ、公共住宅用の共通仕様書として使い勝手の良いものを目指す。

　「公共住宅建設工事共通仕様書（令和４年度版）（電気編）」に対する意見等への対応を行う。

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P311 1.1.10

工期の変更に

係る事項等

以下の項目を追加した。

(1)　次のいずれかに該当し、全体工程に影響を及ぼす場合
(1)　次のいずれかに該当し、全体工程に影響を及ぼす場合(1)　次のいずれかに該当し、全体工程に影響を及ぼす場合
(1)　次のいずれかに該当し、全体工程に影響を及ぼす場合

は、監督職員に報告する。
は、監督職員に報告する。は、監督職員に報告する。
は、監督職員に報告する。

(ｱ)　設計図書の訂正又は変更による場合
(ｱ)　設計図書の訂正又は変更による場合(ｱ)　設計図書の訂正又は変更による場合
(ｱ)　設計図書の訂正又は変更による場合

(ｲ)　工事の全部又は一部の施工の一時中止による場合
(ｲ)　工事の全部又は一部の施工の一時中止による場合(ｲ)　工事の全部又は一部の施工の一時中止による場合
(ｲ)　工事の全部又は一部の施工の一時中止による場合

(ｳ)　著しい悪天候や気象状況により作業不能日が多く発生し
(ｳ)　著しい悪天候や気象状況により作業不能日が多く発生し(ｳ)　著しい悪天候や気象状況により作業不能日が多く発生し
(ｳ)　著しい悪天候や気象状況により作業不能日が多く発生し

た場合
た場合た場合
た場合

(ｴ)　資機材、労務の需給環境の変化が生じた場合
(ｴ)　資機材、労務の需給環境の変化が生じた場合(ｴ)　資機材、労務の需給環境の変化が生じた場合
(ｴ)　資機材、労務の需給環境の変化が生じた場合

(ｵ)　関連工事等の調整への協力による場合
(ｵ)　関連工事等の調整への協力による場合(ｵ)　関連工事等の調整への協力による場合
(ｵ)　関連工事等の調整への協力による場合

(ｶ)　その他受注者の責めに帰すことができない事由が生じた
(ｶ)　その他受注者の責めに帰すことができない事由が生じた(ｶ)　その他受注者の責めに帰すことができない事由が生じた
(ｶ)　その他受注者の責めに帰すことができない事由が生じた

場合
場合場合
場合

以下の字句を追加した。

(2)　契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当

たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の

算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじ

め監督職員に提出する。

なお、提出にあたっては、協議に必要な資料が、(1)により報
なお、提出にあたっては、協議に必要な資料が、(1)により報なお、提出にあたっては、協議に必要な資料が、(1)により報
なお、提出にあたっては、協議に必要な資料が、(1)により報

告した書面と同一の場合は、(1)の書面に代えることができ
告した書面と同一の場合は、(1)の書面に代えることができ告した書面と同一の場合は、(1)の書面に代えることができ
告した書面と同一の場合は、(1)の書面に代えることができ

る。
る。る。
る。

標準仕様書に整合

（適正な工期確保の

ため）

P311 1.1.14
1.1.141.1.14
1.1.14

遠隔臨場の実
遠隔臨場の実遠隔臨場の実
遠隔臨場の実

施
施施
施

左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

第２節　　工事関係図書

P311 1.2.1 実施工程表

以下の字句を変更した。

(6)　概成工期が特記された場合は、実施工程表に 
  
 これ
これこれ
これ概成工

概成工概成工
概成工

期、受電日、総合試運転調整に要する工程
期、受電日、総合試運転調整に要する工程期、受電日、総合試運転調整に要する工程
期、受電日、総合試運転調整に要する工程を明記する。

標準仕様書に整合

（適正な工期確保の

ため。）

第３節　　工事現場管理

P313 1.3.5

施工中の安全

確保

以下の字句を追加した。

(5)　火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、

火気等の取扱い、火花等の飛散
、火花等の飛散、火花等の飛散
、火花等の飛散に十分注意するとともに、適切

な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講

ずる。

(6)(ｲ)　工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があっ

た場合は、直ちに誠意を持って対応する。ただし、緊急を要し
ただし、緊急を要しただし、緊急を要し
ただし、緊急を要し

ない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告の上、対
ない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告の上、対ない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告の上、対
ない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告の上、対

応を行う。
応を行う。応を行う。
応を行う。

標準仕様書に整合

P313 1.3.8

施工中の環境

保全等

以下の字句を追加した。

(1)　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」とい

う。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和

43年法律第98号）、振動規制法（昭和51年法律第64号）、大気

汚染防止法（昭和43年法律第97号）、水質汚濁防止法（昭和45

年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45

年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対

策法（平成14年法律第53号）、資源の有効な利用の促進に関す

る法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」とい

う。）、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

（令和3年法律第60号）、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭
（令和3年法律第60号）、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭（令和3年法律第60号）、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭
（令和3年法律第60号）、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭

和36年法律第191号）
和36年法律第191号）和36年法律第191号）
和36年法律第191号）その他関係法令等に基づくほか、「建設

副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日付け建設省経建発

第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、

粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、

周辺の環境保全に努める。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P314 1.3.9

発生材の処理

等

以下の字句を追加した。

(2)(ｴ)　(ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出

し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、
、、
、

宅地造成及び特定盛土等規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法宅地造成及び特定盛土等規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法その他関係法令等に基づくほ

か、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏まえ、適切に処理の

上、監督職員に報告する。

標準仕様書に整合

第４節　　機器及び材料

P314 1.4.2 機材の品質等

以下の字句を変更、追加した。

(5)　設計図書に定める
設計図書に定める設計図書に定める
設計図書に定める機材の見本を提示又は提出し、材質、

見本を提示又は提出し、材質、見本を提示又は提出し、材質、
見本を提示又は提出し、材質、

仕上げの程度、
仕上げの程度、仕上げの程度、
仕上げの程度、色合、柄

合、柄合、柄
合、柄等について 

  
 は
はは
は、監督職員の 

  
 指
指指
指示

示示
示承諾
承諾承諾
承諾を

受ける。

標準仕様書に整合

第５節　　施工

P315 1.
1.1.
1.5
55
5.
..
.5
55
5

総合試運転調
総合試運転調総合試運転調
総合試運転調

整
整整
整

左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

P316 1.5.10

系統図等の表

示

以下の字句を変更、追加した。

(1)　共用部に設置する分電盤、端子盤、機器収容盤等には、付

近に系統図 
  
 ・
・・
・、

、、
、供給エリア図等を表示する

するする
する又はそれらを盤内に

収納する。

独自内容の修正

第６節　　工事検査及び技術検査

第７節　　完成図等

P316 1.7.2 完成図

以下の字句を追加した。

表1.7.1　完成図の種類及び記載内容

○種類／記載内容

各階配線図／電灯、動力、電気
電気電気
電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用充
充充
充電、

電、電、
電、電熱、雷保護、

発電（自家
自家自家
自家発、

発、発、
発、太陽光）、電力

電力電力
電力貯蔵

貯蔵貯蔵
貯蔵、

、、
、構内情報通信網、構内交

換、情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受

信、監視カメラ、駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報

知、中央監視制御等

○備考

(
((
(2
22
2)　
)　)　
)　完
完完
完成図の記

成図の記成図の記
成図の記載内容

載内容載内容
載内容の

のの
の詳細
詳細詳細
詳細は、監督職員との協議による。

は、監督職員との協議による。は、監督職員との協議による。
は、監督職員との協議による。

標準仕様書に整合

第２章　　共通工事
第２章　　共通工事第２章　　共通工事
第２章　　共通工事

第１節　　仮設工事

第２節　　土工事

第３節　　地業工事

第４節　　コンクリート工事

第５節　　左管工事

第６節　　溶接工事

第７節　　塗装工事

P319 2.7.1 一般事項

以下の字句を変更、追加した。

(1)　各種機材 
  
 のうち
のうちのうち
のうちは

はは
は、次の部分を除き、 

  
 全て
全て全て
全て製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準

による
によるによる
による塗装 

  
 を
をを
をが

がが
が施さ

ささ
された

れたれた
れたも

もも
ものと

のとのと
のとする

るる
る。

(ｲ)　めっき 
  
 又は
又は又は
又は塗装さ

塗装さ塗装さ
塗装された

れたれた
れた面

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第８節　　機械設備工事

第９節　　スリーブ工事

第１０節　インサート

P322 2.10.1 一般事項

以下の字句を変更した。

(1)　インサート 
  
 等
等等
等、

、、
、ア
アア
アン

ンン
ンカー
カーカー
カー及び

及び及び
及び吊

吊吊
吊り

りり
り金物
金物金物
金物（

（（
（以
以以
以下

下下
下「イ
「イ「イ
「イン

ンン
ンサー
サーサー
サー

ト
トト
ト等

等等
等」
」」
」という。）

という。）という。）
という。）の許容引抜荷重は、特記がなければ、表

2.10.1による。

標準仕様書に整合

第２編
第２編第２編
第２編 電力設備工事

電力設備工事電力設備工事
電力設備工事

第１章　　機材
第１章　　機材第１章　　機材
第１章　　機材

　 第１節　　電線類

P323 1.1.1 電線類

以下の字句を追加した。

(1)　一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格に

よるほ
ほほ
ほか、第6

か、第6か、第6
か、第6編

編編
編1.1.1

1.1.11.1.1
1.1.1「

「「
「電線

電線電線
電線類」

類」類」
類」による

によるによる
による。

標準仕様書に整合

P323

P324

P325

表1.1.1 電線類

以下の規格を追加した。

EM-
EM-EM-
EM-IC

ICIC
ICF
FF
F電線(
電線(電線(
電線(EM-

EM-EM-
EM-IC

ICIC
ICF
FF
F)
))
)

EM-
EM-EM-
EM-C

CC
CEケーブル
EケーブルEケーブル
Eケーブル(

((
(EM-
EM-EM-
EM-C

CC
CED
EDED
ED)(

)()(
)(EM-
EM-EM-
EM-C

CC
CEQ
EQEQ
EQ)

))
)

EM-弱
EM-弱EM-弱
EM-弱電

電電
電流耐
流耐流耐
流耐火

火火
火ケーブル
ケーブルケーブル
ケーブル(

((
(EM-JFP-
EM-JFP-EM-JFP-
EM-JFP-C)

C)C)
C)

高難燃ノ
高難燃ノ高難燃ノ
高難燃ノン

ンン
ンハロゲ
ハロゲハロゲ
ハロゲン

ンン
ン低圧耐
低圧耐低圧耐
低圧耐火

火火
火ケーブル
ケーブルケーブル
ケーブル(N

(N(N
(NH-FP-
H-FP-H-FP-
H-FP-C)

C)C)
C)

高難燃ノ
高難燃ノ高難燃ノ
高難燃ノン

ンン
ンハロゲ
ハロゲハロゲ
ハロゲン

ンン
ン弱
弱弱
弱電

電電
電流耐
流耐流耐
流耐火

火火
火ケーブル
ケーブルケーブル
ケーブル(N

(N(N
(NH-JFP-
H-JFP-H-JFP-
H-JFP-C)

C)C)
C)

標準仕様書に整合

　 第２節　　電線保護物類

P329 1.2.8

ケーブルラッ

ク

以下の字句を変更、追加した。

(3)　トレー形ケーブルラックの
のの
の側
側側
側面と

面と面と
面と底板

底板底板
底板は、 

  
 親
親親
親げたとを

げたとをげたとを
げたとを一

体成形又は 
  
 溶接
溶接溶接
溶接、かしめ

、かしめ、かしめ
、かしめ若

若若
若しくは

しくはしくは
しくはね

ねね
ねじ止めにより、

じ止めにより、じ止めにより、
じ止めにより、機械的、

かつ、電気的に接続したものとする。

標準仕様書に整合

　 第３節　　配線器具

　 第４節　　照明器具

P331 1.4.2 構造一般

以下の字句を変更した。

(14)　照明用ポールに
にに
に 

  
 は、配線用
は、配線用は、配線用
は、配線用遮断器

遮断器遮断器
遮断器又は

又は又は
又はカ

カカ
カッ

ッッ
ットアウト
トアウトトアウト
トアウトス

スス
ス

 
  
 イ
イイ
イッチが

ッチがッチが
ッチが内蔵

内蔵内蔵
内蔵できる

できるできる
できるも

もも
ものとする。ただし、

のとする。ただし、のとする。ただし、
のとする。ただし、ガーデ

ガーデガーデ
ガーデンラ

ンランラ
ンライト

イトイト
イト

 
  
 は、
は、は、
は、ポール内

ポール内ポール内
ポール内に配線用

に配線用に配線用
に配線用遮断器

遮断器遮断器
遮断器又は

又は又は
又はカ

カカ
カッ

ッッ
ットアウト
トアウトトアウト
トアウトス

スス
スイ
イイ
イッチを

ッチをッチを
ッチを内

内内
内

 
  
 蔵
蔵蔵
蔵しない

しないしない
しない構

構構
構造とすることができる。

造とすることができる。造とすることができる。
造とすることができる。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトス

イッチ（素通しヒューズ）を 
  
 設
設設
設け
けけ
け内蔵
内蔵内蔵
内蔵す

すす
する場合は、特記によ

る。

標準仕様書に整合

独自内容の修正

R4版 表1.4.3 LEDモジュール

以下の規格を削除した。

 
  
 J
JJ
JIS C 
IS C IS C 
IS C 8

88
810
1010
105-
5-5-
5-3

33
3／照明器具―
／照明器具―／照明器具―
／照明器具―第3部

第3部第3部
第3部：性

：性：性
：性能要

能要能要
能要求

求求
求事

事事
事項
項項
項通

通通
通則
則則
則

 
  
 附属
附属附属
附属書

書書
書A
AA
A（規定）
（規定）（規定）
（規定）「LED照明器具性

「LED照明器具性「LED照明器具性
「LED照明器具性能要

能要能要
能要求

求求
求事

事事
事項」
項」項」
項」

標準仕様書に整合

P331 1.4.4 光源

以下の字句を変更した。

(4)　調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュール

の光源色（色温度）を3
33
3,5
,5,5
,500
0000
00 3

33
3,
,,
,000
000000
000K
KK
Kから5,000Kまで連続して変

化 
  
 させ
させさせ
させす

すす
することができるものとする。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第５節　　防災用照明器具

　 第６節　　照明制御装置

P333 1.6.2.1 照明制御器

以下の項目を追加した。

(ｵ)(
(ｵ)((ｵ)(
(ｵ)(c

cc
c)　
)　)　
)　照明器具
照明器具照明器具
照明器具の

のの
の点灯
点灯点灯
点灯と換気

と換気と換気
と換気扇

扇扇
扇の

のの
の始動
始動始動
始動を連

を連を連
を連動させ

動させ動させ
動させる

るる
るも
もも
もの

のの
の

は、換気
は、換気は、換気
は、換気扇

扇扇
扇へ電源

へ電源へ電源
へ電源送

送送
送り

りり
り接続
接続接続
接続ができる

ができるができる
ができる端子

端子端子
端子を設

を設を設
を設け

けけ
け、

、、
、感知さ
感知さ感知さ
感知されな

れなれな
れな

くなってから消
くなってから消くなってから消
くなってから消灯後

灯後灯後
灯後、換気

、換気、換気
、換気扇

扇扇
扇を

をを
を停
停停
停止する

止する止する
止するま

まま
までの

でのでの
での保持

保持保持
保持時間を設

時間を設時間を設
時間を設

定又は
定又は定又は
定又は決

決決
決められた時間で

められた時間でめられた時間で
められた時間で自動停

自動停自動停
自動停止できる

止できる止できる
止できるも

もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

標準仕様書に整合

　 第７節　　分電盤

P336 1.7.2 構造一般

以下の字句を変更、追加した。

(2)　分電盤の保護構造は、 
  
 J
JJ
JIS C 09
IS C 09IS C 09
IS C 092

22
20
00
0「
「「
「電気機

電気機電気機
電気機械器具

械器具械器具
械器具の

のの
の外郭
外郭外郭
外郭

 
  
 による
によるによる
による保護

保護保護
保護等

等等
等級
級級
級（I

（I（I
（IP
PP
Pコ
ココ
コード
ードード
ード）

））
）」
」」
」による

によるによる
によるほ

ほほ
ほか、

か、か、
か、次による。

なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を

施す。ただし、露出する部分の 
  
 最大使
最大使最大使
最大使用

用用
用電圧が60

6060
60V
VV
V5
55
50
00
0V
VV
V以下の場

合には、感電防止の処置を省略することができる。

(ｱ)　屋内形は、J
JJ
JIS C 09
IS C 09IS C 09
IS C 092

22
20
00
0「
「「
「電気機

電気機電気機
電気機械器具

械器具械器具
械器具の

のの
の外郭
外郭外郭
外郭による

によるによる
による保護

保護保護
保護

等
等等
等級
級級
級（I

（I（I
（IP
PP
Pコ
ココ
コード
ードード
ード）

））
）」
」」
」による

によるによる
によるIP2XCとする。ただし、ドアのない

構造の分電盤は、IP1XBとする。

(ｲ)　屋外形は、J
JJ
JIS C 09
IS C 09IS C 09
IS C 092

22
20
00
0「
「「
「電気機

電気機電気機
電気機械器具

械器具械器具
械器具の

のの
の外郭
外郭外郭
外郭による

によるによる
による保護

保護保護
保護

等
等等
等級
級級
級（I

（I（I
（IP
PP
Pコ
ココ
コード
ードード
ード）

））
）」
」」
」による

によるによる
によるIP24Cとし、内部に雨雪が浸入しに

くく、これを蓄積しない構造とする。

標準仕様書に整合

P337 1.7.3 キャビネット

以下の字句を追加した。

(1)(ｳ)　ドアは、錠付きとし、次による。
次による。次による。
次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　錠
錠錠
錠の

のの
の鍵
鍵鍵
鍵は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、

とする。ただし、とする。ただし、
とする。ただし、鍵

鍵鍵
鍵の仕

の仕の仕
の仕様

様様
様等を

等を等を
等を

指
指指
指定する場合は、特記による。

定する場合は、特記による。定する場合は、特記による。
定する場合は、特記による。

(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のハンドルは、表面に突出ない構造で、

、、
、非鉄金属製

又はステンレス鋼製とする。

なお、施
なお、施なお、施
なお、施錠

錠錠
錠・

・・
・解錠
解錠解錠
解錠状

状状
状態表
態表態表
態表示

示示
示付
付付
付とする場合は、特記による。

とする場合は、特記による。とする場合は、特記による。
とする場合は、特記による。

(ｺ)　ドアを含む前面枠の面積が0.3m

2

以上の場合は、その裏面

にドア
ドアドア
ドアを

をを
を含む前
含む前含む前
含む前面

面面
面枠
枠枠
枠の

のの
の取付け
取付け取付け
取付けのために

のためにのために
のために荷重

荷重荷重
荷重を

をを
を支
支支
支える

えるえる
える受金物を

設ける。ただし、受部のある構造のものは、この限りでない。

標準仕様書に整合

（セキュリティ性能

の確保のため。）

P339 1.7.4 導電部

以下の字句を変更、追加した。

(4)(ｱ)(a)　ねじ締 
  
 め
めめ
め端子
端子端子
端子（ばね座金併用）

(b)　 
  
 差込み
差込み差込み
差込みね

ねね
ねじなし

じなしじなし
じなし端子

端子端子
端子

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P341

P342

1.7.6 器具類

以下の字句を変更、追加した。

(2)(ｲ)(b)　高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外

し動作時間は0.1秒以内）又は中
又は中又は中
又は中感

感感
感度

度度
度高速形
高速形高速形
高速形（定

（定（定
（定格感

格感格感
格感度電

度電度電
度電流

流流
流は

はは
は

100
100100
100mA以
mA以mA以
mA以下、

下、下、
下、漏

漏漏
漏電

電電
電引外
引外引外
引外し

しし
し動
動動
動作時間は0.1

作時間は0.1作時間は0.1
作時間は0.1秒以内

秒以内秒以内
秒以内）

））
）、雷インパル

ス不動作形とする。

(15)　電力計測装置は、 
  
 集
集集
集中監

中監中監
中監視

視視
視部、

部、部、
部、積算

積算積算
積算計

計計
計器
器器
器計

計計
計測ユニ
測ユニ測ユニ
測ユニッ

ッッ
ット
トト
ト、

 
  
 変成
変成変成
変成器

器器
器変

変変
変流器
流器流器
流器等により構成し、 

  
 複数
複数複数
複数の電力

の電力の電力
の電力量

量量
量の

のの
のデータ
データデータ
データを

をを
を収
収収
収

 
  
 集
集集
集、

、、
、蓄積
蓄積蓄積
蓄積、

、、
、表
表表
表示及び

示及び示及び
示及び次による。

次による。次による。
次による。

(ｱ)　 
  
 集
集集
集中監

中監中監
中監視

視視
視部は、

部は、部は、
部は、積算

積算積算
積算計

計計
計器
器器
器、変成

、変成、変成
、変成器

器器
器等から電力

等から電力等から電力
等から電力量

量量
量の

のの
のデータ
データデータ
データ

 
  
 を
をを
を収集
収集収集
収集し、時

し、時し、時
し、時系列

系列系列
系列に

にに
に蓄積
蓄積蓄積
蓄積をできる

をできるをできる
をできるも

もも
ものとし、次による。

のとし、次による。のとし、次による。
のとし、次による。計

計計
計測
測測
測

ユニ
ユニユニ
ユニッ

ッッ
ット
トト
トは、変

は、変は、変
は、変流器

流器流器
流器等で変成した電

等で変成した電等で変成した電
等で変成した電流

流流
流と、

と、と、
と、入

入入
入力電

力電力電
力電圧

圧圧
圧により電

により電により電
により電

力
力力
力値
値値
値を

をを
を演算処理
演算処理演算処理
演算処理し、

し、し、
し、外

外外
外部へ

部へ部へ
部へ出力できるものとし、次による。

次による。次による。
次による。

(
((
(a
aa
a)
))
)　計測回路数は、特記による。

(
((
(b
bb
b)
))
)　 

  
 積算
積算積算
積算計

計計
計器
器器
器演算
演算演算
演算する電力

する電力する電力
する電力量

量量
量は、定格電流通電時、かつ、力

率１の場合に 
  
 比誤差
比誤差比誤差
比誤差精

精精
精度

度度
度は、 

  
 ±2
±2±2
±2.0

.0.0

.0％
％％
％±
±±
±3.0
3.03.0
3.0%
%%
%とする。

(
((
(c
cc
c)　
)　)　
)　演算値
演算値演算値
演算値等を

等を等を
等を外

外外
外部へ出力するときの

部へ出力するときの部へ出力するときの
部へ出力するときの 

  
 なお、
なお、なお、
なお、信号回線数及び

信号種別は、特記による。

(
((
(d
dd
d)　
)　)　
)　演算値
演算値演算値
演算値等を計

等を計等を計
等を計測ユニ

測ユニ測ユニ
測ユニッ

ッッ
ット
トト
トに

にに
に蓄積
蓄積蓄積
蓄積する場合は、次による。

する場合は、次による。する場合は、次による。
する場合は、次による。

①
①①
①　電力

　電力　電力
　電力量

量量
量は1時間

は1時間は1時間
は1時間ご

ごご
ごとの

とのとの
との積算値

積算値積算値
積算値とし、

とし、とし、
とし、蓄積

蓄積蓄積
蓄積期間は特記によ

期間は特記によ期間は特記によ
期間は特記によ

る。
る。る。
る。

②
②②
②　蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。

③
③③
③　蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等 

  
 又は
又は又は
又は外

外外
外

 
  
 部出力
部出力部出力
部出力端子

端子端子
端子に出力できるものとする。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外部出力

部出力部出力
部出力端子

端子端子
端子の

のの
の種別
種別種別
種別は、特記による。

は、特記による。は、特記による。
は、特記による。

 
  
 (
((
(b
bb
b)　計
)　計)　計
)　計測項目

測項目測項目
測項目、

、、
、集積
集積集積
集積期間及び

期間及び期間及び
期間及び精

精精
精度は、

度は、度は、
度は、表

表表
表1.

1.1.
1.7
77
7.13による。
.13による。.13による。
.13による。

 
  
 (
((
(d
dd
d)　
)　)　
)　積算
積算積算
積算計

計計
計器
器器
器と一体とすることができる。

と一体とすることができる。と一体とすることができる。
と一体とすることができる。

(ｲ)　 
  
 変成
変成変成
変成器

器器
器変

変変
変流器
流器流器
流器は、次による。

 
  
 (
((
(c
cc
c)　定
)　定)　定
)　定格

格格
格電

電電
電流
流流
流又は定

又は定又は定
又は定格

格格
格電

電電
電圧
圧圧
圧時の

時の時の
時の比誤差

比誤差比誤差
比誤差は、

は、は、
は、±

±±
±1.0

1.01.0
1.0％
％％
％とし、

とし、とし、
とし、位

位位
位

 
  
 相角
相角相角
相角の

のの
の限
限限
限度は、

度は、度は、
度は、±

±±
±1.0度とする。

1.0度とする。1.0度とする。
1.0度とする。

 
  
 (ｴ)　
(ｴ)　(ｴ)　
(ｴ)　積算

積算積算
積算計

計計
計器付遮断器
器付遮断器器付遮断器
器付遮断器又は変成

又は変成又は変成
又は変成器付

器付器付
器付配線用

配線用配線用
配線用遮断器

遮断器遮断器
遮断器は、(1)又

は、(1)又は、(1)又
は、(1)又

 
  
 は(
は(は(
は(2
22
2)による
)による)による
)によるほ

ほほ
ほか、(ｲ)又は(ｳ)(

か、(ｲ)又は(ｳ)(か、(ｲ)又は(ｳ)(
か、(ｲ)又は(ｳ)(c

cc
c)による。
)による。)による。
)による。

(
((
(c
cc
c)　配線用
)　配線用)　配線用
)　配線用遮断器

遮断器遮断器
遮断器等に変

等に変等に変
等に変流器

流器流器
流器を

をを
を内蔵
内蔵内蔵
内蔵する場合は、特記によ

する場合は、特記によする場合は、特記によ
する場合は、特記によ

る。
る。る。
る。

(ｳ)　配線用
(ｳ)　配線用(ｳ)　配線用
(ｳ)　配線用遮断器

遮断器遮断器
遮断器等に計

等に計等に計
等に計測ユニ

測ユニ測ユニ
測ユニッ

ッッ
ット
トト
トの機能の全部又は一部を

の機能の全部又は一部をの機能の全部又は一部を
の機能の全部又は一部を

内蔵
内蔵内蔵
内蔵する場合は、特記による。

する場合は、特記による。する場合は、特記による。
する場合は、特記による。

標準仕様書に整合

独自内容の追加

R4版  
  
 表
表表
表1.

1.1.
1.7
77
7.13
.13.13
.13

 
  
 計
計計
計測項目
測項目測項目
測項目、

、、
、集
集集
集

 
  
 積
積積
積期間及び

期間及び期間及び
期間及び精

精精
精

 
  
 度
度度
度

左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

　 第８節　　耐熱形分電盤

　 第９節　　ＯＡ盤

R4版 1.9.3 キャビネット

以下の項目を削除した。

 
  
 (ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　ドア

ドアドア
ドアは、

は、は、
は、開閉式

開閉式開閉式
開閉式又は

又は又は
又は着脱式

着脱式着脱式
着脱式とし、ち

とし、ちとし、ち
とし、ちょ

ょょ
ょう

うう
う番
番番
番又は

又は又は
又は留具

留具留具
留具は、

は、は、
は、

 
  
 表
表表
表面から見えない

面から見えない面から見えない
面から見えない構

構構
構造とする。

造とする。造とする。
造とする。

標準仕様書に整合

　 第１０節　実験盤

　 第１１節　開閉器箱

　 第１２節　制御盤

P346 1.12.2 構造一般

以下の字句を変更、追加した。

(1)　制御盤の保護構造は、 
  
 J
JJ
JIS C 09
IS C 09IS C 09
IS C 092

22
20
00
0「
「「
「電気機

電気機電気機
電気機械器具

械器具械器具
械器具の

のの
の外郭
外郭外郭
外郭

 
  
 による
によるによる
による保護

保護保護
保護等

等等
等級
級級
級（I

（I（I
（IP
PP
Pコ
ココ
コード
ードード
ード）

））
）」
」」
」による

によるによる
によるほ

ほほ
ほか、

か、か、
か、次による。

(ｱ)　屋内形は、J
JJ
JIS C 09
IS C 09IS C 09
IS C 092

22
20
00
0「
「「
「電気機

電気機電気機
電気機械器具

械器具械器具
械器具の

のの
の外郭
外郭外郭
外郭による

によるによる
による保護

保護保護
保護

等
等等
等級
級級
級（I

（I（I
（IP
PP
Pコ
ココ
コード
ードード
ード）

））
）」
」」
」による

によるによる
によるIP2XCとする。

(ｲ)　屋外形は、J
JJ
JIS C 09
IS C 09IS C 09
IS C 092

22
20
00
0「
「「
「電気機

電気機電気機
電気機械器具

械器具械器具
械器具の

のの
の外郭
外郭外郭
外郭による

によるによる
による保護

保護保護
保護

等
等等
等級
級級
級（I

（I（I
（IP
PP
Pコ
ココ
コード
ードード
ード）

））
）」
」」
」による

によるによる
によるIP24Cとし、内部に雨雪が浸入しに

くく、これを蓄積しない構造とする。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

R4版 1.12.3 キャビネット

以下の項目を削除した。

 
  
 (1)(ｳ)　
(1)(ｳ)　(1)(ｳ)　
(1)(ｳ)　ドア

ドアドア
ドアの

のの
の端
端端
端部は、

部は、部は、
部は、Ｌ

ＬＬ
Ｌ又はコ字

又はコ字又はコ字
又はコ字形

形形
形の

のの
の折曲
折曲折曲
折曲げ加工を施す。

げ加工を施す。げ加工を施す。
げ加工を施す。

標準仕様書に整合

P348 1.12.4 導電部

以下の字句を変更した。

(4)(ｱ)(a)①　ねじ締 
  
 め
めめ
め端子
端子端子
端子（ばね座金併用）

②　 
  
 差込み
差込み差込み
差込みね

ねね
ねじなし

じなしじなし
じなし端子

端子端子
端子

標準仕様書に整合

P350 表1.12.7

200V三相誘導

電動機回路の

器具容量等

以下の字句を追加した。

○備考

(6)　
(6)　(6)　
(6)　ト

トト
トップラン

ップランップラン
ップランナーモータ

ナーモータナーモータ
ナーモータの

のの
のみ
みみ
みで

でで
で構
構構
構成

成成
成さ
ささ
される

れるれる
れる回路

回路回路
回路を施設する

を施設するを施設する
を施設する

場合に適用する。
場合に適用する。場合に適用する。
場合に適用する。

標準仕様書に整合

P351 表1.12.8

400V三相誘導

電動機回路の

器具容量等

以下の字句を追加した。

○備考

(6)　
(6)　(6)　
(6)　ト

トト
トップラン

ップランップラン
ップランナーモータ

ナーモータナーモータ
ナーモータの

のの
のみ
みみ
みで

でで
で構
構構
構成

成成
成さ
ささ
される

れるれる
れる回路

回路回路
回路を施設する

を施設するを施設する
を施設する

場合に適用する。
場合に適用する。場合に適用する。
場合に適用する。

標準仕様書に整合

R4版 表1.12.14 保護継電器

以下の規格を削除した。

 
  
 JEM
JEMJEM
JEM 13

 13 13
 135
55
56
66
6／
／／
／電

電電
電動
動動
動機用

機用機用
機用熱動形

熱動形熱動形
熱動形及び電

及び電及び電
及び電子式保護継

子式保護継子式保護継
子式保護継電

電電
電器
器器
器

標準仕様書に整合

（廃止）

P353 表1.12.14 保護継電器

以下の規格を追加した。

J
JJ
JIS C 
IS C IS C 
IS C 82

8282
8201

0101
01-
--
-4
44
4-
--
-1
11
1／低圧開閉装
／低圧開閉装／低圧開閉装
／低圧開閉装置及び制

置及び制置及び制
置及び制御装

御装御装
御装置

置置
置―
――
―第4

第4第4
第4-
--
-1部
1部1部
1部：接
：接：接
：接

触器
触器触器
触器及び

及び及び
及びモータ

モータモータ
モータス

スス
スタータ：
タータ：タータ：
タータ：電気機

電気機電気機
電気機械式接触器

械式接触器械式接触器
械式接触器及び

及び及び
及びモータ

モータモータ
モータス

スス
ス

タータ
タータタータ
タータ

標準仕様書に整合

P355

P356

1.12.6 器具類

以下の字句を追加した。

(19)　低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サー

ジ防護デバイス―第11部：低圧配電システムに接続する低圧

サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。

なお、
なお、なお、
なお、低圧

低圧低圧
低圧用S

用S用S
用SPD
PDPD
PDは、特

は、特は、特
は、特性

性性
性に適合したS

に適合したSに適合したS
に適合したSPD

PDPD
PD分

分分
分離器
離器離器
離器と組合

と組合と組合
と組合せ

せせ
せて設

て設て設
て設

け
けけ
ける

るる
るも
もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

(
((
(2
22
20)　電力計
0)　電力計0)　電力計
0)　電力計測装

測装測装
測装置は、1.

置は、1.置は、1.
置は、1.7

77
7.6
.6.6
.6「器具類」
「器具類」「器具類」
「器具類」(1

(1(1
(15
55
5)による。
)による。)による。
)による。

標準仕様書に整合

　 第１３節　消防防災用制御盤

　 第１４節　電気自動車用充電装置

P356 1.14.1
1.14.11.14.1
1.14.1

電気
電気電気
電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用

急
急急
急速充
速充速充
速充電

電電
電装
装装
装置

置置
置

左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

P356 1.14.1.1 一般事項

以下の字句を変更、追加した。

 
  
 (1)　電気
(1)　電気(1)　電気
(1)　電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用充
充充
充電

電電
電装
装装
装置は、電気

置は、電気置は、電気
置は、電気自動車

自動車自動車
自動車用急

用急用急
用急速充

速充速充
速充電

電電
電装
装装
装置及

置及置及
置及

 
  
 び電気
び電気び電気
び電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用普
普普
普通

通通
通充
充充
充電

電電
電装
装装
装置とし、特記による。

置とし、特記による。置とし、特記による。
置とし、特記による。

(1)　電気自動車用急速充電装置は、 
  
 電力変換
電力変換電力変換
電力変換装

装装
装置、

置、置、
置、充

充充
充電

電電
電器
器器
器と

とと
と

充電コネクタ 
  
 等により
等により等により
等により構

構構
構成し、

成し、成し、
成し、を一体とした

を一体としたを一体とした
を一体とした装

装装
装置で、

置で、置で、
置で、充

充充
充電コ

電コ電コ
電コ

ネ
ネネ
ネク

クク
クタ
タタ
タを

をを
を電気自動車 

  
 の
のの
の車載
車載車載
車載電

電電
電池
池池
池に

にに
にに

にに
に接続
接続接続
接続し、

し、し、
し、直流で 

  
 給
給給
給充
充充
充電でき

るものとする。

(
((
(2
22
2)　電気
)　電気)　電気
)　電気自動車

自動車自動車
自動車用急

用急用急
用急速充

速充速充
速充電

電電
電装
装装
装置は、C

置は、C置は、C
置は、CHAdeM

HAdeMHAdeM
HAdeMO

OO
O「
「「
「電気

電気電気
電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用

急
急急
急速充
速充速充
速充電ス

電ス電ス
電スタ

タタ
タン

ンン
ンド標準
ド標準ド標準
ド標準仕

仕仕
仕様
様様
様書

書書
書」
」」
」の適合を

の適合をの適合を
の適合を認証さ

認証さ認証さ
認証された

れたれた
れたも

もも
ものとす

のとすのとす
のとす

る。
る。る。
る。

 
  
 (
((
(2
22
2)　
)　)　
)　周囲条
周囲条周囲条
周囲条件は、次による。

件は、次による。件は、次による。
件は、次による。

 
  
 (ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　周辺温

周辺温周辺温
周辺温度は、

度は、度は、
度は、最低－

最低－最低－
最低－10

1010
10℃
℃℃
℃、

、、
、最高
最高最高
最高40

4040
40℃
℃℃
℃とする。

とする。とする。
とする。

 
  
 (ｲ)　
(ｲ)　(ｲ)　
(ｲ)　周囲湿

周囲湿周囲湿
周囲湿度は、

度は、度は、
度は、最低

最低最低
最低4

44
45％
5％5％
5％、

、、
、最高8
最高8最高8
最高80

00
0％
％％
％とする。

とする。とする。
とする。

 
  
 (ｳ)　設置場所の
(ｳ)　設置場所の(ｳ)　設置場所の
(ｳ)　設置場所の高

高高
高度は、

度は、度は、
度は、標高

標高標高
標高1

11
1,
,,
,000
000000
000m以
m以m以
m以下とする。

下とする。下とする。
下とする。

標準仕様書に整合

7 / 35 ページ



２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P356 1.14.1.2 充電器

以下の字句を変更、追加した。

 
  
 充
充充
充電コ

電コ電コ
電コネ

ネネ
ネク

クク
クタ
タタ
タは、次による。

は、次による。は、次による。
は、次による。

(1)　
(1)　(1)　
(1)　充

充充
充電

電電
電器
器器
器は、電気

は、電気は、電気
は、電気自動車

自動車自動車
自動車に

にに
に搭載さ
搭載さ搭載さ
搭載される

れるれる
れる充

充充
充電制

電制電制
電制御ユニ

御ユニ御ユニ
御ユニッ

ッッ
ット
トト
トと

とと
と

通信及び電源の通電・
通信及び電源の通電・通信及び電源の通電・
通信及び電源の通電・遮断

遮断遮断
遮断を行う機能を有する

を行う機能を有するを行う機能を有する
を行う機能を有するも

もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

(
((
(2
22
2)　
)　)　
)　構
構構
構造一

造一造一
造一般

般般
般、

、、
、キャビネ
キャビネキャビネ
キャビネッ

ッッ
ット
トト
ト、

、、
、導
導導
導電部及び

電部及び電部及び
電部及び盤内

盤内盤内
盤内機

機機
機器
器器
器は、

は、は、
は、製

製製
製造

造造
造

者の
者の者の
者の標準

標準標準
標準とする。

とする。とする。
とする。

(3)　配線用
(3)　配線用(3)　配線用
(3)　配線用遮断器

遮断器遮断器
遮断器を

をを
を内蔵
内蔵内蔵
内蔵する。

する。する。
する。

(4)　
(4)　(4)　
(4)　手動

手動手動
手動で緊急

で緊急で緊急
で緊急停

停停
停止できる

止できる止できる
止できる非常開放

非常開放非常開放
非常開放ス

スス
スイ
イイ
イッチを設

ッチを設ッチを設
ッチを設け

けけ
ける。

る。る。
る。

(5)　充電コネクタ 
  
 の
のの
のに

にに
に附属 

  
 コ
ココ
コード
ードード
ードする

するする
するケーブル

ケーブルケーブル
ケーブルは、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の

標準
標準標準
標準とし、

とし、とし、
とし、長さは 

  
 、
、、
、2m以
2m以2m以
2m以上とす

上とす上とす
上とす特記によ

特記によ特記によ
特記による。

 
  
 (ｱ)　電気
(ｱ)　電気(ｱ)　電気
(ｱ)　電気自動車

自動車自動車
自動車用急

用急用急
用急速充

速充速充
速充電

電電
電装
装装
装置の

置の置の
置の充

充充
充電コ

電コ電コ
電コネ

ネネ
ネク

クク
クタ
タタ
タは、

は、は、
は、容易

容易容易
容易に

にに
に外
外外
外

 
  
 れない
れないれない
れない構

構構
構造とする。

造とする。造とする。
造とする。

 
  
 (ｲ)　電気
(ｲ)　電気(ｲ)　電気
(ｲ)　電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用普
普普
普通

通通
通充
充充
充電

電電
電装
装装
装置の

置の置の
置の充

充充
充電コ

電コ電コ
電コネ

ネネ
ネク

クク
クタ
タタ
タは、

は、は、
は、保護接

保護接保護接
保護接地

地地
地

 
  
 線が
線が線が
線が挿入

挿入挿入
挿入時に

時に時に
時に最初

最初最初
最初に

にに
に接続さ
接続さ接続さ
接続され、

れ、れ、
れ、引抜

引抜引抜
引抜き時には

き時にはき時には
き時には最後

最後最後
最後に分

に分に分
に分離さ

離さ離さ
離され

れれ
れ

 
  
 る
るる
る構
構構
構造とする。

造とする。造とする。
造とする。

標準仕様書に整合

P356 1.14.1.3

状態及び警報

表示項目

以下の字句を変更、追加した。

(1)　状態及び
及び及び
及び警

警警
警報

報報
報表示項目は、次によるほ

ほほ
ほか、

か、か、
か、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準

とす
とすとす
とする。

 
  
 (ｱ)　電気
(ｱ)　電気(ｱ)　電気
(ｱ)　電気自動車

自動車自動車
自動車用急

用急用急
用急速充

速充速充
速充電

電電
電装
装装
装置

置置
置

 
  
 (
((
(f
ff
f)　その他
)　その他)　その他
)　その他製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準の

のの
のも
もも
もの

のの
の

 
  
 (
((
(2
22
2)　
)　)　
)　警
警警
警報

報報
報表
表表
表示

示示
示項目
項目項目
項目は、次の

は、次のは、次の
は、次の項目

項目項目
項目が

がが
が個別
個別個別
個別又は一

又は一又は一
又は一括

括括
括で行

で行で行
で行わ

わわ
われる

れるれる
れるほ

ほほ
ほ

 
  
 か、
か、か、
か、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。

とする。とする。
とする。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、移

移移
移報用の遠

報用の遠報用の遠
報用の遠方

方方
方監

監監
監視
視視
視用

用用
用接点
接点接点
接点を設

を設を設
を設け

けけ
ける場合は、特記によ

る場合は、特記による場合は、特記によ
る場合は、特記によ

 
  
 る。
る。る。
る。

 
  
 (ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　充

充充
充電

電電
電器
器器
器異

異異
異常
常常
常

 
  
 (ｲ)　
(ｲ)　(ｲ)　
(ｲ)　車両

車両車両
車両異

異異
異常
常常
常

 
  
 (ｳ)　その他
(ｳ)　その他(ｳ)　その他
(ｳ)　その他製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準の

のの
のも
もも
もの

のの
の

標準仕様書に整合

P357 1.14.1.4 表示

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｲ)　 
  
 定
定定
定格：
格：格：
格：、定

、定、定
、定格

格格
格出力

出力出力
出力[kW]

[kW][kW]
[kW]、

、、
、定格電圧[V]

(ｳ)　定
(ｳ)　定(ｳ)　定
(ｳ)　定格周波数[H

格周波数[H格周波数[H
格周波数[Hz

zz
z]
]]
]

(ｶ)　I
(ｶ)　I(ｶ)　I
(ｶ)　IP

PP
P等
等等
等級
級級
級

 
  
 受注者
受注者受注者
受注者名

名名
名（

（（
（別
別別
別銘
銘銘
銘板
板板
板とすることができる。）

とすることができる。）とすることができる。）
とすることができる。）

 
  
 製
製製
製造年

造年造年
造年月

月月
月又はその

又はその又はその
又はその略

略略
略号

号号
号

 
  
 製
製製
製造

造造
造番
番番
番号

号号
号

標準仕様書に整合

P357 1.14.
1.14.1.14.
1.14.2

22
2

電気
電気電気
電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用

普
普普
普通

通通
通充
充充
充電

電電
電装
装装
装置

置置
置

左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

P357 1.14.2.1 一般事項

以下の字句を変更、追加した。

(1)　電気自動車用普通充電装置 
  
 充
充充
充電制

電制電制
電制御装

御装御装
御装置、

置、置、
置、は、

は、は、
は、充

充充
充電

電電
電器
器器
器と

とと
と

充電コネクタ 
  
 等により
等により等により
等により構

構構
構成し、

成し、成し、
成し、を一体とした

を一体としたを一体とした
を一体とした装

装装
装置で、

置で、置で、
置で、充

充充
充電コ

電コ電コ
電コ

ネ
ネネ
ネク

クク
クタ
タタ
タを

をを
を電気自動車 

  
 の
のの
の車載充
車載充車載充
車載充電

電電
電器
器器
器に

にに
にに

にに
に接続
接続接続
接続し、

し、し、
し、交流で 

  
 給
給給
給充
充充
充電

できるものとする。 
  
 ま
まま
また、定

た、定た、定
た、定格

格格
格電

電電
電圧
圧圧
圧は、特記による。

は、特記による。は、特記による。
は、特記による。

(
((
(2
22
2)　電気
)　電気)　電気
)　電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用普
普普
普通

通通
通充
充充
充電

電電
電装
装装
装置は、

置は、置は、
置は、JA

JAJA
JARI 

RI RI 
RI A
AA
A 0001
 0001 0001
 0001「EV

「EV「EV
「EV/

//
/PHEV
PHEVPHEV
PHEV

用
用用
用A
AA
AC
CC
C普
普普
普通

通通
通充
充充
充電

電電
電器製
器製器製
器製品

品品
品認証
認証認証
認証基

基基
基準」
準」準」
準」の適合を

の適合をの適合を
の適合を認証さ

認証さ認証さ
認証された

れたれた
れたも

もも
ものとす

のとすのとす
のとす

る。
る。る。
る。

標準仕様書に整合

P357 1.14.
1.14.1.14.
1.14.2

22
2.
..
.2
22
2 充
充充
充電

電電
電器
器器
器 左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P357 1.14.2.3

状態及び警報

表示項目

以下の字句を変更、追加した。

(1)　状
(1)　状(1)　状
(1)　状態

態態
態及び

及び及び
及び警

警警
警報

報報
報表
表表
表示

示示
示項目
項目項目
項目は、次による

は、次によるは、次による
は、次によるほ

ほほ
ほか、

か、か、
か、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準

とする。
とする。とする。
とする。

 
  
 (ｲ)　電気
(ｲ)　電気(ｲ)　電気
(ｲ)　電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用普
普普
普通

通通
通充
充充
充電

電電
電装
装装
装置

置置
置

 
  
 (
((
(c
cc
c)　その他
)　その他)　その他
)　その他製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準の

のの
のも
もも
もの

のの
の

標準仕様書に整合

P357 1.14.
1.14.1.14.
1.14.2

22
2.4
.4.4
.4 表
表表
表示

示示
示 左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

R4版 1.14.
1.14.1.14.
1.14.2

22
2  

  
 構
構構
構造一

造一造一
造一般

般般
般 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

R4版 1.14.3
1.14.31.14.3
1.14.3  

  
 キャビネ
キャビネキャビネ
キャビネッ

ッッ
ット
トト
ト 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

R4版 1.14.4
1.14.41.14.4
1.14.4  

  
 電力変換
電力変換電力変換
電力変換装

装装
装置

置置
置 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

R4版 1.14.
1.14.1.14.
1.14.5

55
5  

  
 充
充充
充電制

電制電制
電制御装

御装御装
御装置

置置
置 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

R4版 1.14.
1.14.1.14.
1.14.7

77
7  

  
 器具類
器具類器具類
器具類 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

R4版 1.14.9
1.14.91.14.9
1.14.9  

  
 予備品
予備品予備品
予備品等

等等
等 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

　 第１５節　電熱装置

　 第１６節　雷保護装置

P358 1.16.1

突針支持管及

び取付け金物

以下の字句を変更した。

(1)　本節によるほか、 
  
 J
JJ
JIS 
IS IS 
IS A
AA
A 4
 4 4
 42
22
201
0101
01「
「「
「建築
建築建築
建築物

物物
物等の

等の等の
等の雷

雷雷
雷保護」
保護」保護」
保護」J

JJ
JIS
ISIS
IS

Z
ZZ
Z 9
 9 9
 92
22
290
9090
90-
--
-3
33
3「
「「
「雷
雷雷
雷保護―
保護―保護―
保護―第3部

第3部第3部
第3部：

：：
：建築
建築建築
建築物

物物
物等への

等への等への
等への物

物物
物的損傷
的損傷的損傷
的損傷及び

及び及び
及び人命

人命人命
人命の

のの
の

危険
危険危険
危険」

」」
」及び関係法令に適合したものとする。

標準仕様書に整合

（JIS改正）

　 第１７節　接地

　 第１８節　外線材料

P360 表1.18.2

地中ケーブル

保護材料

以下の規格を追加した。

電力
電力電力
電力ケーブル保護

ケーブル保護ケーブル保護
ケーブル保護管

管管
管(CC

(CC(CC
(CCVP
VPVP
VP)

))
)

電力
電力電力
電力ケーブル保護

ケーブル保護ケーブル保護
ケーブル保護管

管管
管(

((
(E
EE
EC
CC
CVP
VPVP
VP)

))
)

独自内容の追加

9 / 35 ページ



２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第１９節　機材の試験

P361

P365

P366

1.19.1 試験

以下の字句を変更、追加した。

(1)　照明器具等の試験は、表1.19.1により行い、監督職員に試

験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

 
  
 なお、試
なお、試なお、試
なお、試験

験験
験個数
個数個数
個数は、

は、は、
は、表

表表
表1.19.

1.19.1.19.
1.19.2

22
2による。
による。による。
による。

(2)　分電盤、住宅用分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器

箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 
  
 表
表表
表1.19.3

1.19.31.19.3
1.19.3表

表表
表

1.19.
1.19.1.19.
1.19.2

22
2により行い、監督職員に試験成績書を提出 

  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受

 
  
 け
けけ
けす

すす
する。ただし、OA盤の端子盤部の試験は、第6編1.21.1「試

験」(1)
(1)(1)
(1)による。

なお、器具類の試験は、 
  
 表
表表
表1.19.4

1.19.41.19.4
1.19.4表

表表
表1.19.3

1.19.31.19.3
1.19.3により行い、監督職

員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(6)　バスダクト及び附属品の試験は、 
  
 表
表表
表1.19.

1.19.1.19.
1.19.5

55
5表
表表
表1.19.4

1.19.41.19.4
1.19.4によ

り行い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(7)　ケーブルラックの試験は、製造者の社内規格による試験方

法（形式試験とすることができる。）により行い、監督職員に

試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(8)　電熱装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書

を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(9)　雷保護装置の突針支持管は、建築基準法施行令(昭和25年

政令第338号)第87条に定めるところによる風圧力に耐えるもの

し、構造耐力上安全である旨の計算書等を監督職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、

 
  
 承諾
承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(10)　マンホール及びハンドホールの鉄ふたの試験は、表

1.19.7による形式試験とし、監督職員に形式試験成績書を提出

 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(11)　ブロックマンホール及びブロックハンドホールの試験

は、 
  
 表
表表
表1.19.9

1.19.91.19.9
1.19.9表

表表
表1.19.

1.19.1.19.
1.19.8

88
8により行い、監督職員に試験成績書を提

出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(12)　ブロックマンホール及びブロックハンドホールの耐荷重

性能は、種類ごとに、強度計算書（床板、側板、底板）、配筋

図及び鉄筋の規格証明書を監督職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
す

る。

標準仕様書に整合

P361 表1.19.1

照明器具等の

試験

以下の字句を変更、追加した。

○注

*4　JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」に定めるところに

よる風圧力に耐えるものとし、構造耐力上安全である旨の計算

書等を監督職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

R4版  
  
 表
表表
表1.19.

1.19.1.19.
1.19.2

22
2  

  
 試
試試
試験
験験
験個数
個数個数
個数 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

P365 表1.19.3 器具類の試験

以下の字句を変更した。

○保護継電器

 
  
 JEM
JEMJEM
JEM 13

 13 13
 135
55
56
66
6「
「「
「電

電電
電動
動動
動機用

機用機用
機用熱動形

熱動形熱動形
熱動形及び電

及び電及び電
及び電子式保護継

子式保護継子式保護継
子式保護継電

電電
電器」
器」器」
器」J

JJ
JIS C
IS CIS C
IS C

82
8282
8201

0101
01-
--
-4
44
4-
--
-1
11
1「低圧開閉装
「低圧開閉装「低圧開閉装
「低圧開閉装置及び制

置及び制置及び制
置及び制御装

御装御装
御装置

置置
置－
－－
－第4

第4第4
第4-
--
-1部
1部1部
1部：接触器
：接触器：接触器
：接触器及び

及び及び
及び

モータ
モータモータ
モータス

スス
スタータ：
タータ：タータ：
タータ：電気機

電気機電気機
電気機械式接触器

械式接触器械式接触器
械式接触器及び

及び及び
及びモータ

モータモータ
モータス

スス
スタータ」
タータ」タータ」
タータ」及

びJEM 1357「電動機用静止形保護継電器」による受渡検査

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第２章　　施工
第２章　　施工第２章　　施工
第２章　　施工

　 第１節　　共通事項

P370 2.1.12 機器の取付け

以下の字句を追加した。

(1)(ｴ)　コンクリ
(1)(ｴ)　コンクリ(1)(ｴ)　コンクリ
(1)(ｴ)　コンクリート

ートート
ート埋

埋埋
埋込み
込み込み
込みの

のの
のボ
ボボ
ボックス、分電

ックス、分電ックス、分電
ックス、分電盤

盤盤
盤の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱等

等等
等

は、
は、は、
は、型

型型
型枠
枠枠
枠に

にに
に取付け
取付け取付け
取付ける。

る。る。
る。

なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外箱
箱箱
箱等に

等に等に
等に仮

仮仮
仮枠
枠枠
枠を

をを
を使
使使
使用する場合は、

用する場合は、用する場合は、
用する場合は、外

外外
外箱
箱箱
箱等を

等を等を
等を取付け

取付け取付け
取付けた

たた
た後
後後
後

にその
にそのにその
にその周囲

周囲周囲
周囲のすき間を

のすき間をのすき間を
のすき間をモルタル

モルタルモルタル
モルタルで

でで
で充
充充
充て

てて
てん
んん
んする。

する。する。
する。

(3)(ｳ)　
(3)(ｳ)　(3)(ｳ)　
(3)(ｳ)　水

水水
水気のある場所に設置する

気のある場所に設置する気のある場所に設置する
気のある場所に設置するボ

ボボ
ボルト
ルトルト
ルト、

、、
、つ
つつ
つり

りり
りボ
ボボ
ボルト
ルトルト
ルト等

等等
等

は、機
は、機は、機
は、機器

器器
器との間に異

との間に異との間に異
との間に異種金属接触

種金属接触種金属接触
種金属接触腐食

腐食腐食
腐食を

をを
を起
起起
起こ

ここ
こさ
ささ
さないように

ないようにないように
ないように取付

取付取付
取付

け
けけ
ける。

る。る。
る。

以下の字句を変更した。

(1)( 
  
 ｴ
ｴｴ
ｴｵ
ｵｵ
ｵ)　卓上形

形形
形機器は、移動又は転倒しないように 

  
 置
置置
置台
台台
台に

にに
に支
支支
支

 
  
 持
持持
持する。

する。する。
する。ま

まま
また

たた
た、転

転転
転倒防
倒防倒防
倒防止の

止の止の
止の措

措措
措置を施す。

置を施す。置を施す。
置を施す。

(ｶ)
(ｶ)(ｶ)
(ｶ)　卓上形機器の置台は、移動又は転倒しないように 

  
 床
床床
床スラ

スラスラ
スラ

 
  
 ブ
ブブ
ブに

にに
にボ
ボボ
ボルト
ルトルト
ルトで

でで
で固
固固
固定する

定する定する
定する措

措措
措置を施す

置を施す置を施す
置を施す。

標準仕様書に整合

P372 2.1.13 耐震施工

以下の字句を変更した。

(5)　 
  
 建
建建
建物引込
物引込物引込
物引込部の

部の部の
部の耐

耐耐
耐震
震震
震処
処処
処置を行う配

置を行う配置を行う配
置を行う配管

管管
管及び

及び及び
及び建物のエキスパン

ションジョイント部の配線は、特記による措置を施 
  
 す
すす
すし、

し、し、
し、余長

余長余長
余長

は特記によ
は特記によは特記によ
は特記による。

(6)　建物引込部の 
  
 耐
耐耐
耐震
震震
震処
処処
処置

置置
置地盤変位 

  
 後
後後
後に

にに
に内
内内
内径
径径
径曲
曲曲
曲げ

げげ
げ半径
半径半径
半径が、

が、が、
が、原

原原
原

 
  
 則
則則
則として

としてとして
として管

管管
管内
内内
内径
径径
径の6

の6の6
の6倍
倍倍
倍以
以以
以上となるように

上となるように上となるように
上となるように敷

敷敷
敷設する

設する設する
設するへの対応

への対応への対応
への対応を行

う配管は、 
  
 想
想想
想定

定定
定沈
沈沈
沈下

下下
下量
量量
量の

のの
の特記による措

措措
措置を施す

置を施す置を施す
置を施す。

標準仕様書に整合

　 第２節　　金属管配線

R4版 2.2.3

隠ぺい配管の

敷設

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(8
88
8)　コンクリ
)　コンクリ)　コンクリ
)　コンクリート

ートート
ート埋

埋埋
埋込み
込み込み
込みの

のの
のボ
ボボ
ボックス及び分電

ックス及び分電ックス及び分電
ックス及び分電盤

盤盤
盤の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱等は、

等は、等は、
等は、

 
  
 型
型型
型枠
枠枠
枠に

にに
に取付け
取付け取付け
取付ける。

る。る。
る。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外箱
箱箱
箱等に

等に等に
等に仮

仮仮
仮枠
枠枠
枠を

をを
を使
使使
使用する場合は、

用する場合は、用する場合は、
用する場合は、外

外外
外箱
箱箱
箱等を

等を等を
等を取付け

取付け取付け
取付けた

たた
た後
後後
後

 
  
 にその
にそのにその
にその周囲

周囲周囲
周囲のすき間を

のすき間をのすき間を
のすき間をモルタル

モルタルモルタル
モルタルで

でで
で充
充充
充て

てて
てん
んん
んする。

する。する。
する。

標準仕様書に整合

P372

P373

2.2.5 管の接続

以下の字句を変更、追加した。

(6)　ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は、絶縁
絶縁絶縁
絶縁電

電電
電

線、
線、線、
線、軟銅線 

  
 を
をを
を使
使使
使用

用用
用等と

等と等と
等とする。

なお、
なお、なお、
なお、ボ

ボボ
ボン

ンン
ンド
ドド
ド線に

線に線に
線に絶縁

絶縁絶縁
絶縁電線（

電線（電線（
電線（EM-

EM-EM-
EM-I

II
IE
EE
E）を用いる場合の
）を用いる場合の）を用いる場合の
）を用いる場合の太さ 

  
 の
のの
の

は、
は、は、
は、表2.2.1に 

  
 示す
示す示す
示すよる。

よる。よる。
よる。

表2.2.1　ボンド線の太さ

○配線用遮断器等の定格電流[A]／ 
  
 ボ
ボボ
ボン

ンン
ンド
ドド
ド絶縁
絶縁絶縁
絶縁電

電電
電線（

（（
（EM-
EM-EM-
EM-I

II
IE
EE
E）
））
）の

太さ

30
3030
30以
以以
以下

下下
下／1.6

1.61.6
1.6mm以
mm以mm以
mm以上

上上
上

60
6060
60以
以以
以下

下下
下／2.0mm以上

 
  
 225以
225以225以
225以下

下下
下25
2525
250

00
0以
以以
以下

下下
下／14mm

2

以上

600以下／3
33
38mm
8mm8mm
8mm

2
22
2

以
以以
以上

上上
上

○備考
備考備考
備考　

　　
　ボ
ボボ
ボン

ンン
ンド
ドド
ド線に

線に線に
線に軟銅

軟銅軟銅
軟銅線又は

線又は線又は
線又は銅帯

銅帯銅帯
銅帯を用いる場合は、配線用

を用いる場合は、配線用を用いる場合は、配線用
を用いる場合は、配線用

遮断器
遮断器遮断器
遮断器等の定

等の定等の定
等の定格

格格
格電

電電
電流
流流
流に

にに
に基づ
基づ基づ
基づいて

いていて
いて選

選選
選定

定定
定さ
ささ
される太

れる太れる太
れる太さ

ささ
さとする。

とする。とする。
とする。

標準仕様書に整合

P375 2.2.9 通線

以下の字句を追加した。

(1)　通線は、通線直前に管内を清掃し、電線を損傷しないよう

 
  
 養
養養
養生しながら行う

生しながら行う生しながら行う
生しながら行う管

管管
管端
端端
端口
口口
口を

をを
を保護
保護保護
保護した

したした
した後

後後
後に

にに
に引入
引入引入
引入れる

れるれる
れる。

標準仕様書に整合

　 第３節　　合成樹脂管配線（ＰＦ管，ＣＤ管）

R4版 2.3.3

隠ぺい配管の

敷設

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(7
77
7)　コンクリ
)　コンクリ)　コンクリ
)　コンクリート

ートート
ート埋

埋埋
埋込み
込み込み
込みの

のの
のボ
ボボ
ボックス、分電

ックス、分電ックス、分電
ックス、分電盤

盤盤
盤の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱等は、

等は、等は、
等は、型

型型
型

 
  
 枠
枠枠
枠に

にに
に取付け
取付け取付け
取付ける。

る。る。
る。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外箱
箱箱
箱等に

等に等に
等に仮

仮仮
仮枠
枠枠
枠を

をを
を使
使使
使用する場合は、

用する場合は、用する場合は、
用する場合は、外

外外
外箱
箱箱
箱等を

等を等を
等を取付け

取付け取付け
取付けた

たた
た後
後後
後

 
  
 にその
にそのにその
にその周囲

周囲周囲
周囲のすき間を

のすき間をのすき間を
のすき間をモルタル

モルタルモルタル
モルタルで

でで
で充
充充
充て

てて
てん
んん
んする。

する。する。
する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第４節　　合成樹脂管配線（硬質ビニル管）

R4版 2.4.3

隠ぺい配管の

敷設

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(8
88
8)　コンクリ
)　コンクリ)　コンクリ
)　コンクリート

ートート
ート埋

埋埋
埋込み
込み込み
込みの

のの
のボ
ボボ
ボックス及び分電

ックス及び分電ックス及び分電
ックス及び分電盤

盤盤
盤の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱等は、

等は、等は、
等は、

 
  
 型
型型
型枠
枠枠
枠に

にに
に取付け
取付け取付け
取付ける。

る。る。
る。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外箱
箱箱
箱等に

等に等に
等に仮

仮仮
仮枠
枠枠
枠を

をを
を使
使使
使用する場合は、

用する場合は、用する場合は、
用する場合は、外

外外
外箱
箱箱
箱等を

等を等を
等を取付け

取付け取付け
取付けた

たた
た後
後後
後

 
  
 にその
にそのにその
にその周囲

周囲周囲
周囲のすき間を

のすき間をのすき間を
のすき間をモルタル

モルタルモルタル
モルタルで

でで
で充
充充
充て

てて
てん
んん
んする。

する。する。
する。

標準仕様書に整合

　 第５節　　金属製可とう電線管配線

　 第６節　　ライティングダクト配線

　 第７節　　金属ダクト配線

　 第８節　　金属線ぴ配線

　 第９節　　バスダクト配線

P381 2.9.3

管の接続バス

ダクトの接続

以下の字句を変更、追加した。

(7)　ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は、絶縁
絶縁絶縁
絶縁電

電電
電

線、
線、線、
線、軟銅線 

  
 又は同等
又は同等又は同等
又は同等以

以以
以上の

上の上の
上の断

断断
断面

面面
面積
積積
積の

のの
の銅帯
銅帯銅帯
銅帯若

若若
若しくは

しくはしくは
しくは編

編編
編組

組組
組銅
銅銅
銅線

線線
線等

等等
等

とする。

なお、
なお、なお、
なお、ボ

ボボ
ボン

ンン
ンド
ドド
ド線に

線に線に
線に絶縁

絶縁絶縁
絶縁電線（

電線（電線（
電線（EM-

EM-EM-
EM-I

II
IE
EE
E）を用いる場合の
）を用いる場合の）を用いる場合の
）を用いる場合の太さ 

  
 の
のの
の

は、
は、は、
は、表2.9.1に 

  
 示す
示す示す
示すよる。

よる。よる。
よる。

表2.9.1　ボンド線の太さ

○配線用遮断器等の定格電流[A]／ 
  
 ボ
ボボ
ボン

ンン
ンド
ドド
ド絶縁
絶縁絶縁
絶縁電

電電
電線（

（（
（EM-
EM-EM-
EM-I

II
IE
EE
E）
））
）の

太さ[mm

2

]

 
  
 1
11
1,
,,
,600
600600
600以
以以
以下

下下
下1

11
1,2
,2,2
,200

0000
00以
以以
以下

下下
下／100以上

 
  
 2,5
2,52,5
2,500

0000
00以
以以
以下

下下
下／ 

  
 1
11
15
55
50
00
0以
以以
以上

上上
上

○備考
備考備考
備考　

　　
　ボ
ボボ
ボン

ンン
ンド
ドド
ド線に

線に線に
線に軟銅

軟銅軟銅
軟銅線又は

線又は線又は
線又は銅帯

銅帯銅帯
銅帯を用いる場合は、配線用

を用いる場合は、配線用を用いる場合は、配線用
を用いる場合は、配線用

遮断器
遮断器遮断器
遮断器等の定

等の定等の定
等の定格

格格
格電

電電
電流
流流
流に

にに
に基づ
基づ基づ
基づいて

いていて
いて選

選選
選定

定定
定さ
ささ
される太

れる太れる太
れる太さ

ささ
さとする。

とする。とする。
とする。

標準仕様書に整合

　 第１０節　ケーブル配線

P383 2.10.4.2

ケーブルの接

続

以下の字句を変更した。

(6)　 
  
 屋
屋屋
屋外
外外
外で

でで
でEM-
EM-EM-
EM-C

CC
CEケーブル
EケーブルEケーブル
Eケーブル、

、、
、耐
耐耐
耐火

火火
火ケーブル
ケーブルケーブル
ケーブル又は

又は又は
又はEM-高圧

EM-高圧EM-高圧
EM-高圧架橋

架橋架橋
架橋ポ

ポポ
ポ

リ
リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ンケーブル
ケーブルケーブル
ケーブルの

のの
のケーブル相互の接続 

  
 又は
又は又は
又は及び

及び及び
及び端末処理 

  
 を
をを
を

 
  
 行う場合
行う場合行う場合
行う場合の

のの
の際
際際
際に、シ

シシ
シュ
ュュ
ュリンク

リンクリンク
リンクバ

ババ
バック現象によるシ

ック現象によるシック現象によるシ
ック現象によるシー

ーー
ース

スス
ス 

  
 被覆
被覆被覆
被覆の

のの
の

収縮抑
抑抑
抑制

制制
制対策を施す場合は、特記による。

標準仕様書に整合

　 第１１節　架空配線

P386 2.11.3

がいしの取付

け

以下の項目を追加した。

(
((
(2
22
2)　
)　)　
)　架
架架
架線は、

線は、線は、
線は、架空

架空架空
架空ケーブル

ケーブルケーブル
ケーブルの

のの
の安
安安
安全率を

全率を全率を
全率を維

維維
維持
持持
持できる

できるできる
できる弛

弛弛
弛度により

度により度により
度により

敷
敷敷
敷設する。

設する。設する。
設する。

標準仕様書に整合

　 第１２節　地中配線

P387 2.12.3

マンホール及

びハンドホー

ルの敷設

以下の字句を変更、追加した。

(2)　マンホールの壁には、ケーブル及び接続部の支持材を取付

ける。ハ
ハハ
ハン

ンン
ンド
ドド
ドホ
ホホ
ホール
ールール
ールの

のの
の壁
壁壁
壁に

にに
にケーブル
ケーブルケーブル
ケーブル及び

及び及び
及び接続

接続接続
接続部の

部の部の
部の支持

支持支持
支持材を

材を材を
材を取

取取
取

付け
付け付け
付ける場合は、特記による。

る場合は、特記による。る場合は、特記による。
る場合は、特記による。

なお、支持材が金属製の場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ又はス

テンレス鋼製とし、陶製 
  
 、
、、
、木
木木
木製
製製
製等の枕を設ける。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P387 2.12.5

ケーブルの敷

設

以下の字句を変更、追加した。

(1)　管内にケーブルを敷設する場合は、引入れに先立ち管内を

清掃し、ケーブルを損傷しないように管端口を保護した後に引

入れ 
  
 る
るる
る、

、、
、水
水水
水が

がが
が管
管管
管内
内内
内に

にに
に浸
浸浸
浸入
入入
入しないように、必要に応じて、

しないように、必要に応じて、しないように、必要に応じて、
しないように、必要に応じて、防水

防水防水
防水

処理
処理処理
処理を施す

を施すを施す
を施す。

(4)　ケーブル
ケーブルケーブル
ケーブルは、

は、は、
は、原

原原
原則
則則
則として

としてとして
としてマ

ママ
マン

ンン
ンホ
ホホ
ホール
ールール
ール及び

及び及び
及びハ

ハハ
ハン

ンン
ンド
ドド
ドホ
ホホ
ホール
ールール
ールの

のの
の

内
内内
内部で

部で部で
部で接続

接続接続
接続してはならない。ただし、や

してはならない。ただし、やしてはならない。ただし、や
してはならない。ただし、やむ

むむ
むを

をを
を得
得得
得ず

ずず
ずマンホール

及びハンドホール内でケーブルを接続する場合は、合成樹脂

モールド工法等の防水性能を有する工法とする。

標準仕様書に整合

　 第１３節　接地

P388 2.13.3

C種接地工事を

施す電気工作

物

以下の字句を追加した。

(1)(ｴ)　使用電圧が300Vを超える低圧ケーブル配線による電線

路のケーブルを収める金属管、ケーブルの防護装置の金属製部

分、ケーブルラック及び
及び及び
及びセパレ

セパレセパレ
セパレータ

ータータ
ータ、

、、
、低圧ケーブル
低圧ケーブル低圧ケーブル
低圧ケーブルと

とと
と弱
弱弱
弱電

電電
電流
流流
流

電線の間の
電線の間の電線の間の
電線の間の金属製

金属製金属製
金属製隔

隔隔
隔壁
壁壁
壁、金属製接続箱、ケーブルの金属被覆等

標準仕様書に整合

P389 2.13.4

D種接地工事を

施す電気工作

物

以下の字句を追加した。

(1)(ｳ)　使用電圧が300V以下の金属管配線、金属製可とう電線

管配線、金属ダクト配線、ライティングダクト配線（合成樹脂

等の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用した場合は除

く。）、バスダクト配線、金属線ぴ配線に使用する管、ダク

ト、線ぴ、その附属品、300V以下のケーブル配線に使用する

ケーブル防護装置の金属製部分、ケーブルラック及び
及び及び
及びセパレ

セパレセパレ
セパレー

ーー
ー

タ
タタ
タ、

、、
、低圧ケーブル
低圧ケーブル低圧ケーブル
低圧ケーブルと

とと
と弱
弱弱
弱電

電電
電流
流流
流電線の間の

電線の間の電線の間の
電線の間の金属製

金属製金属製
金属製隔

隔隔
隔壁
壁壁
壁、金属製接

続箱、ケーブルの金属被覆等

標準仕様書に整合

P391 2.13.13

各接地と雷保

護設備、避雷

器の接地との

離隔

以下の字句を変更した。

(1)　
　　
　構
構構
構造体を

造体を造体を
造体を接

接接
接地

地地
地極
極極
極として

としてとして
として利

利利
利用しない場合は、

用しない場合は、用しない場合は、
用しない場合は、接地極及びそ

の裸導線 
  
 の地中部分
の地中部分の地中部分
の地中部分は、雷保護設備、避雷器の接地極及びその

裸導線 
  
 の地中部分
の地中部分の地中部分
の地中部分から2m以上離す。

標準仕様書に整合

　 第１４節　電灯設備

P392 2.14.3

機器の取付け

及び接続

以下の字句を変更した。

(1)(ｱ)(c)　発電機回路のコンセント 
  
 のプ
のプのプ
のプレ

レレ
レート
ートート
ート、

、、
、及び

及び及び
及び二重床

用テーブルタップ 
  
 等に
等に等に
等には、一般電源回路と区別がつくように、

に、に、
に、

回路種別を表示又は
又は又は
又は外郭表

外郭表外郭表
外郭表面の

面の面の
面の色

色色
色により

によりにより
により色

色色
色別
別別
別する。

標準仕様書に整合

　 第１５節　動力設備

P393 2.15.1 配線

以下の字句を追加した。

(1)(ｱ)　電動機への配線のうち、電動機端子箱に直接接続する

部分には、金属製可とう電線管を使用するほか、特記による。

ただし、電動機が端子箱を有していない場合又は電動機の設置

場所が二重天井内の場合は、この限りでない。

なお、
なお、なお、
なお、露

露露
露出配

出配出配
出配管

管管
管の

のの
の支持
支持支持
支持架台

架台架台
架台を設

を設を設
を設け

けけ
ける場合は、特記による。

る場合は、特記による。る場合は、特記による。
る場合は、特記による。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第１６節　電熱設備

　 第１７節　雷保護設備

P394 2.17.1 一般事項

以下の字句を変更した。

(1)　本節によるほか、 
  
 J
JJ
JIS 
IS IS 
IS A
AA
A 4
 4 4
 42
22
201
0101
01「
「「
「建築
建築建築
建築物

物物
物等の

等の等の
等の雷

雷雷
雷保護」
保護」保護」
保護」J

JJ
JIS
ISIS
IS

Z
ZZ
Z 9
 9 9
 92
22
290
9090
90-
--
-3
33
3「
「「
「雷
雷雷
雷保護－
保護－保護－
保護－第3部

第3部第3部
第3部：

：：
：建築
建築建築
建築物

物物
物等への

等への等への
等への物

物物
物的損傷
的損傷的損傷
的損傷及び

及び及び
及び人命

人命人命
人命の

のの
の

危険
危険危険
危険」

」」
」及び関係法令に適合したものとする。

標準仕様書に整合

P395 2.17.4 接地極

以下の字句を追加した。

(2)(ｱ)　板状接地極、垂直接地極及び放射状接地極（水平接地

極）は、特記によるほか、ガス管から1.5m以上離隔する。ただ
ただただ
ただ

し、
し、し、
し、ガ

ガガ
ガス

スス
ス管
管管
管に

にに
に雷
雷雷
雷等電

等電等電
等電位

位位
位ボ
ボボ
ボン

ンン
ンデ
デデ
ディ
ィィ
ィン

ンン
ング
ググ
グを施す場合は、この

を施す場合は、このを施す場合は、この
を施す場合は、この限

限限
限り

りり
り

でない。
でない。でない。
でない。

標準仕様書に整合

　 第１８節　施工の立会い及び試験

P396

P397

2.18.2 施工の試験

以下の字句を変更、追加した。

(1)　次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、

 
  
 承諾
承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(ｱ)　接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、構造体利用

とした接地極、環状接地極、網状接地極又は基礎接地極の場合

における接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期及

び回数は、特記による。

なお、電
なお、電なお、電
なお、電圧

圧圧
圧降
降降
降下法による

下法による下法による
下法による測

測測
測定が

定が定が
定が困

困困
困難
難難
難な場合は、

な場合は、な場合は、
な場合は、ウ

ウウ
ウェ
ェェ
ェン

ンン
ンナー
ナーナー
ナーの

のの
の

四
四四
四電

電電
電極
極極
極法により

法により法により
法により推

推推
推定した

定した定した
定した接

接接
接地

地地
地抵抗
抵抗抵抗
抵抗値

値値
値とすることができる。

とすることができる。とすることができる。
とすることができる。

(
((
(ｹ
ｹｹ
ｹ)　電気
)　電気)　電気
)　電気自動車

自動車自動車
自動車用

用用
用充
充充
充電設

電設電設
電設備

備備
備は、

は、は、
は、取付け

取付け取付け
取付け及び配線

及び配線及び配線
及び配線完

完完
完了
了了
了後
後後
後に

にに
に動
動動
動作

作作
作

試
試試
試験
験験
験を行い、機

を行い、機を行い、機
を行い、機器

器器
器の

のの
の動
動動
動作が設計図書の機能を

作が設計図書の機能を作が設計図書の機能を
作が設計図書の機能を満

満満
満たしているこ

たしているこたしているこ
たしているこ

とを
とをとを
とを確

確確
確認
認認
認する。

する。する。
する。

以下の表を追加した。

表2
表2表2
表2.1

.1.1

.18
88
8.3
.3.3
.3／照明
／照明／照明
／照明制

制制
制御装
御装御装
御装置の試

置の試置の試
置の試験

験験
験

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第３編
第３編第３編
第３編 受変電設備工事

受変電設備工事受変電設備工事
受変電設備工事

第１章　　機材
第１章　　機材第１章　　機材
第１章　　機材

　 第１節　キュービクル式配電盤

P398 1.1.2 一般事項

以下の字句を変更した。

(8)　 
  
 交
交交
交流遮断器
流遮断器流遮断器
流遮断器と機

と機と機
と機械

械械
械的
的的
的又は電気

又は電気又は電気
又は電気的

的的
的に

にに
に断路器
断路器断路器
断路器には、関連した

には、関連したには、関連した
には、関連した

遮断器
遮断器遮断器
遮断器、

、、
、開閉器
開閉器開閉器
開閉器等が

等が等が
等が開

開開
開のときに

のときにのときに
のときに限

限限
限り

りり
り開閉
開閉開閉
開閉できる

できるできる
できるインターロッ

ク 
  
 が
がが
がを

をを
を施 

  
 さ
ささ
されていない

れていないれていない
れていない断路器

断路器断路器
断路器には、交

には、交には、交
には、交流遮断器

流遮断器流遮断器
流遮断器の

のの
の開閉
開閉開閉
開閉状

状状
状態
態態
態を

をを
を

 
  
 機
機機
機械
械械
械的
的的
的又は電気

又は電気又は電気
又は電気的

的的
的に

にに
に表
表表
表示する

示する示する
示する装

装装
装置を

置を置を
置を断路器

断路器断路器
断路器の

のの
の操
操操
操作場所に

作場所に作場所に
作場所に近

近近
近接
接接
接

 
  
 して設置する。
して設置する。して設置する。
して設置する。す。

す。す。
す。ただし、避雷器用の断路器においては、省

略することができる。

標準仕様書に整合

P399

P400

1.1.3 キャビネット

以下の字句を変更、追加した。

(2)(ｱ)　ドアは、 
  
 施
施施
施錠 

  
 でき、か
でき、かでき、か
でき、かつ

つつ
つ、

、、
、付
付付
付きとし、次による。

きとし、次による。きとし、次による。
きとし、次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　錠
錠錠
錠の

のの
の鍵
鍵鍵
鍵は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、

とする。ただし、とする。ただし、
とする。ただし、鍵

鍵鍵
鍵の仕

の仕の仕
の仕様

様様
様等を

等を等を
等を

指
指指
指定する場合は、特記による。

定する場合は、特記による。定する場合は、特記による。
定する場合は、特記による。

(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のハ
ハハ
ハン

ンン
ンドル
ドルドル
ドルは、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、施

とする。ただし、施とする。ただし、施
とする。ただし、施

錠
錠錠
錠・

・・
・解錠
解錠解錠
解錠状

状状
状態表
態表態表
態表示

示示
示付
付付
付とする場合は、特記による。

とする場合は、特記による。とする場合は、特記による。
とする場合は、特記による。

(c)　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のちょう番は、ドア前面から見えない構造とする。

標準仕様書に整合

（セキュリティ性能

の確保のため。）

P403 1.1.5 器具類

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｳ)　双投電磁接触器は 
  
 (ｲ)
(ｲ)(ｲ)
(ｲ)、JEM

JEMJEM
JEM 146

 146 146
 1465「接触器式ト

5「接触器式ト5「接触器式ト
5「接触器式トランス

ランスランス
ランス

ファ
ファファ
ファス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチ」

」」
」による 

  
 。
。。
。ほ
ほほ
ほか

かか
か、 

  
 ま
まま
また、電源

た、電源た、電源
た、電源切替

切替切替
切替え等に

え等にえ等に
え等に使

使使
使用す

用す用す
用す

 
  
 る
るる
る開閉
開閉開閉
開閉頻

頻頻
頻度の

度の度の
度の少

少少
少ない

ないない
ないも

もも
ものは

のはのは
のは次に示す性能以上のものとする 

  
 こと
ことこと
こと

 
  
 ができ
ができができ
ができ。ただし、機械的又は電気的にインターロック 

  
 が
がが
がを

をを
を施 

  
 さ
ささ
さ

 
  
 れてい
れていれてい
れていす

すす
す構
構構
構成と

成と成と
成とする場合は、 

  
 単投
単投単投
単投の

のの
のも
もも
ものを

のをのを
のを(ｲ)による電

(ｲ)による電(ｲ)による電
(ｲ)による電磁

磁磁
磁接触
接触接触
接触

器
器器
器2個の

のの
の組合せによる

によるによる
によるも

もも
ものとす

のとすのとす
のとすることができる。

(a)　機械的耐久性　　　5
55
51
11
1万回以上

(b)　電気的耐久性　　　1
11
10.6
0.60.6
0.6万回以上

(3)(ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　絶縁

絶縁絶縁
絶縁方式

方式方式
方式は

はは
は油
油油
油入
入入
入又は

又は又は
又は乾

乾乾
乾式
式式
式とし、特記による。

とし、特記による。とし、特記による。
とし、特記による。

なお、
なお、なお、
なお、乾

乾乾
乾式
式式
式は

はは
はガ
ガガ
ガス

スス
ス入
入入
入り（S

り（Sり（S
り（SF

FF
F

6
66
6

ガ
ガガ
ガスを

スをスを
スを使

使使
使用している

用している用している
用しているも

もも
ものを除

のを除のを除
のを除

く。）又は
く。）又はく。）又は
く。）又は樹脂

樹脂樹脂
樹脂充

充充
充填
填填
填とする。

とする。とする。
とする。

(4)(ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　絶縁

絶縁絶縁
絶縁方式

方式方式
方式は、

は、は、
は、乾

乾乾
乾式
式式
式とする。

とする。とする。
とする。

標準仕様書に整合

R4版 表1.1.20

熱動形保護継

電器

以下の規格を削除した。

○規格

 
  
 JEM
JEMJEM
JEM 13

 13 13
 135
55
56 電
6 電6 電
6 電動

動動
動機用

機用機用
機用熱動形

熱動形熱動形
熱動形及び電

及び電及び電
及び電子式保護継

子式保護継子式保護継
子式保護継電

電電
電器
器器
器

標準仕様書に整合

P409

P411

1.1.6 高圧機器

以下の字句を追加した。

(3)(ｳ)　
(ｳ)　(ｳ)　
(ｳ)　素

素素
素子種別
子種別子種別
子種別は

はは
は蒸
蒸蒸
蒸着
着着
着電

電電
電極
極極
極コン

コンコン
コンデ

デデ
デン

ンン
ンサ
ササ
サ（S

（S（S
（SH
HH
H）又ははく電
）又ははく電）又ははく電
）又ははく電極

極極
極

コン
コンコン
コンデ

デデ
デン

ンン
ンサ
ササ
サ（N

（N（N
（NH
HH
H）とし、特記による。
）とし、特記による。）とし、特記による。
）とし、特記による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　蒸
蒸蒸
蒸着
着着
着電

電電
電極
極極
極コン

コンコン
コンデ

デデ
デン

ンン
ンサ
ササ
サ（S

（S（S
（SH
HH
H）の
）の）の
）の保護

保護保護
保護は、コン

は、コンは、コン
は、コンデ

デデ
デン

ンン
ンサ内蔵
サ内蔵サ内蔵
サ内蔵の

のの
の

保
保保
保安
安安
安装
装装
装置による

置による置による
置による保護

保護保護
保護又はコン

又はコン又はコン
又はコンデ

デデ
デン

ンン
ンサ
ササ
サに

にに
に附属
附属附属
附属する

するする
する保護接点

保護接点保護接点
保護接点と

とと
と高
高高
高

圧
圧圧
圧電

電電
電磁
磁磁
磁接触器
接触器接触器
接触器等の組合

等の組合等の組合
等の組合せ

せせ
せとする。

とする。とする。
とする。

(
((
(b
bb
b)　はく電
)　はく電)　はく電
)　はく電極

極極
極コン

コンコン
コンデ

デデ
デン

ンン
ンサ
ササ
サ（N

（N（N
（NH
HH
H）の
）の）の
）の保護

保護保護
保護は、

は、は、
は、限流

限流限流
限流ヒュ

ヒュヒュ
ヒュー

ーー
ーズとす

ズとすズとす
ズとす

る。
る。る。
る。

(8)(ｳ)(
((
(e
ee
e)　
)　)　
)　励磁突
励磁突励磁突
励磁突入

入入
入電

電電
電流
流流
流抑
抑抑
抑制対

制対制対
制対策

策策
策機能

機能機能
機能付

付付
付きとする場合は、特

きとする場合は、特きとする場合は、特
きとする場合は、特

記による。
記による。記による。
記による。

なお、
なお、なお、
なお、励磁突

励磁突励磁突
励磁突入

入入
入電

電電
電流
流流
流の

のの
の抑
抑抑
抑制効

制効制効
制効果

果果
果の

のの
の倍
倍倍
倍率（

率（率（
率（無負

無負無負
無負荷

荷荷
荷投
投投
投入
入入
入時にお

時にお時にお
時におけ

けけ
け

る定
る定る定
る定格

格格
格電

電電
電流
流流
流（

（（
（波高値
波高値波高値
波高値）に対する

）に対する）に対する
）に対する倍

倍倍
倍率）は3

率）は3率）は3
率）は3倍

倍倍
倍以
以以
以下とする。

下とする。下とする。
下とする。

標準仕様書に整合

P412 1.1.8 予備品等

以下の字句を追加した。

(4)　高圧又は低圧遮断器を引出形とする場合は、リフタを種類

別に各1台納入する。ただし、
ただし、ただし、
ただし、兼

兼兼
兼用

用用
用形
形形
形のリ

のリのリ
のリフ

フフ
フタ
タタ
タとする場合は、

とする場合は、とする場合は、
とする場合は、

1
11
1台
台台
台とすることができる。

とすることができる。とすることができる。
とすることができる。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第２節　高圧スイッチギヤ

P413 1.2.1 一般事項

以下の字句を削除した。

(1)　高圧スイッチギヤは、本節によるほか、JIS C 62271-200

「定格電圧1kVを超え52kV以下の金属閉鎖形スイッチギヤ及びコ

ントロールギヤ」 
  
 又は
又は又は
又はJEM

JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及

及及
及

 
  
 びコン
びコンびコン
びコントロール

トロールトロール
トロールギヤ

ギヤギヤ
ギヤ」

」」
」とし、特記

とし、特記とし、特記
とし、特記による。

標準仕様書に整合

P413 1.2.2 構造一般

以下の字句を追加した。

(1)(ｳ)　断路器には、関連した遮断器、開閉器等が開のときに

限り開閉できるインターロックを施す。ただし、
ただし、ただし、
ただし、避雷

避雷避雷
避雷器

器器
器用の

用の用の
用の断

断断
断

路器
路器路器
路器においては、

においては、においては、
においては、省略

省略省略
省略することができる。

することができる。することができる。
することができる。

標準仕様書に整合

R4版 1.2.2 構造一般

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(2
22
2)　
)　)　
)　JEM
JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及びコン

及びコン及びコン
及びコントロール

トロールトロール
トロールギ

ギギ
ギ

 
  
 ヤ
ヤヤ
ヤ」
」」
」による

によるによる
による高圧

高圧高圧
高圧ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤの

のの
の構
構構
構造は、次による

造は、次による造は、次による
造は、次によるほ

ほほ
ほか、(1)

か、(1)か、(1)
か、(1)

 
  
 （(ｱ)及び(ｴ)を除く。）による。
（(ｱ)及び(ｴ)を除く。）による。（(ｱ)及び(ｴ)を除く。）による。
（(ｱ)及び(ｴ)を除く。）による。

 
  
 (ｱ)　ス
(ｱ)　ス(ｱ)　ス
(ｱ)　スイ

イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤの

のの
の形
形形
形は、C

は、Cは、C
は、CX

XX
X形
形形
形、C

、C、C
、CW形
W形W形
W形又は

又は又は
又はPW形

PW形PW形
PW形とし、特記に

とし、特記にとし、特記に
とし、特記に

 
  
 よる。
よる。よる。
よる。

 
  
 (ｲ)　C
(ｲ)　C(ｲ)　C
(ｲ)　CX

XX
X形
形形
形又はC

又はC又はC
又はCW形

W形W形
W形の場合は、

の場合は、の場合は、
の場合は、ドア

ドアドア
ドアを

をを
を開
開開
開いた状

いた状いた状
いた状態

態態
態において

においてにおいて
においても

もも
も、

、、
、

 
  
 充
充充
充電部に

電部に電部に
電部に触

触触
触れないよう、

れないよう、れないよう、
れないよう、絶縁

絶縁絶縁
絶縁性保護カ

性保護カ性保護カ
性保護カバ

ババ
バー
ーー
ーを設

を設を設
を設け

けけ
ける。

る。る。
る。

標準仕様書に整合

P413 1.2.3 キャビネット

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｲ)　屋外用は、IP2Xとし、J
JJ
JIS C 6
IS C 6IS C 6
IS C 6227

227227
2271

11
1-2
-2-2
-200

0000
00「
「「
「定

定定
定格
格格
格電

電電
電圧
圧圧
圧

1
11
1kV
kVkV
kVを

をを
を超
超超
超え

ええ
え52kV以
52kV以52kV以
52kV以下の

下の下の
下の金属閉

金属閉金属閉
金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及びコン

及びコン及びコン
及びコントロー

トロートロー
トロー

ル
ルル
ルギヤ
ギヤギヤ
ギヤ」附属

」附属」附属
」附属書

書書
書JA
JAJA
JAによる

によるによる
による防 

  
 風
風風
風雨形

形形
形試験（受電

（受電（受電
（受電箱

箱箱
箱の部分にあっ

の部分にあっの部分にあっ
の部分にあっ

ては、
ては、ては、
ては、防噴

防噴防噴
防噴流形

流形流形
流形試

試試
試験
験験
験）

））
）に適合するものとする。

標準仕様書に整合

R4版 1.2.3 キャビネット

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(2
22
2)　
)　)　
)　JEM
JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及びコン

及びコン及びコン
及びコントロール

トロールトロール
トロールギ

ギギ
ギ

 
  
 ヤ
ヤヤ
ヤ」
」」
」による

によるによる
による高圧

高圧高圧
高圧ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤの

のの
のキャビネ
キャビネキャビネ
キャビネッ

ッッ
ット
トト
トは、1.1.3

は、1.1.3は、1.1.3
は、1.1.3「キャ

「キャ「キャ
「キャ

 
  
 ビネ
ビネビネ
ビネッ

ッッ
ット」
ト」ト」
ト」による。ただし、

による。ただし、による。ただし、
による。ただし、外郭

外郭外郭
外郭は、次の

は、次のは、次の
は、次の保護

保護保護
保護等

等等
等級
級級
級とする。

とする。とする。
とする。

 
  
 (ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　屋

屋屋
屋内
内内
内用は、I

用は、I用は、I
用は、IP2

P2P2
P2X
XX
XCとする。
Cとする。Cとする。
Cとする。

 
  
 (ｲ)　
(ｲ)　(ｲ)　
(ｲ)　屋

屋屋
屋外
外外
外用は、I

用は、I用は、I
用は、IP2

P2P2
P2X
XX
XW
WW
Wとする。（
とする。（とする。（
とする。（構

構構
構造は、

造は、造は、
造は、防風雨

防風雨防風雨
防風雨試

試試
試験
験験
験に適合

に適合に適合
に適合

 
  
 する
するする
するも

もも
もの。）

の。）の。）
の。）

標準仕様書に整合

R4版 1.2.4 導電部

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(2
22
2)　
)　)　
)　JEM
JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及びコン

及びコン及びコン
及びコントロール

トロールトロール
トロールギ

ギギ
ギ

 
  
 ヤ
ヤヤ
ヤ」
」」
」による

によるによる
による高圧

高圧高圧
高圧ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤの

のの
の導
導導
導電部は、次による

電部は、次による電部は、次による
電部は、次によるほ

ほほ
ほか、

か、か、
か、

 
  
 1.1.4
1.1.41.1.4
1.1.4「導

「導「導
「導電部

電部電部
電部」

」」
」(4)から(6)

(4)から(6)(4)から(6)
(4)から(6)ま

まま
まで、(

で、(で、(
で、(7

77
7)(ｱ)、(ｳ)及び(
)(ｱ)、(ｳ)及び()(ｱ)、(ｳ)及び(
)(ｱ)、(ｳ)及び(ｷ

ｷｷ
ｷ)によ
)によ)によ
)によ

 
  
 る。
る。る。
る。

 
  
 (ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　主

主主
主回路
回路回路
回路の

のの
の導
導導
導体及び

体及び体及び
体及び導

導導
導電

電電
電接続
接続接続
接続部は、定

部は、定部は、定
部は、定格

格格
格電

電電
電流
流流
流、定

、定、定
、定格

格格
格短
短短
短時間

時間時間
時間

 
  
 耐
耐耐
耐電

電電
電流
流流
流及び定

及び定及び定
及び定格

格格
格ピ
ピピ
ピー
ーー
ーク

クク
ク耐
耐耐
耐電

電電
電流
流流
流を通電することができる

を通電することができるを通電することができる
を通電することができるも

もも
ものと

のとのと
のと

 
  
 する。ただし、計
する。ただし、計する。ただし、計
する。ただし、計器

器器
器用変

用変用変
用変圧器

圧器圧器
圧器、

、、
、避雷
避雷避雷
避雷器

器器
器等への

等への等への
等への接続導

接続導接続導
接続導体は、必

体は、必体は、必
体は、必

 
  
 要な電
要な電要な電
要な電流容量

流容量流容量
流容量の

のの
のみ
みみ
みを有する

を有するを有する
を有するも

もも
ものとすることができる。

のとすることができる。のとすることができる。
のとすることができる。

 
  
 なお、定
なお、定なお、定
なお、定格

格格
格電

電電
電流
流流
流及び定

及び定及び定
及び定格

格格
格短
短短
短時間

時間時間
時間耐

耐耐
耐電

電電
電流
流流
流は、特記による。

は、特記による。は、特記による。
は、特記による。ま

まま
ま

 
  
 た、定
た、定た、定
た、定格

格格
格ピ
ピピ
ピー
ーー
ーク

クク
ク耐
耐耐
耐電

電電
電流
流流
流は、定

は、定は、定
は、定格

格格
格短
短短
短時間

時間時間
時間耐

耐耐
耐電

電電
電流
流流
流の

のの
の2
22
2.
..
.5
55
5倍
倍倍
倍、定

、定、定
、定格

格格
格短
短短
短

 
  
 時間
時間時間
時間耐

耐耐
耐電

電電
電流
流流
流通電時間は、1

通電時間は、1通電時間は、1
通電時間は、1秒

秒秒
秒とする。

とする。とする。
とする。

 
  
 (ｲ)　
(ｲ)　(ｲ)　
(ｲ)　主

主主
主回路
回路回路
回路の

のの
の導
導導
導体は、

体は、体は、
体は、銅帯

銅帯銅帯
銅帯又は

又は又は
又は銅棒

銅棒銅棒
銅棒とする

とするとする
とするほ

ほほ
ほか、次による。

か、次による。か、次による。
か、次による。

 
  
 ただし、計
ただし、計ただし、計
ただし、計器

器器
器用変

用変用変
用変圧器

圧器圧器
圧器、

、、
、避雷
避雷避雷
避雷器

器器
器等への

等への等への
等への接続導

接続導接続導
接続導体は、

体は、体は、
体は、J

JJ
JIS C
IS CIS C
IS C

 
  
 3611
36113611
3611「高圧

「高圧「高圧
「高圧機

機機
機器内
器内器内
器内配線用電線

配線用電線配線用電線
配線用電線」

」」
」による

によるによる
による高圧

高圧高圧
高圧用

用用
用絶縁
絶縁絶縁
絶縁電線等とす

電線等とす電線等とす
電線等とす

 
  
 ることができる。
ることができる。ることができる。
ることができる。

 
  
 (
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　銅帯
銅帯銅帯
銅帯又は

又は又は
又は銅棒

銅棒銅棒
銅棒の電

の電の電
の電流

流流
流密
密密
密度は、

度は、度は、
度は、表

表表
表1.1.

1.1.1.1.
1.1.5

55
5による。ただし、
による。ただし、による。ただし、
による。ただし、

 
  
 導
導導
導体

体体
体各
各各
各部の

部の部の
部の温

温温
温度が、

度が、度が、
度が、JEM

JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及び

及び及び
及び

 
  
 コン
コンコン
コントロール

トロールトロール
トロールギヤ

ギヤギヤ
ギヤ」

」」
」の

のの
の最高
最高最高
最高許

許許
許容温
容温容温
容温度及び

度及び度及び
度及び温

温温
温度上

度上度上
度上昇

昇昇
昇限
限限
限度を

度を度を
度を超

超超
超え

ええ
え

 
  
 な いことが
な いことがな いことが
な いことが保証さ

保証さ保証さ
保証される場合は、この

れる場合は、このれる場合は、この
れる場合は、この限

限限
限りでない。

りでない。りでない。
りでない。

 
  
 (
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　被覆
被覆被覆
被覆、

、、
、塗装
塗装塗装
塗装、めっき等による

、めっき等による、めっき等による
、めっき等による酸

酸酸
酸化

化化
化防
防防
防止の

止の止の
止の処

処処
処置を施す。

置を施す。置を施す。
置を施す。

 
  
 (ｳ)　
(ｳ)　(ｳ)　
(ｳ)　導

導導
導体の

体の体の
体の絶縁

絶縁絶縁
絶縁支持物

支持物支持物
支持物は、

は、は、
は、難燃性

難燃性難燃性
難燃性の

のの
の無
無無
無機

機機
機絶縁
絶縁絶縁
絶縁物

物物
物又は有機

又は有機又は有機
又は有機絶縁

絶縁絶縁
絶縁

 
  
 物
物物
物を

をを
を使
使使
使用し、

用し、用し、
用し、短絡

短絡短絡
短絡時の

時の時の
時の衝撃

衝撃衝撃
衝撃力等に

力等に力等に
力等に耐

耐耐
耐える

えるえる
える支持構

支持構支持構
支持構造とする。

造とする。造とする。
造とする。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

R4版 1.2.9 表示

以下の項目を削除した。

 
  
 (
((
(2
22
2)　
)　)　
)　JEM
JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及びコン

及びコン及びコン
及びコントロール

トロールトロール
トロールギ

ギギ
ギ

 
  
 ヤ
ヤヤ
ヤ」
」」
」による

によるによる
による高圧

高圧高圧
高圧ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤは、次の事

は、次の事は、次の事
は、次の事項

項項
項を

をを
を表
表表
表示する

示する示する
示する銘

銘銘
銘板
板板
板を

をを
を

 
  
 前
前前
前面

面面
面扉
扉扉
扉に設

に設に設
に設け

けけ
ける。

る。る。
る。

 
  
 名称
名称名称
名称

 
  
 形式
形式形式
形式

 
  
 定
定定
定格
格格
格電

電電
電圧[kV]
圧[kV]圧[kV]
圧[kV]、定

、定、定
、定格周波数[H

格周波数[H格周波数[H
格周波数[Hz

zz
z]
]]
]、定
、定、定
、定格

格格
格電

電電
電流[A]
流[A]流[A]
流[A]

 
  
 定
定定
定格
格格
格短
短短
短時間

時間時間
時間耐

耐耐
耐電

電電
電流[kA]
流[kA]流[kA]
流[kA]

 
  
 定
定定
定格
格格
格商
商商
商用

用用
用周波耐
周波耐周波耐
周波耐電

電電
電圧[kV]
圧[kV]圧[kV]
圧[kV]、定

、定、定
、定格

格格
格雷
雷雷
雷イ
イイ
イン

ンン
ンパ
パパ
パル
ルル
ルス

スス
ス耐
耐耐
耐電

電電
電圧[kV]
圧[kV]圧[kV]
圧[kV]

 
  
 製
製製
製造者

造者造者
造者名

名名
名又はその

又はその又はその
又はその略

略略
略号

号号
号

 
  
 受注者
受注者受注者
受注者名

名名
名（

（（
（別
別別
別銘
銘銘
銘板
板板
板とすることができる。）

とすることができる。）とすることができる。）
とすることができる。）

 
  
 製
製製
製造年

造年造年
造年月

月月
月又はその

又はその又はその
又はその略

略略
略号

号号
号

 
  
 製
製製
製造

造造
造番
番番
番号

号号
号

 
  
 規
規規
規格番
格番格番
格番号

号号
号

標準仕様書に整合

　 第３節　２２／３３ｋＶ特別高圧スイッチギヤ

　 第４節　６６／７７ｋＶ特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ

　 第５節　低圧スイッチギヤ

　 第６節　系統連系保護制御盤

　 第７節　特別高圧監視制御装置

　 第８節　絶縁監視装置

R4版 1.8.2 構造一般

以下の字句を削除した。

(ｲ)　ドアを閉じた状態では、充電部が露出しないものとする。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、ドア

ドアドア
ドア裏

裏裏
裏面の

面の面の
面の充

充充
充電部が

電部が電部が
電部が露

露露
露出する部分は、

出する部分は、出する部分は、
出する部分は、感

感感
感電

電電
電防
防防
防止の

止の止の
止の処

処処
処置

置置
置

 
  
 を施す。ただし、
を施す。ただし、を施す。ただし、
を施す。ただし、最大使

最大使最大使
最大使用電

用電用電
用電圧

圧圧
圧が60

が60が60
が60V以

V以V以
V以下の場合には、その

下の場合には、その下の場合には、その
下の場合には、その処

処処
処

 
  
 置を
置を置を
置を省略

省略省略
省略することができる。

することができる。することができる。
することができる。

標準仕様書に整合

P425 1.8.3 キャビネット

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｲ)
(1)(ｲ)(1)(ｲ)
(1)(ｲ)　ドア表面の上部に、名称板を設ける。

なお、
なお、なお、
なお、名称

名称名称
名称板

板板
板は、合成

は、合成は、合成
は、合成樹脂

樹脂樹脂
樹脂製

製製
製（

（（
（文
文文
文字

字字
字刻
刻刻
刻記又は

記又は記又は
記又は文

文文
文字

字字
字印刷
印刷印刷
印刷）とす

）とす）とす
）とす

る。
る。る。
る。

標準仕様書に整合

R4版 1.8.3 キャビネット

以下の字句を削除した。

 
  
 (ｲ)　
(ｲ)　(ｲ)　
(ｲ)　ドア

ドアドア
ドアは、全て

は、全ては、全て
は、全て錠付

錠付錠付
錠付きとする。

きとする。きとする。
きとする。

標準仕様書に整合

　 第９節　機材の試験

P426

P430

1.9.1 試験

以下の字句を変更した。

(1)　機器単体の試験は、表1.9.1により行い、監督職員に試験

成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　キュービクル式配電盤、高圧及び特
及び特及び特
及び特別高圧

別高圧別高圧
別高圧スイッチギヤ

等の試験は、表1.9.2により行い、監督職員に試験成績書を提出

 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P431 表1.9.2

キュービクル

式配電盤、高

圧及び特別高

圧スイッチギ

ヤ等の試験

以下の規格を変更した。

○試験方法

 
  
 JEM
JEMJEM
JEM 14

 14 14
 1425「金属閉
25「金属閉25「金属閉
25「金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギヤ

ギヤギヤ
ギヤ及びコン

及びコン及びコン
及びコントロール

トロールトロール
トロールギヤ

ギヤギヤ
ギヤ」

」」
」

JEM
JEMJEM
JEM 1499

 1499 1499
 1499「

「「
「定

定定
定格
格格
格電

電電
電圧72kV
圧72kV圧72kV
圧72kV及び

及び及び
及び8

88
84
44
4kV
kVkV
kV用

用用
用金属閉
金属閉金属閉
金属閉鎖

鎖鎖
鎖形
形形
形ス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチギ

ギギ
ギ

ヤ
ヤヤ
ヤ」
」」
」

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第２章　　施工
第２章　　施工第２章　　施工
第２章　　施工

　 第１節　　据付け

　 第２節　　配線

　 第３節　　施工の立会い及び試験

P434 2.3.2

保護継電器の

整定等

以下の字句を変更した。

(1)　試験に先立ち、保護継電器（地絡及び過電流）の保護協調

曲線を作成し、監督職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　 
  
 監督職員の
監督職員の監督職員の
監督職員の承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けた

たた
たも
もも
もの

のの
の作成した

作成した作成した
作成した保護

保護保護
保護協調

協調協調
協調曲

曲曲
曲線

線線
線に基

づき、適
適適
適切
切切
切に電線

に電線に電線
に電線路

路路
路等を

等を等を
等を保護

保護保護
保護できるように

できるようにできるように
できるように整定を行う。

標準仕様書に整合

P435 2.3.3 施工の試験

以下の字句を変更した。

(1)　機器の設置及び配線完了後に、表2.3.2により試験を行

い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　変圧器ごとに低圧回路の漏れ電流を測定し、監督職員に試

験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(3)　絶縁監視装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成

績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第４編
第４編第４編
第４編 電力貯蔵設備工事

電力貯蔵設備工事電力貯蔵設備工事
電力貯蔵設備工事

R4版 1.1.1
1.1.11.1.1
1.1.1  

  
 一
一一
一般
般般
般事

事事
事項
項項
項 左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

R4版  
  
 第4
第4第4
第4節
節節
節

 
  
 分散電源
分散電源分散電源
分散電源エ

エエ
エネ
ネネ
ネ

 
  
 ル
ルル
ルギ
ギギ
ギー
ーー
ーマ
ママ
マネ
ネネ
ネジ
ジジ
ジ

 
  
 メ
メメ
メン

ンン
ント
トト
トシステ

システシステ
システ

 
  
 ム
ムム
ム

左記の項目を削除した。 標準仕様書に整合

第１章　　機材
第１章　　機材第１章　　機材
第１章　　機材

　 第１節　　直流電源装置

P437 1.1.3 キャビネット

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｲ)　ドアは、 
  
 施
施施
施錠 

  
 でき、か
でき、かでき、か
でき、かつ

つつ
つ、

、、
、付
付付
付きとし、次による。

きとし、次による。きとし、次による。
きとし、次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　錠
錠錠
錠の

のの
の鍵
鍵鍵
鍵は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、

とする。ただし、とする。ただし、
とする。ただし、鍵

鍵鍵
鍵の仕

の仕の仕
の仕様

様様
様等を

等を等を
等を

指
指指
指定する場合は、特記による。

定する場合は、特記による。定する場合は、特記による。
定する場合は、特記による。

(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のハ
ハハ
ハン

ンン
ンドル
ドルドル
ドルは、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、施

とする。ただし、施とする。ただし、施
とする。ただし、施

錠
錠錠
錠・

・・
・解錠
解錠解錠
解錠状

状状
状態表
態表態表
態表示

示示
示付
付付
付とする場合は、特記による。

とする場合は、特記による。とする場合は、特記による。
とする場合は、特記による。

(
((
(c
cc
c)　
)　)　
)　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のちょう番は、ドア前面から見えない構造とする。

(
((
(e
ee
e)　90度
)　90度)　90度
)　90度以

以以
以上

上上
上開いた状

状状
状態
態態
態で

でで
で固定できる構造とする。

標準仕様書に整合

（セキュリティ性能

の確保のため。）

P440 1.1.6 蓄電池

以下の字句を変更した。

(1)(ｳ)　減液警報装置の検出部を 
  
 2
22
2セ
セセ
セル
ルル
ルに

にに
に設けるも

もも
ものとし、

のとし、のとし、
のとし、検

検検
検

出部の
出部の出部の
出部の個数

個数個数
個数、

、、
、構
構構
構造及び

造及び造及び
造及び位

位位
位置は

置は置は
置は製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする

とするとする
とする。ただし、

制御弁式据置鉛蓄電池 
  
 及び
及び及び
及び、

、、
、シール形ニッケル・カドミウムア

ルカリ蓄電池及びリチウム二次電池の場合は、これに代えて温

度上昇の検出部を設ける。

標準仕様書に整合

P441 1.1.7 器具類

以下の字句を変更した。

(1)(ｴ)　双投電磁接触器は、 
  
 (ｳ)
(ｳ)(ｳ)
(ｳ)JEM
JEMJEM
JEM 146

 146 146
 1465「接触器式ト

5「接触器式ト5「接触器式ト
5「接触器式トランス

ランスランス
ランス

ファ
ファファ
ファス

スス
スイ
イイ
イッチ

ッチッチ
ッチ」

」」
」による 

  
 。
。。
。ほ
ほほ
ほか、

か、か、
か、 

  
 ま
まま
また、電源

た、電源た、電源
た、電源切替

切替切替
切替え等に

え等にえ等に
え等に使

使使
使用す

用す用す
用す

 
  
 る
るる
る開閉
開閉開閉
開閉頻

頻頻
頻度の

度の度の
度の少

少少
少ない

ないない
ないも

もも
ものは、

のは、のは、
のは、次に示す性能以上のものとする 

  
 こ
ここ
こ

 
  
 とができる
とができるとができる
とができる。ただし、機械的又は電気的にインターロック 

  
 が
がが
がを

をを
を

施 
  
 さ
ささ
されてい

れていれてい
れていす

すす
す構
構構
構成とす

成とす成とす
成とする場合は、 

  
 単投
単投単投
単投の

のの
のも
もも
ものを

のをのを
のを(ｳ)による電

(ｳ)による電(ｳ)による電
(ｳ)による電磁

磁磁
磁

接触器
接触器接触器
接触器2個の

のの
の組合せによる

によるによる
によるも

もも
ものとす

のとすのとす
のとすることができる。

(a)　機械的耐久性　　　 5
55
51
11
1万回以上

(b)　電気的耐久性　　 1
11
10.6
0.60.6
0.6万回以上

標準仕様書に整合

　 第２節　　交流無停電電源装置（ＵＰＳ）

　 第３節　　電力調整用蓄電装置

P448 1.3.1 一般事項

以下の字句を変更、追加した。

(2)　電力 
  
 平
平平
平準
準準
準化

化化
化調整

調整調整
調整用蓄電装置は、中

中中
中央
央央
央監

監監
監視
視視
視制

制制
制御装
御装御装
御装置等から

置等から置等から
置等から

の
のの
の充
充充
充電

電電
電/
//
/放
放放
放電

電電
電指
指指
指令を受

令を受令を受
令を受け

けけ
け、

、、
、蓄電池を用いて電力の平準化等の調

等の調等の調
等の調

整
整整
整を行えるものとする。機能は、次によるものとし、特記によ

る。

(ｳ)　需給調整機能
(ｳ)　需給調整機能(ｳ)　需給調整機能
(ｳ)　需給調整機能

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　送
送送
送電

電電
電網
網網
網の

のの
の系
系系
系統安
統安統安
統安定化のため、一

定化のため、一定化のため、一
定化のため、一般送

般送般送
般送配電事業者等が行う

配電事業者等が行う配電事業者等が行う
配電事業者等が行う

周波数
周波数周波数
周波数制

制制
制御
御御
御及び需給

及び需給及び需給
及び需給バ

ババ
バランス調整（

ランス調整（ランス調整（
ランス調整（デ

デデ
ディマ
ィマィマ
ィマン

ンン
ンド
ドド
ドリス

リスリス
リスポ

ポポ
ポンス）

ンス）ンス）
ンス）

に対応するための
に対応するためのに対応するための
に対応するための充

充充
充電

電電
電/
//
/放
放放
放電を行う。

電を行う。電を行う。
電を行う。

なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外部からの制

部からの制部からの制
部からの制御

御御
御信号の通信

信号の通信信号の通信
信号の通信方式

方式方式
方式等を特記する。

等を特記する。等を特記する。
等を特記する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

R4版 2.3.1 一般事項

以下の字句を削除した。

(2) 
  
 (ｱ)　電力
(ｱ)　電力(ｱ)　電力
(ｱ)　電力平

平平
平準
準準
準機能は、

機能は、機能は、
機能は、ピ

ピピ
ピー
ーー
ークシ

クシクシ
クシフ

フフ
フト
トト
ト機能又は

機能又は機能又は
機能又はピ

ピピ
ピー
ーー
ーク

クク
クカ
カカ
カッ

ッッ
ッ

 
  
 ト
トト
ト機能とし、次による。

機能とし、次による。機能とし、次による。
機能とし、次による。

 
  
 (ｳ)　
(ｳ)　(ｳ)　
(ｳ)　放

放放
放電

電電
電停
停停
停止機能は、次による。

止機能は、次による。止機能は、次による。
止機能は、次による。

 
  
 逆潮
逆潮逆潮
逆潮流

流流
流機能

機能機能
機能

 
  
 構内
構内構内
構内に太

に太に太
に太陽光

陽光陽光
陽光発電

発電発電
発電装

装装
装置がある場合、受電

置がある場合、受電置がある場合、受電
置がある場合、受電点

点点
点の電力を計

の電力を計の電力を計
の電力を計測

測測
測し、

し、し、
し、

 
  
 逆潮
逆潮逆潮
逆潮流

流流
流時は、

時は、時は、
時は、蓄

蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池の

のの
の放
放放
放電電力を

電電力を電電力を
電電力を停

停停
停止し、太

止し、太止し、太
止し、太陽光

陽光陽光
陽光発電による

発電による発電による
発電による

 
  
 余剰
余剰余剰
余剰電力の

電力の電力の
電力のみ

みみ
み逆潮
逆潮逆潮
逆潮流させ

流させ流させ
流させ、

、、
、売
売売
売電する。

電する。電する。
電する。

標準仕様書に整合

R4版 2.3.7

交直変換装置

及び系統連系

保護装置

以下の字句を削除した。

(1)　交直変換装置は、蓄電池より放電された直流電力を交流電

力に変換し、負荷へ給電する機能と、商用の交流電力を直流電

力に変換し、蓄電池へ充電する機能を有するもので、フィル

タ、インバータ、出力変圧器等により構成する。 
  
 ま
まま
また、交直変

た、交直変た、交直変
た、交直変

 
  
 換
換換
換装
装装
装置が太

置が太置が太
置が太陽光

陽光陽光
陽光発電

発電発電
発電パワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナ能力を

能力を能力を
能力をも

もも
もった

ったった
ったも

もも
もの

のの
の

 
  
 の場合は、太
の場合は、太の場合は、太
の場合は、太陽光

陽光陽光
陽光ア

アア
アレ
レレ
レイ
イイ
イを交直変換

を交直変換を交直変換
を交直変換装

装装
装置の

置の置の
置の蓄

蓄蓄
蓄電

電電
電池側
池側池側
池側に

にに
に接続
接続接続
接続す

すす
す

 
  
 ることができる
ることができるることができる
ることができるも

もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

標準仕様書に整合

P450 1.3.8

計測、状態及

び警報表示項

目

以下の字句を変更、追加した。

(1)　計測表示項目は、次によるほか、製造者の標準と 
  
 す
すす
すし、

し、し、
し、

遠
遠遠
遠方
方方
方監

監監
監視
視視
視用

用用
用端子
端子端子
端子を設

を設を設
を設け

けけ
ける。

(ｴ)　
(ｴ)　(ｴ)　
(ｴ)　蓄

蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池残
残残
残量[%]
量[%]量[%]
量[%]

 
  
 なお、遠
なお、遠なお、遠
なお、遠方

方方
方監

監監
監視
視視
視用

用用
用接点
接点接点
接点を設

を設を設
を設け

けけ
ける場合は、特記による。

る場合は、特記による。る場合は、特記による。
る場合は、特記による。

標準仕様書に整合

　 第４節　　機材の試験

P451

P452

P453

1.4.1 試験

以下の字句を変更した。

(2)　直流電源装置の試験は、 
  
 表2
表2表2
表2.

..

.5
55
5.1
.1.1
.1表
表表
表1.4.1

1.4.11.4.1
1.4.1により行い、監

督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(3)　UPSの試験は、表1.4.3により行い、監督職員に試験成績書

を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。ただし、簡易形、ラインインタラ

クティブ方式及び常時商用給電方式は、形式試験とすることが

できる。

(4)　電力 
  
 平
平平
平準
準準
準化

化化
化調整

調整調整
調整用蓄電装置の試験は、 

  
 表2
表2表2
表2.

..

.5
55
5.4
.4.4
.4表
表表
表1.4.4

1.4.41.4.4
1.4.4に

より行い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

第２章　　施工
第２章　　施工第２章　　施工
第２章　　施工

　 第１節　　据付け

　 第２節　　配線

　 第３節　　施工の立会い及び試験

P455 2.3.2 施工の試験

以下の字句を変更した。

(1)　施工の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提

出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第５編
第５編第５編
第５編 発電設備工事

発電設備工事発電設備工事
発電設備工事

第１章　　機材
第１章　　機材第１章　　機材
第１章　　機材

　 第１節　　ディーゼルエンジン発電装置

P456 1.1.1 一般事項

以下の字句を変更した。

(4)(ｲ)　周囲の
のの
の相
相相
相対

対対
対湿度は、85％以下とする。

(ｳ)　設置場所の高度は、標高1,000m以下とする。ただし、原動

機の性能は、100
100100
100m
mm
m1
11
15
55
50
00
0m以
m以m以
m以下

下下
下を標準とする。

標準仕様書に整合

P463 1.1.6.2

空気タンク、

蓄電池等

以下の字句を変更した。

(3)(ｴ)(c)　減液警報装置の検出部を 
  
 2
22
2セ
セセ
セル
ルル
ルに

にに
に設けるも

もも
ものとし、

のとし、のとし、
のとし、

検
検検
検出部の

出部の出部の
出部の個数

個数個数
個数、

、、
、構
構構
構造及び

造及び造及び
造及び位

位位
位置は

置は置は
置は製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする

とするとする
とする。ただ

し、小形制御弁式鉛蓄電池、制御弁式据置鉛蓄電池、
、、
、シール形

ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池及びリチ
リチリチ
リチウ

ウウ
ウム

ムム
ム二
二二
二次電

次電次電
次電池

池池
池を

使用する場合は、減液警報装置の代わりに温度上昇の検出部を

設ける。

標準仕様書に整合

P464 1.1.6.4

主燃料タンク

等

以下の字句を変更、追加した。

(2)(ｶ)　
(ｶ)　(ｶ)　
(ｶ)　油庫

油庫油庫
油庫式燃

式燃式燃
式燃料

料料
料小
小小
小出

出出
出タ
タタ
タンクの場合は、

ンクの場合は、ンクの場合は、
ンクの場合は、鋼

鋼鋼
鋼板製
板製板製
板製の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱に

にに
に燃
燃燃
燃

料
料料
料小
小小
小出

出出
出タ
タタ
タンクを組

ンクを組ンクを組
ンクを組み込

み込み込
み込ん

んん
んだ一体

だ一体だ一体
だ一体型

型型
型の

のの
のも
もも
ものとし、次による。

のとし、次による。のとし、次による。
のとし、次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　内蔵
内蔵内蔵
内蔵する

するする
する燃

燃燃
燃料

料料
料小
小小
小出

出出
出タ
タタ
タンクは、(

ンクは、(ンクは、(
ンクは、(2

22
2)(ｱ)から(ｵ)による。
)(ｱ)から(ｵ)による。)(ｱ)から(ｵ)による。
)(ｱ)から(ｵ)による。

(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　外
外外
外箱
箱箱
箱は

はは
は鋼
鋼鋼
鋼板製
板製板製
板製とし、

とし、とし、
とし、防油堤

防油堤防油堤
防油堤、

、、
、油溜
油溜油溜
油溜ま

まま
ます、

す、す、
す、点

点点
点検口
検口検口
検口及び通気

及び通気及び通気
及び通気

孔
孔孔
孔（

（（
（防
防防
防火

火火
火ダ
ダダ
ダン

ンン
ンパ
パパ
パー付
ー付ー付
ー付）を

）を）を
）を備

備備
備える。

える。える。
える。

(3)(ｱ)
(ｱ)(ｱ)
(ｱ)　キャビネットは、標準厚さ1.

1.1.
1.2mm
2mm2mm
2mm 1.

1.1.
1.5mm以
5mm以5mm以
5mm以上

上上
上のステンレ

ス鋼板製とする。

(ｲ)
(ｲ)(ｲ)
(ｲ)　主燃料タンクから離れた給油ボックスで注油を行う場合

又は
又は又は
又は複数

複数複数
複数の

のの
の主
主主
主燃
燃燃
燃料

料料
料タ
タタ
タンクがある場合において

ンクがある場合においてンクがある場合において
ンクがある場合において 

  
 は
はは
は、給油ボック

スと遠隔油量指示計を共用形とする場合は、特記による
場合は、特記による場合は、特記による
場合は、特記による。

標準仕様書に整合

P466 1.1.8 配管材料等

以下の字句を追加した。

(3)　
(3)　(3)　
(3)　燃

燃燃
燃料

料料
料油
油油
油配

配配
配管
管管
管の

のの
の金属製
金属製金属製
金属製フレ

フレフレ
フレキ

キキ
キシ

シシ
シブル
ブルブル
ブルジョ

ジョジョ
ジョイ

イイ
イン

ンン
ント
トト
トは、

は、は、
は、呼

呼呼
呼び

びび
び径
径径
径

40
4040
40A以
A以A以
A以上の

上の上の
上のも

もも
ものに

のにのに
のにつ

つつ
ついては、

いては、いては、
いては、「

「「
「可撓管
可撓管可撓管
可撓管継手

継手継手
継手の設置等に関する運

の設置等に関する運の設置等に関する運
の設置等に関する運

用
用用
用基
基基
基準
準準
準に

にに
につ
つつ
ついて

いていて
いて」

」」
」（昭和

（昭和（昭和
（昭和5

55
56年3
6年36年3
6年3月

月月
月9日

9日9日
9日付け
付け付け
付け 消

 消 消
 消防危
防危防危
防危第

第第
第2
22
20号）に規
0号）に規0号）に規
0号）に規

定する
定する定する
定する「

「「
「可撓管
可撓管可撓管
可撓管継手

継手継手
継手に関する技術上の

に関する技術上のに関する技術上の
に関する技術上の指

指指
指針
針針
針」
」」
」に適合した

に適合したに適合した
に適合したも

もも
もの

のの
の

とし、
とし、とし、
とし、呼

呼呼
呼び

びび
び径
径径
径40

4040
40A
AA
A未満
未満未満
未満の

のの
のも
もも
ものに

のにのに
のにつ

つつ
ついては、同等の

いては、同等のいては、同等の
いては、同等の構

構構
構造・

造・造・
造・性

性性
性能の

能の能の
能の

も
もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

(4)　
(4)　(4)　
(4)　燃

燃燃
燃料

料料
料油
油油
油配

配配
配管
管管
管の

のの
の金属製
金属製金属製
金属製フレ

フレフレ
フレキ

キキ
キシ

シシ
シブル
ブルブル
ブルジョ

ジョジョ
ジョイ

イイ
イン

ンン
ント
トト
トの全

の全の全
の全長

長長
長は、

は、は、
は、

表
表表
表1.1.10による。

1.1.10による。1.1.10による。
1.1.10による。

なお、
なお、なお、
なお、原

原原
原動
動動
動機への

機への機への
機への接続

接続接続
接続用は、この

用は、この用は、この
用は、この限

限限
限りでない。

りでない。りでない。
りでない。

以下の表を追加した。

表
表表
表1.1.10

1.1.101.1.10
1.1.10／燃

／燃／燃
／燃料

料料
料油
油油
油配

配配
配管
管管
管の

のの
のフレ
フレフレ
フレキ

キキ
キシ

シシ
シブル
ブルブル
ブルジョ

ジョジョ
ジョイ

イイ
イン

ンン
ント
トト
トの

のの
の長
長長
長さ
ささ
さ

標準仕様書に整合

　 第２節　　ガスエンジン発電装置

　 第３節　　ガスタービン発電装置

　 第４節　　マイクロガスタービン発電装置

　 第５節　　燃料電池発電装置

　 第６節　　熱併給発電装置（コージェネレーション装置）
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第７節　　太陽光発電装置

P482

P483

1.7.2

太陽電池アレ

イ

以下の字句を変更、追加した。

(4)(ｲ)　設置面からの
設置面からの設置面からの
設置面からのアレイの最高

最高最高
最高高さが9mを超える場合

(ｳ)　
(ｳ)　(ｳ)　
(ｳ)　屋根ふ

屋根ふ屋根ふ
屋根ふき材、

き材、き材、
き材、壁

壁壁
壁材、

材、材、
材、窓

窓窓
窓材等の

材等の材等の
材等の建

建建
建材としての機能を

材としての機能を材としての機能を
材としての機能を併

併併
併せ持
せ持せ持
せ持

つ
つつ
つ場合

場合場合
場合

(
((
(5
55
5)(ｳ)(
)(ｳ)()(ｳ)(
)(ｳ)(b

bb
b)
))
) 
  
 ④
④④
④　

　　
　標準使
標準使標準使
標準使用状

用状用状
用状態：温

態：温態：温
態：温度　

度　度　
度　－2

－2－2
－20

00
0～＋
～＋～＋
～＋40

4040
40℃
℃℃
℃、

、、
、湿
湿湿
湿度

度度
度

 
  
 4
44
45
55
5～
～～
～9

99
95％
5％5％
5％

(c)　絶縁抵抗値：測
測測
測定した

定した定した
定した絶縁抵抗

絶縁抵抗絶縁抵抗
絶縁抵抗と太

と太と太
と太陽

陽陽
陽電

電電
電池モ
池モ池モ
池モジュ

ジュジュ
ジュール

ールール
ール面

面面
面

積
積積
積との

とのとの
との積

積積
積が

がが
が40MΩ・m

2

以上

標準仕様書に整合

以下の字句を追加した。

(1)(ｶ)　
(ｶ)　(ｶ)　
(ｶ)　パワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナの出力制

の出力制の出力制
の出力制御

御御
御を行う

を行うを行う
を行うも

もも
ものは、次

のは、次のは、次
のは、次

の機能を有する
の機能を有するの機能を有する
の機能を有するも

もも
ものとし、適用は特記による。

のとし、適用は特記による。のとし、適用は特記による。
のとし、適用は特記による。

(
((
(a
aa
a)　出力制
)　出力制)　出力制
)　出力制御

御御
御は、

は、は、
は、パワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナと出力制

と出力制と出力制
と出力制御ユニ

御ユニ御ユニ
御ユニッ

ッッ
ット
トト
ト

の組合
の組合の組合
の組合せ

せせ
せで行う

で行うで行う
で行うも

もも
ものとし、次の機能を有する

のとし、次の機能を有するのとし、次の機能を有する
のとし、次の機能を有するも

もも
ものとする。た

のとする。たのとする。た
のとする。た

だし、全部を一体
だし、全部を一体だし、全部を一体
だし、全部を一体形

形形
形とすることができる。

とすることができる。とすることができる。
とすることができる。

①
①①
①　出力制

　出力制　出力制
　出力制御

御御
御機能

機能機能
機能：

：：
：出力制

出力制出力制
出力制御ユニ

御ユニ御ユニ
御ユニッ

ッッ
ット
トト
トからの制

からの制からの制
からの制御

御御
御信号を受

信号を受信号を受
信号を受け

けけ
け

て、
て、て、
て、パワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナの出力（上

の出力（上の出力（上
の出力（上限値

限値限値
限値）を定

）を定）を定
）を定格

格格
格出力の100

出力の100出力の100
出力の100

～
～～
～0

00
0％ま
％ま％ま
％まで、1

で、1で、1
で、1％

％％
％単
単単
単位
位位
位で

でで
で増減
増減増減
増減できる

できるできる
できるも

もも
もの。

の。の。
の。

②
②②
②　出力制

　出力制　出力制
　出力制御

御御
御単
単単
単位：
位：位：
位：1分

1分1分
1分以
以以
以下

下下
下

③
③③
③　制

　制　制
　制御方式

御方式御方式
御方式  

    
  ：自家
：自家：自家
：自家消

消消
消費
費費
費を

をを
を目
目目
目的
的的
的とした

としたとした
とした負

負負
負荷
荷荷
荷追

追追
追従
従従
従制

制制
制御
御御
御とし、

とし、とし、
とし、

受電電力の
受電電力の受電電力の
受電電力の値

値値
値を出力制

を出力制を出力制
を出力制御ユニ

御ユニ御ユニ
御ユニッ

ッッ
ット
トト
トが

がが
が取
取取
取得
得得
得し、受電電力の

し、受電電力のし、受電電力の
し、受電電力の値

値値
値を

をを
を

超
超超
超えないように

えないようにえないように
えないようにパワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナの出力を調整できる

の出力を調整できるの出力を調整できる
の出力を調整できるも

もも
も

のとする。
のとする。のとする。
のとする。

なお、
なお、なお、
なお、送

送送
送配電

配電配電
配電網

網網
網の

のの
の系
系系
系統安
統安統安
統安定化のため、一

定化のため、一定化のため、一
定化のため、一般送

般送般送
般送配電事業者等が

配電事業者等が配電事業者等が
配電事業者等が

行う需給
行う需給行う需給
行う需給バ

ババ
バランス制

ランス制ランス制
ランス制約

約約
約に対応する出力制

に対応する出力制に対応する出力制
に対応する出力制御

御御
御を行う場合は、

を行う場合は、を行う場合は、
を行う場合は、外

外外
外

部から
部から部から
部から取

取取
取得
得得
得する出力制

する出力制する出力制
する出力制御

御御
御情報の通信

情報の通信情報の通信
情報の通信方式

方式方式
方式等を特記する。

等を特記する。等を特記する。
等を特記する。

(
((
(b
bb
b)　出力制
)　出力制)　出力制
)　出力制御ユニ

御ユニ御ユニ
御ユニッ

ッッ
ット
トト
トは、出力制

は、出力制は、出力制
は、出力制御

御御
御情報等を

情報等を情報等を
情報等を取

取取
取得
得得
得し、

し、し、
し、パワ

パワパワ
パワー

ーー
ー

コン
コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナの出力を制

の出力を制の出力を制
の出力を制御

御御
御する機能を有し、出力制

する機能を有し、出力制する機能を有し、出力制
する機能を有し、出力制御ユ

御ユ御ユ
御ユ

ニ
ニニ
ニッ

ッッ
ット
トト
トの設置は特記による。

の設置は特記による。の設置は特記による。
の設置は特記による。

(
((
(ｷ
ｷｷ
ｷ)　
)　)　
)　蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池一体

一体一体
一体型パワ

型パワ型パワ
型パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナは、

は、は、
は、パワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィ

シ
シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナと

とと
と蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池を一体として

を一体としてを一体として
を一体として構

構構
構成し、次の機能を有する

成し、次の機能を有する成し、次の機能を有する
成し、次の機能を有するも

もも
もの

のの
の

とし、適用は特記による。
とし、適用は特記による。とし、適用は特記による。
とし、適用は特記による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池は、リチ

は、リチは、リチ
は、リチウ

ウウ
ウム

ムム
ム二
二二
二次電

次電次電
次電池

池池
池とし、次による。

とし、次による。とし、次による。
とし、次による。

①
①①
①　

　　
　蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池の電

の電の電
の電圧

圧圧
圧範
範範
範囲
囲囲
囲は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。

とする。とする。
とする。

②
②②
②　

　　
　蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池の

のの
のセ
セセ
セル数
ル数ル数
ル数は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。

とする。とする。
とする。

③
③③
③　

　　
　蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池異

異異
異常
常常
常監

監監
監視
視視
視は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。

とする。とする。
とする。

(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　ピ
ピピ
ピー
ーー
ークシ

クシクシ
クシフ

フフ
フト
トト
ト・

・・
・ピ
ピピ
ピー
ーー
ーク

クク
クカ
カカ
カッ

ッッ
ット
トト
ト機能は次のいずれかとす

機能は次のいずれかとす機能は次のいずれかとす
機能は次のいずれかとす

る。
る。る。
る。

①
①①
①　あらかじめ設定した運転

　あらかじめ設定した運転　あらかじめ設定した運転
　あらかじめ設定した運転パ

パパ
パター
ターター
ターン又はス

ン又はスン又はス
ン又はスケ

ケケ
ケジュ
ジュジュ
ジュール

ールール
ールに

にに
に

従
従従
従って、

って、って、
って、充放

充放充放
充放電電力

電電力電電力
電電力値

値値
値の設定を行い、その

の設定を行い、そのの設定を行い、その
の設定を行い、その値

値値
値で運転する。

で運転する。で運転する。
で運転する。

②
②②
②　

　　
　充
充充
充電電力

電電力電電力
電電力値

値値
値及び

及び及び
及び開始

開始開始
開始時間を設定し、1日

時間を設定し、1日時間を設定し、1日
時間を設定し、1日単

単単
単位
位位
位でス

でスでス
でスケ

ケケ
ケジュ
ジュジュ
ジュー

ーー
ー

ル
ルル
ルに

にに
に従
従従
従って

ってって
って自動

自動自動
自動運転する。

運転する。運転する。
運転する。

③
③③
③　

　　
　外
外外
外部機

部機部機
部機器

器器
器からの信号により運転する。

からの信号により運転する。からの信号により運転する。
からの信号により運転する。

(
((
(c
cc
c)　
)　)　
)　蓄
蓄蓄
蓄電

電電
電池
池池
池の

のの
の充
充充
充電は、通

電は、通電は、通
電は、通常

常常
常運転時は

運転時は運転時は
運転時は原

原原
原則
則則
則として太

として太として太
として太陽

陽陽
陽電

電電
電池
池池
池から

からから
から

行う
行う行う
行うも

もも
ものとし、

のとし、のとし、
のとし、商

商商
商用電源

用電源用電源
用電源側

側側
側からの

からのからの
からの充

充充
充電は行

電は行電は行
電は行わ

わわ
わない

ないない
ないも

もも
ものとす

のとすのとす
のとす

る。
る。る。
る。

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｸ)(c)　パワ
パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ内
ナ内ナ内
ナ内部の

部の部の
部の系統連系用交流接続

部は、配線用遮断器又は
又は又は
又は漏

漏漏
漏電

電電
電遮断器
遮断器遮断器
遮断器とし、

とし、とし、
とし、 

  
 （
（（
（逆接続が

がが
が可能 

  
 型
型型
型）

））
）

 
  
 を設
を設を設
を設け

けけ
けな

なな
なも
もも
ものとす

のとすのとす
のとする。

(ｹ)　PV直流用SPDは、特記により設けるものとし、内蔵又は附

属する場合は、次によるほか、 JIS C 5381-31「低圧サージ防

護デバイス―第31部：太陽電池設備の直流側に接続するサージ

防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。

なお、
なお、なお、
なお、PV

PVPV
PV直

直直
直流
流流
流用S

用S用S
用SPD
PDPD
PDは、特

は、特は、特
は、特性

性性
性に適合したS

に適合したSに適合したS
に適合したSPD

PDPD
PD分

分分
分離器
離器離器
離器と組合

と組合と組合
と組合せ

せせ
せて

てて
て

設
設設
設け
けけ
ける

るる
るも
もも
ものとする

のとするのとする
のとする。

　 第８節　　風力発電装置

　 第９節　　小規模発電装置

1.7.4

P484

P485

パワーコン

ディショナ及

び系統連系保

護装置

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第１０節　機材の試験

P490

P491

P492

1.10.1.1

発電機及び原

動機の試験

以下の字句を変更した。

(1)　発電機単体の試験は、製造者の社内規格による試験方法に

より、設計図書に示されている構造であることを確認するほ

か、JEM 1354「エンジン駆動陸用同期発電機」及びJEC-2130

「同期機」による次の試験で設計図書に示されている性能であ

ることを確認し、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
け

す
すす
する。

(2)　原動機単体の試験は、製造者の社内規格による試験方法に

より、設計図書に示されている構造であることを確認するほ

か、原動機単体の出力が設計図書に示されている出力以上であ

ることを形式試験により確認し、監督職員に試験成績書を提出

 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(3)　発電機と原動機を組合せた状態で行う試験は、次の試験で

設計図書に示されている性能であることを確認し、監督職員に

試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P492 1.10.1.2 配電盤の試験

以下の字句を変更した。

(1)　製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示さ

れている構造であることを確認し、監督職員に試験成績書を提

出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　次の試験により設計図書に示されている性能であることを

確認し、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P492

P493

1.10.1.3

補機附属装置

の試験

以下の字句を変更した。

(1)　空気圧縮機の試験は、製造者の社内規格による試験方法に

より、設計図書に示されている構造であることを確認し、監督

職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(4)　燃料ガス加圧装置及び排気ガス処理装置の試験は、製造者

の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構

造であることを確認し、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾

 
  
 を受
を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(5)　地下貯蔵タンクのふた（二重ふた付）の試験は、表1.10.3

による形式試験とし、監督職員に形式試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承

承承
承

 
  
 諾
諾諾
諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P493 1.10.1.5

系統連系に係

る試験

以下の字句を変更した。

(1)　系統連系をする発電装置は、「電力品質確保に係る系統連

系技術要件ガイドライン」に示す動作及び特性を確認し、監督

職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P493 1.10.2

燃料電池発電

装置の試験

以下の字句を変更した。

(2)　燃料電池発電装置において、りん酸形燃料電池である場合

の試験は、表1.10.4により行い、監督職員に試験成績書を提出

 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。また、出力10kW未満の固体高分子形又は

固体酸化物形の燃料電池発電装置の試験は、1.10.6「小 
  
 出力
出力出力
出力規

規規
規

模
模模
模発電装置の試験」による。

標準仕様書に整合

P494 1.10.3

熱併給発電装

置（コージェ

ネレーション

装置）の試験

以下の字句を変更した。

(2)　排熱回収装置の試験は、関係法令に定めるところによるほ

か、製造者の社内規格による試験方法で、設計図書に示された

構造、性能及び次による内容を確認し、監督職員に試験成績書

を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P494 1.10.4

太陽光発電装

置の試験

以下の字句を変更した。

(1)　器具単体の試験は、第3編1.9.1「試験」(1)による。ま

た、太陽光発電装置及び支持構造物は、JIS C 8955「太陽電池

アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に規定されている荷重

に耐えるものとし、構造耐力上安全である旨の計算書等を監督

職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　太陽光発電装置の試験は、表1.10.5により行い、監督職員

に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P496 表1.10.5

太陽光発電装

置の試験

以下の字句を追加した。

○機器／試験内容

PV直流用SPD／JIS C 5381-31「低圧サージ防護デバイス―第31

部：太陽電池設備の直流側に接続するサージ防護デバイスの要

求性能及び試験方法」によるものとし、各種類及び定格につい

て1個以上試験する。

なお、
なお、なお、
なお、標準形

標準形標準形
標準形能

能能
能動
動動
動的単独
的単独的単独
的単独運転

運転運転
運転検

検検
検出

出出
出方式
方式方式
方式の場合は、

の場合は、の場合は、
の場合は、JEM

JEMJEM
JEM 149

 149 149
 1498

88
8

「
「「
「分散

分散分散
分散型

型型
型電源用

電源用電源用
電源用単

単単
単相
相相
相パワ
パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナの

のの
の標準形
標準形標準形
標準形能

能能
能動
動動
動的単
的単的単
的単

独
独独
独運転

運転運転
運転検

検検
検出

出出
出方式
方式方式
方式（ステップ注

（ステップ注（ステップ注
（ステップ注入付周波数

入付周波数入付周波数
入付周波数フィ

フィフィ
フィード

ードード
ードバ

ババ
バック

ックック
ック方

方方
方

式
式式
式）

））
）」
」」
」又は

又は又は
又はJEM

JEMJEM
JEM 1

 1 1
 15
55
50
00
05「低圧
5「低圧5「低圧
5「低圧配電線に連

配電線に連配電線に連
配電線に連系

系系
系する太

する太する太
する太陽光

陽光陽光
陽光発電用

発電用発電用
発電用三

三三
三

相
相相
相パワ
パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナ
ナナ
ナの

のの
の標準形
標準形標準形
標準形能

能能
能動
動動
動的単独
的単独的単独
的単独運転

運転運転
運転検

検検
検出

出出
出方式
方式方式
方式

（ステップ注
（ステップ注（ステップ注
（ステップ注入付周波数

入付周波数入付周波数
入付周波数

フィ
フィフィ
フィード

ードード
ードバ

ババ
バック

ックック
ック方式

方式方式
方式）

））
）」
」」
」による。

による。による。
による。

標準仕様書に整合

P496 1.10.5

風力発電装置

の試験

以下の字句を変更した。

(1)　器具単体の試験は、第3編1.9.1「試験」(1)による。ま

た、風車発電装置及び支持構造物は、建築基準法施行令第87条

に定めるところによる風圧力に耐えるものとし、構造耐力上安

全である旨の計算書等を監督職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　風力発電装置の試験は、表1.10.6により行い、監督職員に

試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P497 1.10.6

小規模発電装

置の試験

以下の字句を変更した。

(2)　小 
  
 出力
出力出力
出力規

規規
規模
模模
模発電装置の試験は、表1.10.7により行い、監

督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第２章　　施工
第２章　　施工第２章　　施工
第２章　　施工

　

P499 2.1.3

発電機及び原

動機の据付け

以下の字句を追加した。

(1)(ｱ)　発電装置は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確

保できる位置に据付ける。ま
まま
また、

た、た、
た、離

離離
離隔

隔隔
隔距
距距
距離
離離
離に

にに
につ
つつ
ついて、所

いて、所いて、所
いて、所轄

轄轄
轄消

消消
消防
防防
防

機関に
機関に機関に
機関に確

確確
確認
認認
認を行う。

を行う。を行う。
を行う。

標準仕様書に整合

P499

P500

2.1.6

主燃料タンク

等の据付け

以下の字句を追加した。

(3)　
(3)　(3)　
(3)　油庫

油庫油庫
油庫式燃

式燃式燃
式燃料

料料
料小
小小
小出

出出
出タ
タタ
タンクの

ンクのンクの
ンクの据

据据
据付け
付け付け
付けは、次による

は、次によるは、次による
は、次によるほ

ほほ
ほか、特記

か、特記か、特記
か、特記

による。
による。による。
による。

(ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　油庫

油庫油庫
油庫式燃

式燃式燃
式燃料

料料
料小
小小
小出

出出
出タ
タタ
タンクは、

ンクは、ンクは、
ンクは、ボ

ボボ
ボルト
ルトルト
ルトを用いて

を用いてを用いて
を用いて基礎

基礎基礎
基礎等に

等に等に
等に固

固固
固定

定定
定

する。
する。する。
する。

(ｲ)　通気
(ｲ)　通気(ｲ)　通気
(ｲ)　通気管

管管
管は、(1)(ｲ)による。

は、(1)(ｲ)による。は、(1)(ｲ)による。
は、(1)(ｲ)による。

なお、
なお、なお、
なお、油庫

油庫油庫
油庫式燃

式燃式燃
式燃料

料料
料小
小小
小出

出出
出タ
タタ
タンクを

ンクをンクを
ンクを屋

屋屋
屋上

上上
上階
階階
階等に設置する場合の通

等に設置する場合の通等に設置する場合の通
等に設置する場合の通

気
気気
気管
管管
管の

のの
の先
先先
先端
端端
端の

のの
の位
位位
位置は、設置した

置は、設置した置は、設置した
置は、設置した床

床床
床面から4

面から4面から4
面から4m以

m以m以
m以上とする。

上とする。上とする。
上とする。

(
((
(5
55
5)　関係法令等により、注
)　関係法令等により、注)　関係法令等により、注
)　関係法令等により、注意

意意
意標
標標
標識
識識
識等を

等を等を
等を視認

視認視認
視認しやすい場所に設

しやすい場所に設しやすい場所に設
しやすい場所に設

け
けけ
ける。

る。る。
る。

標準仕様書に整合

P501

P502

2.1.7.2 燃料系統配管

以下の字句を変更した。

(1)(ｵ)(a)　 
  
 コ
ココ
コー
ーー
ーテ

テテ
ティ
ィィ
ィン

ンン
ング
ググ
グは、

は、は、
は、厚

厚厚
厚さ
ささ
さが

がが
が管
管管
管外
外外
外面から1.

面から1.面から1.
面から1.5mm以

5mm以5mm以
5mm以上、

上、上、
上、

 
  
 か
かか
かつ
つつ
つ、コ

、コ、コ
、コー

ーー
ーテ

テテ
ティ
ィィ
ィン

ンン
ング
ググ
グの材料が

の材料がの材料が
の材料が管

管管
管外
外外
外面に

面に面に
面に密

密密
密着
着着
着している

しているしている
しているコーティ

ング材料及び
及び及び
及びコーティング方法 

  
 とする。
とする。とする。
とする。は、 

  
 J
JJ
JIS 
IS IS 
IS G
GG
G 3469
 3469 3469
 3469「ポ

「ポ「ポ
「ポ

 
  
 リ
リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管」附属

」附属」附属
」附属書

書書
書A
AA
A（規定）
（規定）（規定）
（規定）「

「「
「被覆
被覆被覆
被覆用

用用
用ポ
ポポ
ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レ

 
  
 ン
ンン
ン」
」」
」J
JJ
JIS 
IS IS 
IS G
GG
G 34
 34 34
 3477-
77-77-
77-1

11
1「ポ
「ポ「ポ
「ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管―

――
―第1部

第1部第1部
第1部：外

：外：外
：外面3

面3面3
面3層
層層
層

ポ
ポポ
ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン押
押押
押出

出出
出被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管」

」」
」、

、、
、J
JJ
JIS 
IS IS 
IS G
GG
G 34
 34 34
 3477-2「ポ
77-2「ポ77-2「ポ
77-2「ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン

被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管―

――
―第

第第
第2
22
2部
部部
部：外
：外：外
：外面

面面
面ポ
ポポ
ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン押
押押
押出

出出
出被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管」

」」
」又は

又は又は
又はJ

JJ
JIS
ISIS
IS

G
GG
G 34
 34 34
 3477-
77-77-
77-3

33
3「ポ
「ポ「ポ
「ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管―

――
―第3部

第3部第3部
第3部：外

：外：外
：外面

面面
面ポ
ポポ
ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン

ンン
ン

粉
粉粉
粉体

体体
体被覆鋼管
被覆鋼管被覆鋼管
被覆鋼管」

」」
」に定める

に定めるに定める
に定めるポ

ポポ
ポリ

リリ
リエ
エエ
エチ

チチ
チレ
レレ
レン又はこれらと同等

ン又はこれらと同等ン又はこれらと同等
ン又はこれらと同等以

以以
以上

上上
上

の
のの
の防食
防食防食
防食効

効効
効果
果果
果を有する

を有するを有する
を有するも

もも
もの

のの
のとする。

(c)　地中埋設配管 
  
 の
のの
のには、

には、には、
には、標

標標
標識
識識
識シ

シシ
シート
ートート
ート等を

等を等を
等を2

22
2倍長
倍長倍長
倍長以

以以
以上

上上
上重ね
重ね重ね
重ね合

合合
合

わせ
わせわせ
わせて

てて
て管頂
管頂管頂
管頂と地

と地と地
と地表

表表
表面（

面（面（
面（舗

舗舗
舗装
装装
装のある場合は、

のある場合は、のある場合は、
のある場合は、舗

舗舗
舗装
装装
装下面）の

下面）の下面）の
下面）のほ

ほほ
ほぼ

ぼぼ
ぼ

中間に設
中間に設中間に設
中間に設け

けけ
ける。

る。る。
る。ま

まま
また、

た、た、
た、分岐及び曲り部には、特記による埋設標

を設置する。 
  
 ま
まま
また、

た、た、
た、埋

埋埋
埋設

設設
設表
表表
表示のための

示のための示のための
示のためのアル

アルアル
アルミ

ミミ
ミ又は

又は又は
又はビニル

ビニルビニル
ビニル等の

等の等の
等の

 
  
 テ
テテ
テー
ーー
ープを

プをプを
プを埋

埋埋
埋設する。

設する。設する。
設する。

標準仕様書に整合

R4版 2.1.7.2 燃料系統配管

以下の字句を削除した。

(ｱ)(d) 
  
 ①
①①
①　

　　
　呼
呼呼
呼び

びび
び径
径径
径40

4040
40A以
A以A以
A以上の

上の上の
上のも

もも
ものに

のにのに
のにつ

つつ
ついては、

いては、いては、
いては、「

「「
「可撓管
可撓管可撓管
可撓管継手

継手継手
継手の

のの
の

 
  
 設置等に関する運用
設置等に関する運用設置等に関する運用
設置等に関する運用基

基基
基準
準準
準に

にに
につ
つつ
ついて

いていて
いて」

」」
」（昭和

（昭和（昭和
（昭和5

55
56年3
6年36年3
6年3月

月月
月9日

9日9日
9日付け
付け付け
付け消

消消
消

 
  
 防危
防危防危
防危第

第第
第2
22
20号）に規定する
0号）に規定する0号）に規定する
0号）に規定する「

「「
「可撓管
可撓管可撓管
可撓管継手

継手継手
継手に関する技術上の

に関する技術上のに関する技術上の
に関する技術上の指

指指
指

 
  
 針
針針
針」
」」
」に適合した

に適合したに適合した
に適合したも

もも
ものとし、

のとし、のとし、
のとし、呼

呼呼
呼び

びび
び径
径径
径40

4040
40A
AA
A未満
未満未満
未満の

のの
のも
もも
ものに

のにのに
のにつ

つつ
ついては、

いては、いては、
いては、

 
  
 同等の
同等の同等の
同等の構

構構
構造・

造・造・
造・性

性性
性能の

能の能の
能のも

もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

 
  
 ②
②②
②　

　　
　フレ
フレフレ
フレキ

キキ
キシ

シシ
シブル
ブルブル
ブルジョ

ジョジョ
ジョイ

イイ
イン

ンン
ント
トト
トは、ステン

は、ステンは、ステン
は、ステンレ

レレ
レス

スス
ス鋼
鋼鋼
鋼製
製製
製とし、

とし、とし、
とし、フ

フフ
フラ

ララ
ラ

 
  
 ン
ンン
ンジ
ジジ
ジ部分は、

部分は、部分は、
部分は、鋼

鋼鋼
鋼製
製製
製とする。

とする。とする。
とする。

 
  
 ③
③③
③　

　　
　金属製
金属製金属製
金属製フレ

フレフレ
フレキ

キキ
キシ

シシ
シブル
ブルブル
ブルジョ

ジョジョ
ジョイ

イイ
イン

ンン
ント
トト
トの全

の全の全
の全長

長長
長は、

は、は、
は、表2

表2表2
表2.1.3によ

.1.3によ.1.3によ

.1.3によ

 
  
 る。
る。る。
る。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、原

原原
原動
動動
動機への

機への機への
機への接続

接続接続
接続用は、この

用は、この用は、この
用は、この限

限限
限りでない。

りでない。りでない。
りでない。

以下の表を削除した。

 
  
 表2
表2表2
表2.1.3

.1.3.1.3

.1.3／燃
／燃／燃
／燃料

料料
料油
油油
油配

配配
配管
管管
管の

のの
のフレ
フレフレ
フレキ

キキ
キシ

シシ
シブル
ブルブル
ブルジョ

ジョジョ
ジョイ

イイ
イン

ンン
ント
トト
トの

のの
の長
長長
長さ
ささ
さ

標準仕様書に整合

P503 2.1.9 接地

以下の字句を追加した。

(1)(ｱ)　給
(ｱ)　給(ｱ)　給
(ｱ)　給油ボ

油ボ油ボ
油ボックスの

ックスのックスの
ックスのタ

タタ
タンク

ンクンク
ンクロー

ローロー
ローリ

リリ
リー
ーー
ー用

用用
用接
接接
接地

地地
地端子
端子端子
端子には、

には、には、
には、D種

D種D種
D種

接
接接
接地工事を施す。

地工事を施す。地工事を施す。
地工事を施す。

(ｲ)　給
(ｲ)　給(ｲ)　給
(ｲ)　給油ボ

油ボ油ボ
油ボックスに設

ックスに設ックスに設
ックスに設け

けけ
ける

るる
る油
油油
油量指
量指量指
量指示計には、

示計には、示計には、
示計には、液

液液
液面

面面
面検
検検
検出部の

出部の出部の
出部の防

防防
防

爆
爆爆
爆性
性性
性能に適合した

能に適合した能に適合した
能に適合した接

接接
接地工事を施す。

地工事を施す。地工事を施す。
地工事を施す。

標準仕様書に整合

　 第２節　　燃料電池発電設備の据付け

　 第３節　　熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け

第１節　　ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の据付け
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第４節　　太陽光発電設備の据付け

P504 2.4.6 表示

以下の字句を変更、追加した。

(1)　接続箱 
  
 と
とと
と、

、、
、パワーコンディショナ等の 

  
 間の
間の間の
間の機

機機
機器
器器
器及び太

及び太及び太
及び太陽

陽陽
陽

電
電電
電池ア
池ア池ア
池アレ

レレ
レイ
イイ
イから

からから
からパワ

パワパワ
パワー

ーー
ーコン

コンコン
コンデ

デデ
ディ
ィィ
ィシ

シシ
ショ
ョョ
ョナま
ナまナま
ナまでの直

での直での直
での直流

流流
流配線、

配線、配線、
配線、配管

等に太陽光直流配線注意等の注意表示を行う。

(
((
(2
22
2)　関係法令等により、注
)　関係法令等により、注)　関係法令等により、注
)　関係法令等により、注意

意意
意標
標標
標識
識識
識等を

等を等を
等を視認

視認視認
視認しやすい場所に設

しやすい場所に設しやすい場所に設
しやすい場所に設

け
けけ
ける。

る。る。
る。

標準仕様書に整合

　 第５節　　風力発電設備の据付け

　 第６節　　小出力発電設備の据付け

　 第７節　　施工の立会い及び試験

P506 2.7.2

ディーゼルエ

ンジン発電設

備、ガスエン

ジン発電設

備、ガスター

ビン発電設備

及びマイクロ

ガスタービン

発電設備の試

験

以下の字句を変更、追加した。

(1)　機器の設置及び配線完了後に、次により試験を行い、監督

職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(ｵ)(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　ガ
ガガ
ガス

スス
スタービ
タービタービ
タービン発電

ン発電ン発電
ン発電装

装装
装置及び

置及び置及び
置及びマ

ママ
マイ
イイ
イク

クク
クロガ
ロガロガ
ロガス

スス
スタービ
タービタービ
タービン発

ン発ン発
ン発

電
電電
電装
装装
装置は、異

置は、異置は、異
置は、異常

常常
常な

なな
な振
振振
振動
動動
動が発生していないことを

が発生していないことをが発生していないことを
が発生していないことを確

確確
確認
認認
認する。

する。する。
する。

標準仕様書に整合

P507 2.7.3

燃料電池発電

設備の試験

以下の字句を変更した。

(1)　燃料電池発電設備において、りん酸形燃料電池である場合

は、機器の設置及び配線完了後に、表2.7.3により試験を行い、

監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P507 2.7.4

熱併給発電設

備（コージェ

ネレーション

設備）の試験

以下の字句を変更した。

(1)　発電装置の試験は、2.7.2「ディーゼルエンジン発電設

備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク

ロガスタービン発電設備の試験」及び2.7.3「燃料電池発電設備

の試験」の当該項目及び排熱回収装置の試験を行い、監督職員

に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)(ｲ)　測定データに基づいて算出した回収熱量計算書を監督

職員に提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P507 2.7.5

太陽光発電設

備の試験

以下の字句を変更した。

(1)　機器の設置及び配線完了後に、表2.7.4により試験を行

い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P507 2.7.6

風力発電設備

の試験

以下の字句を変更した。

(1)　機器の設置及び配線完了後に、表2.7.5により試験を行

い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

P508 2.7.7

小規模発電設

備の試験

以下の字句を変更した。

(1)　機器の設置及び配線完了後に、表2.7.6により試験を行

い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第６編
第６編第６編
第６編 通信・情報設備工事

通信・情報設備工事通信・情報設備工事
通信・情報設備工事

第１章　　機材
第１章　　機材第１章　　機材
第１章　　機材

　 第１節　　電線類

P510 表1.1.1 電線類

以下の字句を変更した。

○呼称（図示記号）

EM-光ファイバケーブル(EM-OP- 
  
 O
OO
OM
MM
M1
11
1､
､､
､O
OO
OM2
M2M2
M2､
､､
､OM3､OM4)(EM-OP-

OS1a
aa
a、OS2)

標準仕様書に整合

　 第２節　　電線保護物類

P510 1.2.2

プルボック

ス、金属ダク

ト及びケーブ

ルラック

以下の字句を変更、追加した。

(3)(ｳ)　トレー形ケーブルラック 
  
 親
親親
親げた

げたげた
げたの

のの
の側
側側
側面

面面
面と底板 

  
 を
をを
をは、一

体成形又は 
  
 溶接
溶接溶接
溶接、かしめ

、かしめ、かしめ
、かしめ若

若若
若しくは

しくはしくは
しくはね

ねね
ねじ止めにより

じ止めによりじ止めにより
じ止めにより機

機機
機械
械械
械的
的的
的に

にに
に接

続したものとする。

(ｴ)　電力設
(ｴ)　電力設(ｴ)　電力設
(ｴ)　電力設備

備備
備と共用する場合は、第

と共用する場合は、第と共用する場合は、第
と共用する場合は、第2編

2編2編
2編1.

1.1.
1.2
22
2.
..
.8「ケーブル
8「ケーブル8「ケーブル
8「ケーブルラッ

ラッラッ
ラッ

ク
クク
ク」
」」
」による。

による。による。
による。

標準仕様書に整合

　 第３節　　配線器具

　 第４節　　端子盤・機器収納ラック等

P511 1.4.1 一般事項

以下の字句を変更した。

(5)　 
  
 最大使
最大使最大使
最大使用電

用電用電
用電圧

圧圧
圧が60

が60が60
が60V

VV
Vを
をを
を超
超超
超える

えるえる
える回路

回路回路
回路の

のの
の充電部が

がが
が露
露露
露出する部

出する部出する部
出する部

分
分分
分は、外部から手を触れられない構造とする。

標準仕様書に整合

P512 1.4.2 端子盤等

以下の字句を追加した。

(1)(ｲ)(c)　ドアは、錠付きとし、次による。
次による。次による。
次による。

①
①①
①　

　　
　錠
錠錠
錠の

のの
の鍵
鍵鍵
鍵は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、

とする。ただし、とする。ただし、
とする。ただし、鍵

鍵鍵
鍵の仕

の仕の仕
の仕様

様様
様等を

等を等を
等を

指
指指
指定する場合は、特記による。

定する場合は、特記による。定する場合は、特記による。
定する場合は、特記による。

②
②②
②　

　　
　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又は

ステンレス鋼製とする。

なお、施
なお、施なお、施
なお、施錠

錠錠
錠・

・・
・解錠
解錠解錠
解錠状

状状
状態表
態表態表
態表示

示示
示付
付付
付とする場合は、特記による。

とする場合は、特記による。とする場合は、特記による。
とする場合は、特記による。

標準仕様書に整合

（セキュリティ性能

の確保のため。）

P513 1.4.3

機器収納ラッ

ク

以下の字句を追加した。

(1)(ｶ)　
(ｶ)　(ｶ)　
(ｶ)　ドア

ドアドア
ドアは、

は、は、
は、錠付

錠付錠付
錠付きとし、次による。

きとし、次による。きとし、次による。
きとし、次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　錠
錠錠
錠の

のの
の鍵
鍵鍵
鍵は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、

とする。ただし、とする。ただし、
とする。ただし、鍵

鍵鍵
鍵の仕

の仕の仕
の仕様

様様
様等を

等を等を
等を

指
指指
指定する場合は、特記による。

定する場合は、特記による。定する場合は、特記による。
定する場合は、特記による。

(
((
(b
bb
b)　
)　)　
)　ドア
ドアドア
ドアの

のの
のハ
ハハ
ハン

ンン
ンドル
ドルドル
ドルは、

は、は、
は、表

表表
表面に

面に面に
面に突

突突
突出ない

出ない出ない
出ない構

構構
構造で

造で造で
造で非

非非
非鉄
鉄鉄
鉄金属製
金属製金属製
金属製又

又又
又

はステン
はステンはステン
はステンレ

レレ
レス

スス
ス鋼
鋼鋼
鋼製
製製
製とする。

とする。とする。
とする。

なお、施
なお、施なお、施
なお、施錠

錠錠
錠・

・・
・解錠
解錠解錠
解錠状

状状
状態表
態表態表
態表示

示示
示付
付付
付とする場合は、特記による。

とする場合は、特記による。とする場合は、特記による。
とする場合は、特記による。

標準仕様書に整合

（セキュリティ性能

の確保のため。）

P514 表1.4.5

通信用SPDの用

途別性能

以下の字句を変更、削除した。

○詳細事項／定格電流／使用周波数帯域

EM-UTPケーブル： 
  
 P
PP
Po
oo
oE
EE
E(C
(C(C
(Ca
aa
at
tt
t.3
.3.3
.3以
以以
以上)

上)上)
上)／ 

  
 330
330330
330mA以
mA以mA以
mA以上

上上
上

電話回線： 
  
 IS
ISIS
ISD
DD
DN
NN
N回
回回
回線、

線、線、
線、AD

ADAD
ADS

SS
SL回
L回L回
L回線

線線
線

EM-同軸ケーブル： 
  
 デ
デデ
デジ
ジジ
ジタル式カ
タル式カタル式カ
タル式カメ

メメ
メラ

ララ
ラ同

同同
同軸伝
軸伝軸伝
軸伝送方式

送方式送方式
送方式／

10
1010
10MH
MHMH
MHz
zz
z 3
33
3G
GG
GH
HH
Hz
zz
z以下

標準仕様書に整合

　 第５節　　構内情報通信網装置

R4版 表1.5.3

広域網（WAN）

インタフェー

ス

以下の項目を削除した。

○インタフェース種別

 
  
 IS
ISIS
ISD
DD
DN
NN
N基
基基
基本

本本
本

 
  
 IS
ISIS
ISD
DD
DN一次
N一次N一次
N一次群

群群
群

AD
ADAD
ADS
SS
SL
LL
L

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P515 1.5.1 一般事項

以下の字句を変更した。

(11)(ｲ)　P
PP
Po
oo
oE
EE
Eは、
は、は、
は、1ポート当たり 

  
 1
11
15
55
5.4
.4.4
.4W
WW
W又は30.0
又は30.0又は30.0
又は30.0W

WW
Wの
のの
のに必要な

に必要なに必要な
に必要な電

力を供給 
  
 する機能を有す
する機能を有すする機能を有す
する機能を有すでき

できでき
できるものとし、 

  
 その
そのその
その区

区区
区別
別別
別は、特記

は、特記は、特記
は、特記

特記がな
特記がな特記がな
特記がなけ

けけ
けれ

れれ
れば
ばば
ば、

、、
、表
表表
表1.

1.1.
1.5
55
5.4
.4.4
.4による。

以下の表を追加した。

表
表表
表1.

1.1.
1.5
55
5.4
.4.4
.4／P
／P／P
／Po
oo
oE
EE
E の分
 の分 の分
 の分類

類類
類

標準仕様書に整合

R4版 表1.5.4 無線LANの分類

以下の項目を削除した。

○ 
  
 拡
拡拡
拡散

散散
散方式
方式方式
方式

標準仕様書に整合

P517 表1.5.5 無線LANの分類

以下の項目を追加した。

○最大伝送速度

9.6
9.69.6
9.6G
GG
Gb
bb
bps
psps
ps

標準仕様書に整合

P519 1.5.8

機器収納ラッ

ク

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｱ)　 
  
 前
前前
前面

面面
面ドアは、錠付きとし、 

  
 施
施施
施錠
錠錠
錠した状

した状した状
した状態

態態
態で

でで
で搭載
搭載搭載
搭載機

機機
機器
器器
器の

のの
の

 
  
 LED表
LED表LED表
LED表示等が

示等が示等が
示等が確

確確
確認
認認
認できる

できるできる
できる構

構構
構造とす

造とす造とす
造とす次によ

次によ次によ
次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　錠
錠錠
錠の

のの
の鍵
鍵鍵
鍵は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とする。ただし、

とする。ただし、とする。ただし、
とする。ただし、鍵

鍵鍵
鍵の仕

の仕の仕
の仕様

様様
様等を

等を等を
等を

指
指指
指定する場合は、特記による。

定する場合は、特記による。定する場合は、特記による。
定する場合は、特記による。

(
((
(b
bb
b)　施
)　施)　施
)　施錠

錠錠
錠した状

した状した状
した状態

態態
態で

でで
で搭載
搭載搭載
搭載機

機機
機器
器器
器の

のの
のLED表
LED表LED表
LED表示等が

示等が示等が
示等が確

確確
確認
認認
認できる

できるできる
できる構

構構
構造

造造
造

とする。
とする。とする。
とする。

標準仕様書に整合

（セキュリティ性能

の確保のため。）

P519 1.5.10 表示

以下の字句を追加した。

(1)(ｴ)　受注者
(ｴ)　受注者(ｴ)　受注者
(ｴ)　受注者名

名名
名（

（（
（別
別別
別銘
銘銘
銘板
板板
板とすることができる。）

とすることができる。）とすることができる。）
とすることができる。）

標準仕様書に整合

　 第６節　　構内交換装置

　 第７節　　情報表示装置

R4版 表1.7.1

ディスプレイ

の性能

以下の項目を削除した。

○項目／性能

 
  
 入
入入
入力

力力
力端子／
端子／端子／
端子／映像

映像映像
映像1

11
1系
系系
系統
統統
統

標準仕様書に整合

R4版 表1.7.3

表示項目（マ

ルチサイン装

置及び出退表

示装置）

以下の項目を削除した。

○ 
  
 露
露露
露出

出出
出形表
形表形表
形表示

示示
示盤
盤盤
盤用電源

用電源用電源
用電源装

装装
装置

置置
置

標準仕様書に整合

　 第８節　　映像・音響装置

　 第９節　　拡声装置

　 第１０節　誘導支援装置

P534 1.10.3 インターホン

以下の字句を変更した。

(1)　インターホンは、次によるほか、JIS C 6020「インターホ

ン通則」による。

 
  
 なお、仕上げ
なお、仕上げなお、仕上げ
なお、仕上げ色

色色
色は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準色

色色
色とする。

とする。とする。
とする。

(ｱ)　親
親親
親機は、

機は、機は、
機は、呼出し音量を調節する機能を有するものとす

る。

標準仕様書に整合

独自内容の修正
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

P535 1.10.6

トイレ等呼出

装置

以下の字句を変更、削除した。

(1)　トイレ等呼出装置は、呼出表示器、呼出ボタン、呼出表示

灯、
、、
、復旧ボ
復旧ボ復旧ボ
復旧ボタ

タタ
タン

ンン
ン等で構成する。

(ｱ)(a)　表示窓及び復旧 
  
 ボ
ボボ
ボタ
タタ
タン

ンン
ン機能

機能機能
機能を設ける。

(b)　呼出音 
  
 及び
及び及び
及び、

、、
、表示窓等

等等
等により、トイレ等からの呼出しが

確認できるものとする。

(c)　複数のトイレ等からの呼出位置を、表示窓等
等等
等により確認

できるものとする。

(d)　表示窓等
等等
等には、呼出位置を確認できる名称板等を設け

る。

 
  
 (
((
(f
ff
f)　仕上げ
)　仕上げ)　仕上げ
)　仕上げ色

色色
色は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準色

色色
色とする。

とする。とする。
とする。

(ｲ) 
  
 (
((
(c
cc
c)　仕上げ
)　仕上げ)　仕上げ
)　仕上げ色

色色
色は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準色

色色
色とする。

とする。とする。
とする。

(ｴ)　
(ｴ)　(ｴ)　
(ｴ)　復旧ボ

復旧ボ復旧ボ
復旧ボタ

タタ
タンは、

ンは、ンは、
ンは、呼

呼呼
呼出

出出
出ボ
ボボ
ボタ
タタ
タンによる

ンによるンによる
ンによる動

動動
動作を

作を作を
作を停

停停
停止できる

止できる止できる
止できるも

もも
もの

のの
の

とする。
とする。とする。
とする。

(ｵ)　通
(ｵ)　通(ｵ)　通
(ｵ)　通話

話話
話子
子子
子機は、次による。

機は、次による。機は、次による。
機は、次による。

(
((
(a
aa
a)　
)　)　
)　呼
呼呼
呼出

出出
出ボ
ボボ
ボタ
タタ
タンにより

ンによりンにより
ンにより呼

呼呼
呼出しした

出しした出しした
出しした際

際際
際、

、、
、呼
呼呼
呼出

出出
出表
表表
表示

示示
示器
器器
器と通

と通と通
と通話

話話
話がで

がでがで
がで

きる
きるきる
きるも

もも
ものとする。

のとする。のとする。
のとする。

(
((
(b
bb
b)　通
)　通)　通
)　通話

話話
話子
子子
子機は、

機は、機は、
機は、壁

壁壁
壁付形
付形付形
付形又は天

又は天又は天
又は天井埋

井埋井埋
井埋込形

込形込形
込形とし、特記による。

とし、特記による。とし、特記による。
とし、特記による。

標準仕様書に整合

P535 1.10.10

住宅情報盤装

置

以下の字句を追加した。

(3)　センサ部への配線は、使
使使
使用電

用電用電
用電圧

圧圧
圧が

がが
が30V以下の小勢力回路と

する。

独自内容の修正

P536 1.10.11

インターホン

オートロック

装置

以下の字句を変更した。

(5)(ｲ)　オートドアの解錠は、住宅情報盤又は
又は又は
又は管

管管
管理
理理
理室
室室
室親
親親
親機

機機
機の解

錠操作、集合玄関機のテンキー操作、キースイッチ操作 
  
 又は
又は又は
又は若

若若
若

しくは
しくはしくは
しくは非接触キー操作により行う。

独自内容の修正

　 第１１節　テレビ共同受信装置

P536 1.11.2 機器

以下の字句を変更した。

(1)(ｴ)　増幅器には、屋外との信号入出力部に 
  
 雷
雷雷
雷保護装
保護装保護装
保護装置

置置
置、

、、
、

1.4.
1.4.1.4.
1.4.5「

5「5「
5「通信用S

通信用S通信用S
通信用SPD」

PD」PD」
PD」による通信用S

による通信用Sによる通信用S
による通信用SPD

PDPD
PDを設ける。

標準仕様書に整合

　 第１２節　テレビ電波障害防除装置

　 第１３節　監視カメラ装置

P538 1.13.1 一般事項

以下の字句を変更した。

(2)(ｱ)(c)　ネットワークインタフェースは、10
1010
10B
BB
BA
AA
AS
SS
SE-
E-E-
E-

T
TT
T100BASE-TX又は1000

10001000
1000B

BB
BA
AA
AS
SS
SE-
E-E-
E-T
TT
T とする。

標準仕様書に整合

P540 1.13.5 その他

以下の字句を追加した。

(6)　
(6)　(6)　
(6)　動

動動
動体

体体
体検
検検
検知
知知
知の機能等は、特記による。

の機能等は、特記による。の機能等は、特記による。
の機能等は、特記による。

標準仕様書に整合

　 第１４節　駐車場管制装置

P541 1.14.3 検知器

以下の字句を変更、追加した。

(3)　
(3)　(3)　
(3)　マ

ママ
マイ
イイ
イク

クク
クロ波式
ロ波式ロ波式
ロ波式検

検検
検知器
知器知器
知器は、

は、は、
は、製

製製
製造者

造者造者
造者標準

標準標準
標準とする。

とする。とする。
とする。

(5)　光線式検知器、超音波センサ式検知器、
、、
、マ
ママ
マイ
イイ
イク

クク
クロ波式
ロ波式ロ波式
ロ波式検

検検
検

知器
知器知器
知器及びループコイル式検知器の性能は、次による。

(ｲ)　検出対象速度　2～40
4040
402
22
20
00
0km/h

標準仕様書に整合

P541 1.14.4

信号灯・警報

灯（回転灯）

以下の字句を追加した。

(2)　外箱の構造は、標準厚さ1.2mm以上の鋼板製（
（（
（錠付き）

））
）と

し、製
製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準色

色色
色とする。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第１５節　防犯・入退室管理装置

　 第１６節　自動火災報知装置

P545 1.16.3

副受信機・表

示装置置

以下の字句を変更、削除した。

(1)(ｲ)　地区表示部・音響停止スイッチ 
  
 、
、、
、及び

及び及び
及びスイッチ注意灯

 
  
 及び電
及び電及び電
及び電話

話話
話用

用用
用ジ
ジジ
ジャ
ャャ
ャック（受信機と

ック（受信機とック（受信機と
ック（受信機と併

併併
併設の

設の設の
設のも

もも
もの）

の）の）
の）を設ける。 

  
 ただ
ただただ
ただ

 
  
 し、
し、し、
し、P

PP
P型
型型
型1

11
1級
級級
級受信機又はR

受信機又はR受信機又はR
受信機又はR型

型型
型受信機の

受信機の受信機の
受信機の副

副副
副受信機とならない場合

受信機とならない場合受信機とならない場合
受信機とならない場合

 
  
 は、電
は、電は、電
は、電話ジ

話ジ話ジ
話ジャ

ャャ
ャックを

ックをックを
ックを省略

省略省略
省略することができる。

することができる。することができる。
することができる。

標準仕様書に整合

P545 1.16.7 地区警報装置

以下の字句を追加した。

(1)(ｲ)　光警報装置は、「
「「
「光
光光
光警
警警
警報

報報
報装
装装
装置の設置に係る

置の設置に係る置の設置に係る
置の設置に係るガイド

ガイドガイド
ガイドラ

ララ
ライ
イイ
イ

ンの
ンのンの
ンの策

策策
策定に

定に定に
定につ

つつ
ついて（通

いて（通いて（通
いて（通知

知知
知）

））
）」
」」
」(

((
(平
平平
平成

成成
成28
2828
28年9

年9年9
年9月
月月
月6日消

6日消6日消
6日消防予

防予防予
防予第

第第
第2
22
264号)
64号)64号)
64号)

で定める
で定めるで定める
で定める基

基基
基準
準準
準による

によるによる
によるほ

ほほ
ほか、

か、か、
か、次による。

標準仕様書に整合

P546 表1.16.1 表示項目

以下の字句を変更した。

○副受信機／感知器／発信機、中継器

種別 
  
 、
、、
、及び

及び及び
及び 

  
 型
型型
型式番
式番式番
式番号

号号
号型式／製造年 

  
 月
月月
月

*2

／製造年 
  
 月
月月
月

*2

標準仕様書に整合

P547 表1.16.2 表示項目

以下の字句を変更した。

○警報ベル／消火栓ポンプ起動装置（移報器）／回路試験器 
  
 、
、、
、

 
  
 差動
差動差動
差動ス

スス
スポ
ポポ
ポッ

ッッ
ット
トト
ト試

試試
試験
験験
験器
器器
器／機器収容箱

製造年 
  
 月
月月
月

*

／製造年 
  
 月
月月
月

*

／製造年 
  
 月
月月
月

*

／製造年 
  
 月
月月
月

*

標準仕様書に整合

P547 表1.16.3 表示項目

以下の字句を変更した。

○共同住宅用受信機、住戸用受信機／補助音響装置／戸外表示

器

製造年 
  
 月
月月
月

*1

／製造年 
  
 月
月月
月

*1

／製造年 
  
 月
月月
月

*1

独自内容の修正

　 第１７節　自動閉鎖装置（自動閉鎖機構）

P548 表1.17.1 表示項目

以下の字句を変更した。

○連動制御器／自動閉鎖装置／感知器

製造年 
  
 月
月月
月

*

／製造年 
  
 月
月月
月

*

／製造年 
  
 月
月月
月

*

標準仕様書に整合

　 第１８節　非常警報装置

　 第１９節　ガス漏れ火災警報装置

　 第２０節　外線材料
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第２１節　機材の試験

P550

P551

P552

P553

P554

P555

P556

P557

1.21.1 試験

以下の字句を変更、追加した。

(1)(ｱ)　端子盤の試験は、表1.21.1により行い、監督職員に試

験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(ｲ)　通信用SPDの試験は、表1.21.2により行い、監督職員に試

験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(3)　構内情報通信網装置の試験は、表1.21.3による形式試験と

し、監督職員に形式試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(4)　構内交換装置の試験は、製造者の社内規格による試験方法

で行い、設計図書に示された構造、性能及び機能であることを

確認し、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(5)　マルチサイン装置の試験は、表1.21.4により行い、監督職

員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(6)　出退表示装置の試験は、表1.21.6により行い、監督職員に

試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(7)　時刻表示装置の試験は、表1.21.8により行い、監督職員に

試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(8)　映像・音響装置及び拡声装置の試験は、表1.21.10による

形式試験とし、監督職員に形式試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受

 
  
 け
けけ
けす

すす
する。ただし、FM用アンテナの試験は、特記による。

(9)　誘導支援装置の試験は、表1.21.13による形式試験とし、

監督職員に形式試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。ただ

し、住宅情報盤装置及び電気制御式宅配ボックス装置の試験

は、特記による。

(10)　テレビ共同受信装置及びテレビ電波障害防除装置は、表

1.21.14による形式試験とし、監督職員に形式試験成績書を提出

 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。ただし、次の機器の試験は、特記によ

る。

(11)　監視カメラ装置の試験は、表1.21.15による形式試験と

し、監督職員に形式試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(12)　駐車場管制装置の試験は、表1.21.16により行い、監督職

員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(13)　防犯・入退室管理装置の試験は、表1.21.17により行い、

監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(14)　自動火災報知装置、自動閉鎖装置（自動閉鎖機構）、非

常警報装置及びガス漏れ火災警報装置は、関係法令に適合した

旨を証明するものを監督職員に提出する。

なお、
なお、なお、
なお、光

光光
光警
警警
警報

報報
報装
装装
装置の試

置の試置の試
置の試験

験験
験は、

は、は、
は、製

製製
製造者の

造者の造者の
造者の社

社社
社内
内内
内規

規規
規格
格格
格による試

による試による試
による試験

験験
験方
方方
方

法で行い、設計図書に示
法で行い、設計図書に示法で行い、設計図書に示
法で行い、設計図書に示さ

ささ
された

れたれた
れた構

構構
構造、

造、造、
造、性

性性
性能及び機能であるこ

能及び機能であるこ能及び機能であるこ
能及び機能であるこ

とを
とをとを
とを確

確確
確認
認認
認し、監督職員に試

し、監督職員に試し、監督職員に試
し、監督職員に試験

験験
験成

成成
成績
績績
績書を提出する。

書を提出する。書を提出する。
書を提出する。

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第２章　　施工
第２章　　施工第２章　　施工
第２章　　施工

　 第１節　　共通事項

P559 2.1.11 機器の取付け

以下の字句を追加した。

(1)(ｳ)　コンクリ
(ｳ)　コンクリ(ｳ)　コンクリ
(ｳ)　コンクリート

ートート
ート埋

埋埋
埋込み
込み込み
込みの

のの
のボ
ボボ
ボックス、

ックス、ックス、
ックス、端子盤

端子盤端子盤
端子盤の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱等

等等
等

は、
は、は、
は、型

型型
型枠
枠枠
枠に

にに
に取付け
取付け取付け
取付ける。

る。る。
る。

なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外箱
箱箱
箱等に

等に等に
等に仮

仮仮
仮枠
枠枠
枠を

をを
を使
使使
使用する場合は、

用する場合は、用する場合は、
用する場合は、外

外外
外箱
箱箱
箱等を

等を等を
等を取付け

取付け取付け
取付けた

たた
た後
後後
後

にその
にそのにその
にその周囲

周囲周囲
周囲のすき間を

のすき間をのすき間を
のすき間をモルタル

モルタルモルタル
モルタルで

でで
で充
充充
充て

てて
てん
んん
んする。

する。する。
する。

標準仕様書に整合

　 第２節　　金属管配線

R4版 2.2.2

隠ぺい配管の

敷設

以下の字句を削除した。

 
  
 (ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　管

管管
管の

のの
の曲
曲曲
曲げ

げげ
げ半径
半径半径
半径（

（（
（内側
内側内側
内側半径

半径半径
半径とする。）は、

とする。）は、とする。）は、
とする。）は、管

管管
管内
内内
内径
径径
径の6

の6の6
の6倍
倍倍
倍以
以以
以

 
  
 上とし、
上とし、上とし、
上とし、曲

曲曲
曲げ

げげ
げ角
角角
角度は、90度を

度は、90度を度は、90度を
度は、90度を超

超超
超えてはならない。

えてはならない。えてはならない。
えてはならない。ま

まま
また、1

た、1た、1
た、1区

区区
区間

間間
間

 
  
 の
のの
の屈
屈屈
屈曲
曲曲
曲箇所は、4箇所

箇所は、4箇所箇所は、4箇所
箇所は、4箇所以

以以
以下とし、その

下とし、その下とし、その
下とし、その曲

曲曲
曲げ

げげ
げ角
角角
角度の合計

度の合計度の合計
度の合計値

値値
値が

がが
が27
2727
270

00
0

 
  
 度を
度を度を
度を超

超超
超えてはならない。

えてはならない。えてはならない。
えてはならない。ただし、屋内通信線を収容する場合の

1区間の屈曲箇所は、5箇所以下とすることができる。

 
  
 (ｲ)　コンクリ
(ｲ)　コンクリ(ｲ)　コンクリ
(ｲ)　コンクリート

ートート
ート埋

埋埋
埋込み
込み込み
込みの

のの
のボ
ボボ
ボックス及び

ックス及びックス及び
ックス及び端子盤

端子盤端子盤
端子盤の

のの
の外
外外
外箱
箱箱
箱等は、

等は、等は、
等は、

 
  
 型
型型
型枠
枠枠
枠に

にに
に取付け
取付け取付け
取付ける。

る。る。
る。

 
  
 なお、
なお、なお、
なお、外

外外
外箱
箱箱
箱等に

等に等に
等に仮

仮仮
仮枠
枠枠
枠を

をを
を使
使使
使用した場合は、

用した場合は、用した場合は、
用した場合は、外

外外
外箱
箱箱
箱等を

等を等を
等を取付け

取付け取付け
取付けた

たた
た後
後後
後

 
  
 に、その
に、そのに、その
に、その周囲

周囲周囲
周囲のすき間を

のすき間をのすき間を
のすき間をモルタル

モルタルモルタル
モルタルで

でで
で充
充充
充て

てて
てん
んん
んする。

する。する。
する。

標準仕様書に整合

P560 表2.2.1

隠ぺい配管の

位置ボックス

及びジョイン

トボックスの

使用区分

以下の項目を追加した。

○用途

壁掛
壁掛壁掛
壁掛形表

形表形表
形表示

示示
示器
器器
器

押
押押
押し

しし
しボ
ボボ
ボタ
タタ
タンス

ンスンス
ンスイ

イイ
イッチ

ッチッチ
ッチ

独自内容の修正

　 第３節　　合成樹脂管配線（ＰＦ管，ＣＤ管及び硬質ビニル管）

　 第４節　　金属製可とう電線管配線

　 第５節　　金属ダクト配線

　 第６節　　金属線ぴ配線

　 第７節　　ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。）

P563 表2.7.1

ケーブルの曲

げ半径

以下の項目を削除した。

○ 
  
 敷
敷敷
敷設中の

設中の設中の
設中の曲

曲曲
曲げ

げげ
げ半径
半径半径
半径

以下の字句を変更した。

○ケーブルの種別／接続及び固定時の曲げ半径

EM-UTPケーブル（4対を超えるもの）／ 
  
 仕上がり
仕上がり仕上がり
仕上がり外

外外
外径
径径
径の10

の10の10
の10倍

倍倍
倍以
以以
以

 
  
 上
上上
上製
製製
製造者

造者造者
造者説

説説
説明
明明
明書

書書
書推奨
推奨推奨
推奨値

値値
値

標準仕様書に整合

　

　

　

　

R4版 2.11.3 管路等の敷設

以下の字句を削除した。

 
  
 (
((
(2
22
2)　地中配線には、
)　地中配線には、)　地中配線には、
)　地中配線には、標

標標
標識
識識
識シ

シシ
シート
ートート
ート等を

等を等を
等を2

22
2倍長
倍長倍長
倍長以

以以
以上

上上
上重ね
重ね重ね
重ね合

合合
合わせ
わせわせ
わせて

てて
て

 
  
 管頂
管頂管頂
管頂と地

と地と地
と地表

表表
表面（

面（面（
面（舗

舗舗
舗装
装装
装のある場合は、

のある場合は、のある場合は、
のある場合は、舗

舗舗
舗装
装装
装下面）の

下面）の下面）の
下面）のほ

ほほ
ほぼ中間に

ぼ中間にぼ中間に
ぼ中間に

 
  
 設
設設
設け
けけ
け、おお

、おお、おお
、おおむね2m

むね2mむね2m
むね2mの間隔で用

の間隔で用の間隔で用
の間隔で用途

途途
途を

をを
を表
表表
表示する。

示する。示する。
示する。

 
  
 なお、地中配線に
なお、地中配線になお、地中配線に
なお、地中配線に標

標標
標識
識識
識シ

シシ
シート
ートート
ート等を設

等を設等を設
等を設け

けけ
ける場合は、特記によ

る場合は、特記による場合は、特記によ
る場合は、特記によ

 
  
 る。
る。る。
る。

独自内容の修正

　 第１２節　接地

第１０節　架空配線

第１１節　地中配線

第８節　　光ファイバケーブル配線

第９節　　床上配線
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第１３節　構内情報通信網設備

　 第１４節　構内交換設備

　 第１５節　情報表示設備

　 第１６節　映像・音響設備

　 第１７節　拡声設備

　 第１８節　誘導支援設備

P569 2.18.2 機器の取付け

以下の字句を変更した。

(4)(ｱ)　集合玄関機には、製造者の標準による操作説明 
  
 板
板板
板表
表表
表示

示示
示

を設ける。

独自内容の修正

　 第１９節　テレビ共同受信設備

P569 2.19.3 受信調査

以下の字句を追加した。

(1)　地上
地上地上
地上放送

放送放送
放送は、

は、は、
は、最上階床コンクリート打設直後に、特記さ

れたチャンネルに対して、アンテナ取付け予定位置及びその周

辺について、次の項目を測定及び調査する。

(
((
(2
22
2)　
)　)　
)　衛星
衛星衛星
衛星放送

放送放送
放送は、

は、は、
は、最

最最
最上

上上
上階床
階床階床
階床コンクリ

コンクリコンクリ
コンクリート

ートート
ート打

打打
打設直

設直設直
設直後

後後
後に、特記

に、特記に、特記
に、特記さ

ささ
さ

れたチ
れたチれたチ
れたチャ

ャャ
ャン

ンン
ンネル
ネルネル
ネルに対して、

に対して、に対して、
に対して、ア

アア
アンテ

ンテンテ
ンテナ取付け

ナ取付けナ取付け
ナ取付け予

予予
予定

定定
定位
位位
位置及びその

置及びその置及びその
置及びその

周辺
周辺周辺
周辺に

にに
につ
つつ
ついて、次の

いて、次のいて、次の
いて、次の項目

項目項目
項目を

をを
を測
測測
測定及び調

定及び調定及び調
定及び調査

査査
査する。

する。する。
する。

(ｱ)　
(ｱ)　(ｱ)　
(ｱ)　端子

端子端子
端子電

電電
電圧
圧圧
圧（受信

（受信（受信
（受信レ

レレ
レベ
ベベ
ベル
ルル
ル）

））
）

(ｲ)　C
(ｲ)　C(ｲ)　C
(ｲ)　C/

//
/N
NN
N比
比比
比

(ｳ)　
(ｳ)　(ｳ)　
(ｳ)　ビ

ビビ
ビッ

ッッ
ット誤
ト誤ト誤
ト誤り率（

り率（り率（
り率（B

BB
BE
EE
ER）
R）R）
R）

独自内容の修正

　 第２０節　テレビ電波障害防除設備

　 第２１節　監視カメラ設備

　 第２２節　駐車場管制設備

　 第２３節　防犯・入退室管理設備

　 第２４節　自動火災報知設備

P573 2.24.2 機器の取付け

以下の字句を変更した。

(9)　押入れ、物入れ等で、感知器に損傷のおそれのある場合

は、その
そのその
その構

構構
構造や

造や造や
造や防護カバー等により保護する。

独自内容の修正

　 第２５節　自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）

　 第２６節　非常警報設備

　 第２７節　ガス漏れ火災警報設備

　 第２８節　施工の立会い及び試験

P574

P578

2.28.2 施工の試験

以下の字句を変更した。

(1)　次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、

 
  
 承諾
承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

以下の字句を追加した。

(ｿ)　自動火災報知設備、非常警報設備（非常ベル、自動式サイ

レン、非常用放送設備）及びガス漏れ火災警報設備の試験は、

関係法令に基づいて行う。

なお、
なお、なお、
なお、光

光光
光警
警警
警報

報報
報装
装装
装置は、機

置は、機置は、機
置は、機器接続後

器接続後器接続後
器接続後に

にに
に表2
表2表2
表2.

..

.28
2828
28.14による試

.14による試.14による試

.14による試験
験験
験を行

を行を行
を行

う。
う。う。
う。

以下の表を追加した。

表2
表2表2
表2.

..

.28
2828
28.14

.14.14

.14／
／／
／光
光光
光警
警警
警報

報報
報装
装装
装置の試

置の試置の試
置の試験

験験
験

標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

第７編
第７編第７編
第７編 中央監視制御設備工事

中央監視制御設備工事中央監視制御設備工事
中央監視制御設備工事

第１章　　機材
第１章　　機材第１章　　機材
第１章　　機材

　 第１節　　共通事項

　 第２節　　警報盤

P579 1.2.4 器具類

以下の字句を変更した。

(2)　 
  
 補助
補助補助
補助継

継継
継電

電電
電器
器器
器制

制制
制御装
御装御装
御装置

置置
置は、 

  
 第
第第
第2編
2編2編
2編1.1

1.11.1
1.12
22
2.6
.6.6
.6「器具類」
「器具類」「器具類」
「器具類」(11)に

(11)に(11)に
(11)に

 
  
 よ
よよ
よ製
製製
製造者の

造者の造者の
造者の標準

標準標準
標準とす

とすとす
とする。

標準仕様書に整合

　 第３節　　簡易形監視制御装置

R4版 1.3.1 一般事項

以下の字句を削除した。

(4) 
  
 (ｳ)　記録
(ｳ)　記録(ｳ)　記録
(ｳ)　記録装

装装
装置

置置
置

 
  
 温
温温
温度　10

度　10度　10
度　10～

～～
～30

3030
30℃
℃℃
℃

 
  
 湿
湿湿
湿度　30

度　30度　30
度　30～

～～
～8
88
80
00
0％
％％
％R

RR
RH
HH
H

標準仕様書に整合

P580

P581

P582

P583

表1.3.1

監視制御装置

の機能

以下の項目を追加した。

○監
監監
監視
視視
視・計

・計・計
・計測

測測
測・計

・計・計
・計量

量量
量・

・・
・表
表表
表示・

示・示・
示・操

操操
操作

作作
作

計
計計
計量
量量
量

○制
制制
制御
御御
御

カ
カカ
カレ
レレ
レン

ンン
ンダ
ダダ
ダー
ーー
ー管
管管
管理
理理
理、

、、
、最
最最
最適運転制

適運転制適運転制
適運転制御

御御
御

○保
保保
保全業務

全業務全業務
全業務支

支支
支援
援援
援

施設
施設施設
施設管

管管
管理
理理
理図書

図書図書
図書保

保保
保存
存存
存・

・・
・表
表表
表示機能、

示機能、示機能、
示機能、集

集集
集中

中中
中検針
検針検針
検針

○エ
エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー管
管管
管理
理理
理

エ
エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー管
管管
管理
理理
理用

用用
用データ収集
データ収集データ収集
データ収集機能、

機能、機能、
機能、エ

エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー管
管管
管理
理理
理用

用用
用グ
ググ
グラ

ララ
ラフ
フフ
フ

作成機能
作成機能作成機能
作成機能

○エ
エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー需給制

需給制需給制
需給制御

御御
御

電力需要
電力需要電力需要
電力需要予

予予
予測
測測
測機能、

機能、機能、
機能、再

再再
再生

生生
生可
可可
可能

能能
能エ
エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー発電

発電発電
発電予

予予
予測
測測
測機能、

機能、機能、
機能、最

最最
最適

適適
適

運転計
運転計運転計
運転計画

画画
画策
策策
策定機能、

定機能、定機能、
定機能、個別

個別個別
個別設定機能、

設定機能、設定機能、
設定機能、ピ

ピピ
ピー
ーー
ーク

クク
クカ
カカ
カッ

ッッ
ット
トト
ト機能、電力

機能、電力機能、電力
機能、電力

補償
補償補償
補償機能、分散電源等状

機能、分散電源等状機能、分散電源等状
機能、分散電源等状態表

態表態表
態表示機能

示機能示機能
示機能

○セ
セセ
セキ
キキ
キュ
ュュ
ュリテ

リテリテ
リティ

ィィ
ィ

ア
アア
アンチ

ンチンチ
ンチウイル

ウイルウイル
ウイルス・

ス・ス・
ス・マ

ママ
マルウ
ルウルウ
ルウェ

ェェ
ェア
アア
ア検
検検
検知
知知
知、不

、不、不
、不許可

許可許可
許可媒

媒媒
媒体監

体監体監
体監視

視視
視

標準仕様書に整合

（電力需要の最適化

のため。）

R4版 表1.3.1

監視制御装置

の機能

以下の項目を削除した。

無
無無
無効電力制

効電力制効電力制
効電力制御／

御／御／
御／変

変変
変圧器
圧器圧器
圧器台

台台
台数
数数
数制

制制
制御／照明
御／照明御／照明
御／照明制

制制
制御／
御／御／
御／台

台台
台数
数数
数制

制制
制御
御御
御

（
（（
（熱
熱熱
熱源・

源・源・
源・ポ

ポポ
ポンプ）

ンプ）ンプ）
ンプ）／外

／外／外
／外気

気気
気取入
取入取入
取入制

制制
制御／最
御／最御／最
御／最適

適適
適起
起起
起動
動動
動/
//
/停
停停
停止制

止制止制
止制御

御御
御

イ
イイ
イン

ンン
ンバ
ババ
バータ
ータータ
ータ制

制制
制御／蓄熱
御／蓄熱御／蓄熱
御／蓄熱槽

槽槽
槽制

制制
制御／
御／御／
御／変

変変
変流量送
流量送流量送
流量送水

水水
水圧
圧圧
圧力設定制

力設定制力設定制
力設定制御

御御
御

PMV
PMVPMV
PMV管
管管
管理
理理
理制

制制
制御／
御／御／
御／防

防防
防災
災災
災・

・・
・防
防防
防犯
犯犯
犯イ
イイ
インテ

ンテンテ
ンテグレ

グレグレ
グレー

ーー
ーシ

シシ
ショ
ョョ
ョン機能

ン機能ン機能
ン機能／

／／
／クラ

クラクラ
クライア

イアイア
イア

ン
ンン
ント
トト
ト操
操操
操作機能

作機能作機能
作機能／ユー

／ユー／ユー
／ユーザ

ザザ
ザー
ーー
ーオペ
オペオペ
オペレ

レレ
レー
ーー
ーシ

シシ
ショ
ョョ
ョン機能

ン機能ン機能
ン機能／

／／
／統
統統
統計

計計
計処理
処理処理
処理機能

機能機能
機能

／
／／
／通信

通信通信
通信処理

処理処理
処理機能

機能機能
機能／

／／
／長
長長
長期

期期
期データ収集
データ収集データ収集
データ収集機能

機能機能
機能

標準仕様書に整合

P584 1.3.4 記録装置

以下の字句を追加した。

(1)　印字装置は、メッセージ印字等を行うものとするほか、A4

判以上の単票に英字、数字、かな、記号、漢字、図形、表等を

カラーで印刷できるものとし、印字装
装装
装置の設置及び

置の設置及び置の設置及び
置の設置及び印

印印
印字

字字
字方式

は、特記による。ただし、簡易型監視制御装置に内蔵される印

字装置は、製造者の標準とする。

標準仕様書に整合

　 第４節　　監視制御装置

P586 1.4.3
1.4.31.4.3
1.4.3

エ
エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー管
管管
管

理装
理装理装
理装置

置置
置

左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

P586 1.4.4
1.4.41.4.4
1.4.4

エ
エエ
エネル
ネルネル
ネルギ

ギギ
ギー
ーー
ー需

需需
需

給制
給制給制
給制御装

御装御装
御装置

置置
置

左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合
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２．主な改定内容一覧

改 定 内 容 改 定 趣 旨

規 定

主 な 改 定 内 容

備 考

　 第５節　　機材の試験

P587 1.5.1 試験

以下の字句を変更した。

(1)　器具単体の試験は、第3編1.9.1「試験」表1.9.1により行

い、監督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(2)　警報盤の試験は、表1.5.1により行い、監督職員に試験成

績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(3)　簡易形監視制御装置、監視制御装置、エネルギー管理装置

及びエネルギー需給制御装置の試験は、表1.5.2により行い、監

督職員に試験成績書を提出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

標準仕様書に整合

第２章　　施工
第２章　　施工第２章　　施工
第２章　　施工

　 第１節　　据付け

P588 2
22
2.1.
.1..1.
.1.2
22
2 耐

耐耐
耐震
震震
震施工

施工施工
施工 左記の項目を追加した。 標準仕様書に整合

　 第２節　　配線

　 第３節　　施工の立会い及び試験

P589 2.3.2 施工の試験

以下の字句を変更、追加した。

(1)　施工の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提

出 
  
 し、
し、し、
し、承諾

承諾承諾
承諾を受

を受を受
を受け

けけ
けす

すす
する。

(ｲ)　
(ｲ)　(ｲ)　
(ｲ)　EM-

EM-EM-
EM-U
UU
UT
TT
TPケーブル
PケーブルPケーブル
Pケーブル配線の

配線の配線の
配線の伝

伝伝
伝送
送送
送品
品品
品質

質質
質測
測測
測定は、第6

定は、第6定は、第6
定は、第6編2

編2編2
編2.

..

.28
2828
28.

..

.2
22
2

「
「「
「施工の試

施工の試施工の試
施工の試験

験験
験」
」」
」(1)(ｲ)により行う。

(1)(ｲ)により行う。(1)(ｲ)により行う。
(1)(ｲ)により行う。

(ｴ)　
(ｴ)　(ｴ)　
(ｴ)　積算値

積算値積算値
積算値等の

等の等の
等の値

値値
値に

にに
につ
つつ
ついて、計

いて、計いて、計
いて、計測

測測
測計

計計
計器側
器側器側
器側と中

と中と中
と中央

央央
央監

監監
監視装
視装視装
視装置

置置
置側
側側
側と

とと
と

の信号（
の信号（の信号（
の信号（乗

乗乗
乗率、

率、率、
率、単

単単
単位
位位
位、

、、
、パ
パパ
パル
ルル
ルス

スス
スウ
ウウ
ウェ
ェェ
ェート
ートート
ート等）の受

等）の受等）の受
等）の受け

けけ
け渡
渡渡
渡しを

しをしを
しを照

照照
照合

合合
合

し、整合
し、整合し、整合
し、整合性

性性
性を

をを
を確
確確
確認
認認
認する。

する。する。
する。

標準仕様書に整合
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３．機械編 



令和７年度版　公共住宅建設工事共通仕様書　【機械編】　主な改定内容一覧

改定内容 改定趣旨

P
－

－ 各編共通

官庁営繕「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事
編）令和７年版」（以下、標準仕様書）に合わせて改
定した項目については、令和７年度版公住仕改定対比
表を参照。

標準仕様書改定と整合

P
－

－ 各編共通 同上2025年11月5日付・修補版を反映
標準仕様書（2025/11/5・
修補版）と整合

P
－

－ 各編共通
令和４年度版までは、項目番号が(1)(ｱ)(a)のみの場
合は番号が省略されていたが、番号付与に改定

標準仕様書改定と整合

P
－

－ 各編共通  各地方自治体等　→　地方公共団体
用語の統一
標準仕様書改定と整合

P
－

－ 各編共通  ビニル管　→　塩ビ管
用語の統一
標準仕様書改定と整合

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
1.7.3 保全に関する資料

(3) 取扱い説明書を備える住戸内機器
・洗濯排水パン　→　洗濯用防水パン
・レンジ用フードファン　→　レンジフードファン
・ルームエアコンディショナ　→　ルームエアコン
・FF型暖房機　→　削除

・「洗濯機用防水パン」
に名称統一
・レンジフードファン、
ルームエアコンが一般的な
名称となっているため
・「FF 型暖房機」は仕様
の記載がないため削除

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
2.1.2.5

給水、給湯、消火
及び住⼾内暖房用

表2.2.6　給水、給湯、消火及び住⼾内暖房管

注8. 規格にない給水用高密度ポリエチレン管は、PWA
に準ずるものとする。

給水用高密度ポリエチレン
管を追記

P
2.1.2.5

給水、給湯、消火
及び住⼾内暖房用

表2.2.6　給水、給湯、消火及び住⼾内暖房管
注10.  共同住宅用スプリンクラー設備に使用する合成
 樹脂管は「合成樹脂製の管及び管継手の基準」（平成
 13年消防庁告示第19号）による。

注10. 消火用配管として使用する合成樹脂管は、（一

財）日本消防設備安全センターの認定を受けたものと
する。

消火用として使用可能な合

成樹脂管はスプリンクラー
以外もあるため、日本消防
設備安全センターの認定に
改定

P
2.1.2.5

給水、給湯、消火
及び住⼾内暖房用

表2.2.7  給水、給湯、消火及び住戸内暖房管の継手
注8. 規格にない給水用高密度ポリエチレン管継手
は、PWAに準ずるものとする。

給水用高密度ポリエチレン
管継手を追記

第１編 一般共通事項

第２編 共通工事

項　目
主な改定内容

備考

機　械　編

全般

1



改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
2.1.2.5

給水、給湯、消火
及び住⼾内暖房用

表2.2.7  給水、給湯、消火及び住戸内暖房管の継手
注9. 規格にない給水及び給湯用の架橋ポリエチレン
管継手は、接合部の性能がJIS K 6770及びJIS K 6788
に準ずるものとする。
注10. 規格にないポリブテン管継手は、接合部の性能
がJIS K 6779に準ずるものとする。

JIS認証品のほか、「給水
装置の構造及び材質の基準
に関する省令」の適合につ
いては、自己認証、第三者
認証品も多く使用されてい
るため追記

P
2.1.2.5

給水、給湯、消火
及び住⼾内暖房用

表2.2.7  給水、給湯、消火及び住戸内暖房管の継手
注12. 消火用配管として使用する合成樹脂管継手は、
（一財）日本消防設備安全センターの認定を受けたも
のとする。

消火用として使用可能な合

成樹脂管継手はスプリンク
ラー以外もあるため、日本
消防設備安全センターの認
定に改定

P
2.2.1 一般用弁及び栓

表2.2.10  一般用弁及び栓
JV4-2, JV4-3, JV4-4, JV4-5（鋳鉄弁）を削除

JV4-2～5（日本バルブ工業
会規格）は2022年に廃止さ
れ、JIS B 2051に移行した
ため

P
2.2.6 吸排気弁

(1)　正圧時に、自動的に空気を排除する機能を有す
るフロート式とし、負圧時に、弁体の開閉により自動
的に多量の空気を吸入する機能を有するものとする。
弁箱は青銅製(鉛除去表面処理又は鉛フリー)又はステ
ンレス製、フロートは合成樹脂製、吸気用の弁体は青
銅製（鉛除去表面処理又は鉛フリー）又は合成樹脂
製、空気抜き弁体シート部は合成ゴムとし、最高使用
圧力に耐えるものとする。

吸気用弁体か空気抜弁の弁
体かを明確化

P
2.4.7 給水配管

(9)　建物内の横主管から給水立て管への分岐は、原
則として給水横主管の上部から取出す。

横主管の空気溜り防止のた
め

P
2.4.7 給水配管

(10)　給水用高密度ポリエチレン管は、次による。
(ｱ)　パイプシャフト内の給水立て管及び給水枝管と
隣接管との離隔は50mm以上とし、パイプシャフト内壁
面等との離隔は100mm以上とする。
(ｲ)　給水横主管と隣接管との離隔は50mm以上とし、
ピット内壁面等との離隔は100mm以上とする。

PS内の温度変化による熱伸
縮により、たわみが発生す
るため

P
2.4.7 給水配管

(13)(ｴ)　 さや管と樹脂管は、同時に施工してはなら
 ない。樹脂管の通管は、木工事完了後とする。ただ
 し、次の事項を遵守して施工する場合は、さや管と樹
 脂管の同時施工をしてもよい。

(13)(ｴ)　さや管と樹脂管を同時に施工する場合は、
次による。

樹脂管のあと通管を標準と
する表現から、同時施工を
標準とする記述に改定

P
2.4.7 給水配管

(13)(ｻ)　ヘッダー及び各水栓等接続の樹脂管の露出
部分は、遮熱キャップ又は  遮熱管 シーリングキャッ
プを取付ける。

施工実態と整合

P
2.4.7 給水配管

(14)　住戸内樹脂管先分岐工法は、次による。
(ｱ)～(ｴ)　（省略）

さや管ヘッダー配管工法に
加えて「住戸内樹脂管先分
岐工法」を追加

P
2.4.9 給湯配管

(1)(ｹ)　さや管ヘッダー配管工法及び住戸内樹脂管先
分岐工法は、2.4.7による。

「住戸内樹脂管先分岐工
法」を追加

P
2.5.16 異種管の接合

2.5.16.1　鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管
(1)  鋼管とステンレス鋼管又は銅管と鋼管を接合す
る場合は、絶縁フランジ接合、絶縁ユニオン接合、又
はJPF MP 003若しくはJPF MP 005に規定する器具接続
用管端防食管継手継手(異種金属接触防止形)による接
合とし、接合要領は特記による。

器具接続用管端防食管継手
継手(異種金属接触防止形)
は、JPF MP 003及び005で
規格化されており、市場に
普及しているため

2



改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
2.6.2 吊り及び支持

2.6.2.1  一般事項
(10)　高密度ポリエチレン管に設置する仕切弁は、近
傍の金属部を支持する。

高密度ポリエチレン管の仕
切弁支持を追加

P
2.6.2 吊り及び支持

(13)　住戸内樹脂管先分岐工法の樹脂管の支持間隔
は、1ｍ以内及び継手の近傍を支持する。

住戸内樹脂管先分岐工法の
樹脂管支持間隔を追加

P
2.6.2 吊り及び支持

2.6.2.3  立て管の支持
(9)　給水立て管の最下層部及びオフセット部の継手
は、型鋼振れ止め支持により下方より支持する。

最下層及びオフセット部の
支持を追加

P
2.6.2 吊り及び支持

(10)　高密度ポリエチレン管の支持は、各階ごとにス
ラブ支持と中間支持の２箇所以上とする。なお、スラ
ブ支持に防振ゴムは使用せず、中間支持には防振ゴム
を使用してもよい。

高密度ポリエチレン管の支
持を追加

P
2.7.1 一般事項

(5)　コンクリート管以外の管を地中埋設とする場合
は、管及び被覆樹脂に損傷を与えないよう掘削土の良
質土で空隙がないように埋め戻す。
なお、 再生砂等 山砂の類で埋め戻す場合は特記によ
る。

ポリエチレン管の埋め戻し
に再生砂を使用する場合
は、粒径２mm以下を使用す
る必要があるが、現在は入
手しにくい状況のため、標
準仕様書の記載と整合

P
2.7.3 防食処置

(5)　地中埋設のステンレス鋼管の防食処理をポリエ
チレンスリーブにより行う場合は、建築用ステンレス
配管マニュアル（ステンレス協会）による。

埋設ステンレス鋼管にポリ
エチレンスリーブを使用す
る場合を追加

P
2.9.3 給水及び給湯配管

(3)　水道配水用ポリエチレン管及び給水用高密度ポ
リエチレン管の水圧試験は次表に  よる。また、水圧
 試験は、監督職員の立会いのもとに より実施し、記
録を監督職員に提出する。

(4) (5) (6) 上記と同様に改定

監督職員の立合いを削除
（他の水圧試験と整合）

P
2.9.3 給水及び給湯配管

(7)　さや管ヘッダー配管工法及び住戸内樹脂管先分
岐工法における樹脂管の水圧試験
(ｱ)　架橋ポリエチレン管の水圧試験は、次表によ
る。
(ｲ)　ポリブテン管の水圧試験は、次表による。

架橋ポリエチレン管とポリ
ブテン管の水圧試験の記載
を分離
架橋ポリエチレン管の水圧
試験を見直し
※５分間の昇圧により再試
験なし（工業会技術資料と
整合）

P
2.9.4 排水及び通気配管

(4)　吸排気弁ドレン管及び給湯ドレン管は導通試験
を行い、詰まりのないことを確認し、記録を監督職員
に提出する。

ドレン管は排水管と区別し
て満水試験は不要とする

P
2.9.5 消火配管

(1)(ｳ)　合成樹脂管の試験は 次表による。
 　※　水圧試験　表削除
 　※　再試験　　表削除

(1)(ｳ)　合成樹脂管の試験は、2.9.3「給水及び給湯
配管」(3)から(7)によるほか、製造者の規定による。

2.1.2.5で消火に使用可能
な合成樹脂管を追加したた
め、表を削除して参照およ
び製造者の規定に改定

P
2.9.7 弁類

(1)　減圧弁、定水位弁、電磁弁、電動弁、安全弁、
温度調整弁は、設置完了後に動作試験を行い、記録を
監督職員に提出する。

１編 表1.1.1の改定により
弁類の動作試験が削除され
たため追加

P
3.1.5

給排水衛生設備工
事の保温

3.1.5.1  一般事項
(2)  以下の機器、管、弁、フランジ等の保温を行う
場合は、保温の適用、保温の種別及び厚さを特記す
る。
(ﾄ)　さや管ヘッダー配管及び住戸内先分岐配管の樹
脂管（給水・給湯）
(ﾅ)　水道配水用ポリエチレン管及び給水用高密度ポ
リエチレン管

住戸内樹脂管先分岐工法
追加
水道配水用ポリエチレン管
追加

3



改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
3.1.5

給排水衛生設備工
事の保温

3.1.5.2  管、タンク及び排気筒の保温の種別
表2.3.6  保温の種別による材料及び施工順序(管、タ
ンク及び排気筒)
注6.　ポリエチレンフォーム保温筒（ワンタッチ接
合）は、熱伝導率0.043W/(m･K)以下の性能を有する架
橋ポリエチレンフォーム等をパイプ状にしたもので、
塩ビシート外被付の片割れ型等とし、外被端部の粘着
剤によるワンタッチ接合型とする。また、塩ビシート
の外被の厚さは0.1mm以上とし、表面が平滑な軟質塩
化ビニルシート等とする。

ポリエチレンフォーム保温
筒の仕様を記載

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
1.16.2

住戸セントラル暖
房方式

(1)～(6)　番号付与見直し・段落整理・記載位置移動
項目の体裁を整理

P
1.16.2

住戸セントラル暖
房方式

(2)　熱源機
(ｳ)　ガス燃焼量の制御は、比例制御方式  又はON・
 OFF制御方式 とする。

5-1.3.7「潜熱回収型給湯
器」で比例制御となってい
るため削除

P
1.16.3 ルームエアコン

(1)～(4)　番号付与見直し・段落整理
項目の体裁を整理

P
2.2.3 ダクトの接合

2.2.3.2  スパイラルダクト及びステンレスダクト
(ｳ)　台所排気系のダクト は、シール材を難燃性ブチ
 ルゴムテープとし、継目に難燃性ブチルゴムテープを
 巻いた上、アルミテープ２重巻き仕上げとする。

(3)　台所排気系のダクトの接合は、継手を直管に差
込み、鋼製ビスで周囲を固定し、継手と直管の継目全
周に難燃性ブチルゴムテープを巻いた後、ダクト用
テープで二重巻きにしたものとする。接合部の鋼製ビ
ス本数は、表3.2.4による。なお、ビスによる固定
は、横引ダクトの底部を避けた位置とすること。

記載内容を2.2.3.2 (2)と
整合
結露水等の漏水を防ぐビス
固定位置を追記

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
1.1.2

衛生陶器及び附属
品

表5.1.1　衛生陶器及び附属品
C 730S　洗浄弁式床置壁排水Ⅱ形大便器
C 1201S　タンク式床置壁排水Ⅱ形大便器

JIS改定と整合

P
1.1.2

衛生陶器及び附属
品

 (9)　湯水混合水栓及び洗面化粧ユニットは、次表に
 よる。
「湯水混合水栓及び洗面化粧ユニット」表を削除

(9)を削除
表の内容として、規格等を
定めていないため

第４編 自動制御設備工事

第５編 給排水衛生設備工事

第３編 空気調和設備工事
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改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
1.1.4 浴室ユニット

浴室ユニットは、公住仕（建築編）20.2.17（浴室ユ
ニット）による。

 (1)　構成は、壁、床、天井からなるユニット部材及
 び水栓、浴槽、配管、照明器具等の組込み部材からな
 るものとし、本項によるほか、JIS A 4416「住宅用浴
 室ユニット」による。
 (2)　壁・床・天井の仕様は特記による。
 (3)　水栓は、1.1.6「水栓」によるものとし、給水・
 給湯管の要否は特記による。
 (4)　浴槽は、JIS A 5532「浴槽」によるFRP製とし、
 大きさ及び高断熱性能を適用する場合は特記による。
 また、浴槽ふたの要否は特記による。
 (5)　照明は、防湿形とし、種類は特記による。
 (6)　附属品は、次による。なお、仕様は特記によ
 る。

建築編と機械編で求めてい
る性能等が整合していない
ため黒字部分（標準仕様
書）を削除

P
1.1.6 水栓

(3)　単水栓 及び2ハンドル式水栓の給水側は、節水こ
ま内蔵とする。

(5)　湯水混合水栓は、節湯機能を有すること。

(3)　2ハンドル式水栓は主
流（節湯水栓に非該当）で
は無く、節水こまを内蔵し
ていないメーカーも複数社
あるため削除
(5)Co2削減・省エネ性能の
向上のため追加

P
1.2.4

水道用直結加圧形
ポンプユニット

(2)　本ユニットは、 キャビネット形とし、ポンプ(２
台以上)、圧力発信器等、制御盤、圧力タンク、電動
機、バルブ類、逆流防止装置等から構成されるものと
する。

キャビネット形を削除
キャビネット形に限定しな
い

P
1.2.9 試験

(3)　ポンプ機器類の騒音測定（水中モーターポンプ
及び消火ポンプを除く。）を機器据付け後に行う。測
定場所は、特記がなければポンプ室内、ポンプ室出入
口付近、直近住戸及び敷地境界線とする。

条例等の規制があるため、
測定場所に「敷地境界線」
を追記

P
1.5.8 泡消火

1.5.8.1　泡消火薬剤
泡消火薬剤は、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める
省令」（昭和50年自治省令第26号）に定めるところに
よる水成膜泡消火薬剤又は合成界面活性剤泡消火薬剤
 とし、特記がない場合は水成膜泡消火薬剤とする。

水成膜泡消火薬剤の原料入
手困難な状況から特記の有
無に係わらず、どちらでも
選択できるような記載とす
る

P
1.7.1 一般事項

(2)　材質は、鋳鉄製品にあってはJIS G 5501（ねず
み鋳鉄品）によるFC150以上とし、黄銅鋳物製品に
あってはJIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）による黄銅
鋳物２種又は３種、JIS G 4303(ステンレス鋼棒)によ
るSUS304又はJIS G 5121(ステンレス鋼鋳鋼品)による
SCS13とする。また、樹脂製品にあっては、 耐熱 合成
樹脂製（ABS、ポリプロピレン等）とする。

JIS K 6741(塩ビ管)の耐熱
温度は60℃～80℃であるこ
とから、ABSにおいて耐熱
グレードに限定する必要性
がないため

P
1.7.6 通気金具

(1)  通気金具は、JCW 205「通気金具」によるほか、
硬質ポリ塩化ビニル製とする。

使用実態に合わせて塩ビ製
を追加

P
1.7.9 洗濯機用防水パン

(ｵ)　かさ上げ型の洗濯機用防水パンは、洗濯機との
隙間から手が入りにくく、洗濯機の底面に手が届きに
くい構造とする。

洗濯機防水パンの使用安全
啓発（経済産業省）につい
て追加

P
1.8.4 量水器桝

(2)　 ふたは、鋳鉄製で鎖付きとする。量水器の呼び
径40以下の場合は、 鋳鉄製又は合成樹脂製箱としても
よい。

JCW105で鎖はオプションと
なっているため、鎖付きを
削除
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改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
2.1.1 一般事項

(3)　器具の取付け高さは、次表を標準とする。
器具の取付け高さ
水栓：浴室洗い場　　250　→　350
　　　洗濯機　　　1,200　→　1,300

・浴室洗い場水栓：ユニッ
トバスメーカーの標準設置
高さを参考に見直し
・洗濯機水栓：現在の一般
的な推奨水栓の高さ（ドラ
ム式を含む）は1,250～
1,350㎜程度のため見直し

P
2.2.2 ポンプ

2.2.2.3　水道用直結加圧形ポンプユニット
(2)  キャビネット形の水道用直結加圧形ポンプユ
ニットは次による。
(ｱ)  ユニット内部で防振措置が施してあるものは、
標準基礎とする。
(ｲ)  前面を開閉扉または容易に脱着可能な平面パネ
ルとする。
(ｳ)  基礎は、点検時に安定した踏面を確保する。

(ｲ)(ｳ)維持管理を考慮して
追加

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
2.1.1 管及び継手

表6.2.1　管及び継手
合成樹脂被覆鋼管
塩化ビニル被覆鋼管（原管はJIS G 3452「配管用炭素
鋼鋼管」によりガス用に製造されたもの。）

塩化ビニル被覆鋼管を使用
することもあるため追加

P
2.1.7 ガスメーター

(1)　ガスメーターは、ガス事業者の承認したものと
する。 計量方式は、実測式又はパルス式(直読式にパ
 ルス発信器を備えたもの)とし、適用は特記による。

(1) 推量式（超音波等）を
設置可能とするため、計量
法式を示す表現を削除

P
2.1.7 ガスメーター

(4)　住戸のガスメーターは、わかりやすい位置に、
該当する住戸番号の表示を行う。

2-2.4.1量水器の文章と整
合

P
2.2.3 配管

2.2.3.1  一般事項
(15) 配管完了後の他工事による衝撃、釘打ち等の損
傷を与えないよう、要所に配管表示シールを貼るな
ど、配管防護措置を施す。

他工事による事故防止のた
め追加

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
2.1.2 破砕装置

(2)　ドラムは鋳鉄製、切削歯はタングステンカーバ
イト等の焼結超硬合金製、コーム及びカッターバーは
特殊鋼（SKD）又は同等以上の耐摩耗性を有するもの
とし、再研磨及び取替えの容易な構造とする。
 なお、軸受部への給油が必要な場合は、自給油式とす
 る。

住宅独自の項目ではないた
め削除

第７編 さく井設備工事

第８編 浄化槽設備工事

第６編 ガス設備工事
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改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
2.1.31 その他

 (1)　色彩
 地上に露出している配管の色彩は、特記がなければ次
 による。
 (ｱ)　流入水………灰色
 (ｲ)　返送汚泥……緑
 (ｳ)　余剰汚泥……濃茶
 (ｴ)　空気…………青
 (ｵ)　塩素…………黄
 (ｶ)　放流…………濃紺
 (2)　フローシートパネル（配管系統図板）
 (ｱ)　強化プラスチック（厚さ2mm程度）の2枚合わせ
 とする。
 (ｲ)　寸法は、900×400mmを原則とする。
 (ｳ)　管の色彩は、上記による。

住宅独自の項目ではないた
め削除（旧汚水処理施設関
連の記載）

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

P
2.2.7 管制運転等

2.2.7.6  ピット冠水時管制運転
(1)  ピット冠水時管制運転装置の運転動作は、次の
フローによる。なお、適用は駆動制御装置を昇降路内
底部に設ける場合に限る。

「底部」を追記
昇降路上部設置の場合は、
冠水運転は必須ではないた
め

P
7.2.2 基本仕様

(ﾁ)　かご
かごの枠組みは、上枠、下枠、縦枠及び床枠より構成
され、構造部材はJIS G 3101（一般構造用圧延鋼
材）、JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)、JIS G 3350
（一般構造用軽量形鋼）又はJIS G 4305（冷間圧延ス
テンレス鋼板及び鋼帯）とする。

（ﾁ）(h)「かごの床」で
「ステンレス製(SUS430以
上)の耐食性能を有する」
と指定があり、かごの床を
ステンレス製とした場合、
かご床枠（＝防振ゴム(四
隅)の上に配置する四周枠
＋床板＋床梁)もステンレ
ス製(同素材)とした方が強
度や耐腐食性が高くなるこ
とから、かごの枠組にステ
ンレス材を使用するケース
があるため追加

P
7.2.2 基本仕様

(k)　照明
②　停電灯（電源は自動充電式蓄電池とし、停電時自
動切替え、復電時自動復旧装置付き、60 30分以上連
続定格）の所要照度は操作盤直下の床面で1Lx以上と
する。

60分→30分
2.2.2.1（かご室）(コ)と
仕様を整合

P
7.2.2 基本仕様

(ﾂ)　乗場
(a)　乗場枠
 フロントパネル幕板付き一体形構造とし、厚さ1.5mm
以上の鋼板製とし、ラッカー塗装仕上げ又は合成樹脂
系塗装並仕上げ若しくは化粧鋼板を標準とし、適用は
特記による。

乗場枠の仕様(デザイン)が
増えているため「フロント
パネル幕板付き一体形構造
とし」の指定を削除し、デ
ザインの選択肢を増やす

P
7.2.2 基本仕様

(c)　乗場の敷居
ステンレス製（SUS 430以上の耐食性能を有するも
の）、又は硬質アルミ製とし、建築物出入口階の敷居
溝及びかご敷居溝には、ごみ詰まりによる戸の動作不
良を避けるため、溝一本につき２個以上のゴミ落し穴
を設ける等の対策を講じること。ただし、遮煙扉を設
置する場合はゴミ落とし穴は設けなくてもよい。

かごの敷居と仕様を整合

第９編 昇降機設備工事
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改定内容 改定趣旨
項　目

主な改定内容
備考

機　械　編

P
7.2.2 基本仕様

(ﾈ)　安全装置
(k)　ピット冠水検知装置
駆動制御装置を昇降路内底部に設ける場合、ピットに
冠水センサーを設け、冠水を検出すると直ちに最下階
以外の階で運転を休止する。運転動作は、2.2.7.6
（ピット冠水時管制運転フロー図）による。

駆動制御装置を昇降路内底
部に設ける場合に限るため
追加

P
7.2.3 付加仕様

(a)　自家発時管制運転装置
⑧　動作は、2.2.7.3（非常用発電時管制運転（自家
発時管制運転））の管制運転動作フローによる。

2.2.7.3のフローと同様の
ため参照とし、フロー図を
削除

P
7.2.3 付加仕様

(b)　停電時自動着床装置
停電によりエレベーターが、停止した場合にバッテ
リー電源により、エレベーターを低速で走行させ最寄
階へ着床させ、エレベーター内の乗客を避難させる装
置とし、次による。

2.2.1.4　表9.2.3の内容と
整合

P
7.2.3 付加仕様

(d)　発信機は、異常・故障信号を電話回線等を通じ
て監視センターへ伝達する装置とし、次による。
①　発信機を機能させるための電源の停電保障は、1
 時間 30分とする。

1時間→30分
2.2.2.1（かご室）(コ)と
仕様を整合

P
7.2.4 福祉型仕様

(d)　専用インジケータは、専用操作盤上又は背面パ
ネル上に一面設ける。 2.2.2.1の記載と整合

P
7.2.5 試験

(1)　JIS A 4302「昇降機の検査標準」に準じて行
い、（一社）日本エレベーター協会標準の定める試験
成績書に記載して監督職員に提出する。
 (2)　制御盤の試験成績書は、エレベーター完成検査
 報告書で代用することができる。
 (3)　電動機は、JIS C 4034-1（回転電気機械　第一
 部：定格及び特性）による次の試験を行い、その試験
 成績書を監督職員に提出する。
 (ｱ)　特性試験（負荷をかけた状態で、電圧、電流、
 回転数を計測する。）
 (ｲ)　温度上昇試験
 (ｳ)　耐電圧試験
 (ｴ)　絶縁抵抗試験

JIS A 4302「昇降機の検査
標準」の内容と重複してい
るため削除

P
－

－ 全体 標準仕様書の改定と整合 －

第10編 機械式駐車設備工事
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